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一

三
五
五

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

―
―
米
欧
近
代
憲
法
史
と
日
本
の
憲
法

岩
　
　
野
　
　
英
　
　
夫

一　

は
じ
め
に

二 　

C
onstitution

型
とC

harte

型
︱
︱
比
較
の
た
め
の
基
本
型

　
（
一
）
考
え
た
き
っ
か
け

　
（
二
）C

onstitution

型

　
　
（
１
）
そ
の
意
味

　
　
（
２
） constitution

と
い
う
語
がC

onstitution

型
の
意
味
を
も

つ
ま
で

　
（
三
）C

harte

型

三　

第
三
の
型

　
（
一
）
ま
え
お
き

　
（
二
）
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
︱
︱
﹁
宿
借
り
ふ
うC

harte

型
﹂

　
（
三
）
ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
︱
︱
﹁
未
完
のC

onstitution

型
﹂

　
（
四
）﹁
君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
﹂
原
則
は
花
ひ
ら
い
た
の
か

　
（
五
） 

プ
ロ
イ
セ
ン
のV

erfassungsurkunde

︱
︱
﹁
君
が
民
と
合

意
し
たC

harte

型
﹂

　
（
六
） 

バ
ー
デ
ン
のV

erfassungsurkunde

︱
︱
﹁
強
化
さ
れ
た

C
harte

型
﹂

四　

日
本
の
憲
法

　
（
一
）
大
日
本
帝
国
憲
法
︱
︱
﹁
宿
借
り
ふ
うC

harte

型
﹂

　
（
二
）
な
ぜ
天
皇
を
た
て
た
の
か
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六
七
巻
二
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二

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

三
五
六

一　

は
じ
め
に

　

法
科
大
学
院
構
想
を
含
む
司
法
制
度
改
革
の
動
向
が
学
界
に
お
い
て
も
真
剣
な
議
論
の
対
象
に
な
り
始
め
て
い
た
一
九
九
八
年
に
、
日
本

学
術
会
議
は
、﹁
変
動
す
る
法
学
教
育
と
基
礎
法
学
の
役
割
﹂
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
日
本
学
術
会
議
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
た）

1
（

。
私
は
、
そ
こ
で
、﹁
法
に
お
け
る
歴
史
と
現
代
の
法
学
教
育
﹂
と
い
う
題
で
報
告
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。

　
（
三
）
な
ぜ
強
大
な
天
皇
大
権
な
の
か

　
　
（
１
）　

米
欧
回
覧
が
教
え
た
こ
と

　
　
　
　

 　
﹁
万
国
公
法
よ
り
も
力
﹂
／
日
本
は
後
れ
て
い
な
い
︱
︱
ロ

シ
ア
ま
で
の
回
覧
を
ふ
り
か
え
っ
て
／﹁
弱
ノ
肉
ハ
、強
ノ
食
﹂

︱
︱
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
を
み
て
／
ま
だ
、
間
に
あ
う

︱
︱
米
英
回
覧
を
ふ
り
か
え
っ
て

　
　
（
２
）　
﹁
不
平
等
条
約
下
の（
と
く
に
治
外
法
権
下
の
）日
本
の
現
実
﹂

　
　
（
３
） 　
﹁
君
権
ヲ
機
軸
ト
シ
偏
リ
ニ
之
ヲ
毀
損
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期

シ
﹂

　
（
四
）
大
日
本
帝
国
憲
法
に
係
る
﹁
告
文
﹂

　
　
（
１
）
大
日
本
帝
国
憲
法
の
個
性
を
伝
え
る
も
の

　
　
（
２
） ﹁
告
文
﹂
の
核
心
︱
︱
﹁
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ

宝
祚
ヲ
承
継
シ
﹂

　
　
　

１
﹁
天
壌
無
窮
﹂

　
　
　

２
﹁
宏
謨
﹂

　
　
　

３
﹁
惟
神
﹂

　
　
　

４
﹁
寶
祚
︽
ホ
ウ
ソ
︾﹂

　
　
（
３
）
奥
村
郁
三
﹁﹃
告
文
﹄
の
読
み
に
つ
い
て
﹂
の
紹
介　

　
　
（
４
）﹁
告
文
﹂
の
組
み
立
て

　
（
五
）　

日
本
国
憲
法
︱
︱C

onstitution

型

五　

付
論
︱
︱
交
告
尚
史
氏
か
ら
の
手
紙

六　

別　
　

記

　
（
一
）
注
（
20
）：﹁
憲
﹂
の
原
義
を
め
ぐ
っ
て

　
（
二
） 

注
（
１１５
）：
応
用
ゼ
ミ
﹁
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
変
動
と
法
﹂

お
よ
び
﹁
比
較
法
文
化
論
Ⅰ
﹂
を
め
ぐ
っ
て

七　

お
わ
り
に

資
料　

告　

文
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三

三
五
七

　

私
は
、
こ
の
報
告
の
な
か
で
、
法
学
部
の
﹁
学
生
の
勉
学
の
中
心
が
実
定
法
で
あ
る
以
上
、
法
制
史
教
育
は
そ
の
勉
学
効
果
を
高
め
る
観

点
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
﹂、
と
述
べ
た）

2
（

。
こ
の
考
え
は
、
い
ま
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
ど

の
よ
う
な
﹁
組
み
立
て
﹂
が
可
能
な
の
か
。﹁
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
﹂、
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
が
、
こ
の
問
い
は
私
の
頭
を
離
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
回
編
集
の
同
志
社
法
学
が
、
敬
愛
す
る
金
子
正
史
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
お
め
で
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お

許
し
を
え
て
、
こ
の
問
い
に
関
係
し
て
日
ご
ろ
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
つ
を
、
メ
モ
程
度
の
試
論
と
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
そ
の
一
つ
と
は
、

大
日
本
帝
国
憲
法
、
日
本
国
憲
法
を
到
達
点
に
し
て
、
米
欧
近
代
憲
法
史
を
大
き
く
語
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
で
あ
る
。

　

大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
現
行
実
定
法
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
現
実
味
を
お
び
て
き
た
日
本
国
憲
法
改
正
問
題
に
決
定
的

と
も
い
え
る
影
響
力
を
も
つ
自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂（
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
）
が
、﹁
明
治
憲
法
（
大
日
本
帝
国

憲
法
）、
昭
和
憲
法
（
現
行
日
本
国
憲
法
）
の
歴
史
的
意
義
を
踏
ま
え
﹂
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る）

3
（

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹁
大
日
本

帝
国
憲
法
﹂
は
現
代
に
生
き
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
、
法
学
部
生
に
対
す
る
法
史
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
の
思
い
つ
き
を
述
べ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
く
り
返

し
に
な
る
が
、
断
っ
て
お
き
た
い
。
い
ち
い
ち
の
引
用
を
割
愛
し
て
い
る
が
、
思
い
つ
く
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
著
書
、
論
文
等
々
か
ら
貴

重
な
教
え
を
受
け
て
い
る
。

　

な
お
、
本
文
や
注
、
引
用
文
の
な
か
の
傍
線
や
︹　

︺
内
の
記
述
は
、
断
り
の
な
い
限
り
、
私
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
ス
ラ

ッ
シ
ュ
︹
／
︺
が
あ
る
場
合
、
そ
こ
で
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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三
五
八

二　

Constitution

型
とCharte

型
―
―
比
較
の
た
め
の
基
本
型

（
一
）　

考
え
た
き
っ
か
け

　

日
本
の
憲
法
を
視
点
に
す
え
た
比
較
憲
法
史
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
Ｃ
・
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
著
、
山
本
浩
三
訳

﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
法
律
文
化
社
（
一
九
七
九
年
第
八
刷
）
で
あ
る
。
原
著G

enealogie der V
erfassungen

の
出
版
は
一
九
三
五
年
で
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
、
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
﹁
近
代
の
諸
國
憲
法
が
た
が
ひ
に
大
い
に
類
似
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
共
通
の
根
源
と
し
て

權
力
分
立
主
義
を
あ
げ
る
。
權
力
分
立
主
義
が
こ
こ
で
も
立
憲
主
義
（K

onstitutionalism
us

）
の
根
柢
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
彼

は
本
書
に
お
い
て
ま
づ
權
力
分
立
主
義
を
究
明
し
（
第
一
章
）、
つ
い
で
そ
の
標
識
に
も
と
づ
い
て
各
國
憲
法
相
互
の
異
同
を
辨
別
し
よ
う

と
試
み
る
﹂）

4
（

。

　

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、﹁
第
一
に
一
九
世
紀
的
憲
法
の
元
祖
と
考
へ
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
諸
州
の
憲
法
な
ら
び
に
合
衆
國
の
憲
法
﹂
）
5
（

を
扱
い
、

続
け
て
、﹁
一
七
九
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
圏
﹂、﹁
一
八
一
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
圏
﹂、﹁
一
八
三
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
圏
﹂、﹁
新
連
邦

国
家
の
諸
憲
法
﹂
の
順
番
で
、
憲
法
の
系
譜
を
描
い
て
い
る）

6
（

。

　

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
が
憲
法
圏
を
分
け
る
際
の
基
準
に
つ
い
て
、
森
順
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
⋮
⋮
本
書
に
於
け
る
憲
法
の
各
集

圑
は
必
ず
し
も
内
容
を
同
じ
く
す
る
憲
法
の
集
圑
で
は
な
く
、
單
に
一
國
憲
法
の
制
定
に
對
し
て
ど
の
憲
法
が
比
較
的
大
き
な
直
接
的
影
嚮

を
與
へ
た
か
、
に
依
つ
て
類
別
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
從
て
﹃
異
つ
た
土
地
に
移
植
さ
れ
た
葡
萄
は
異
つ
た
實
を
結
ぶ
﹄
と
い
ふ
言
葉

の
通
り
全
く
本
質
を
異
に
す
る
憲
法
が
同
一
集
圑
に
集
め
ら
れ
て
居
る
事
す
ら
あ
る
わ
け
で
あ
る
﹂）

7
（

。

　

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、
一
八
六
一
年
に
生
ま
れ
一
九
四
四
年
に
他
界
し
て
い
る
の
で
、
日
本
の
憲
法
で
は
大
日
本
帝
国
憲
法
し
か
知
ら
な
い
。

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
を
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
圏
に
分
類
し
て
い
る
。
天
皇
主
権
の
大
日
本
帝
国
憲
法
が
、
国
民
主
権
の
ベ
ル
ギ
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五

三
五
九

ー
憲
法
に
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
︱
︱
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
の
答
え
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
、
そ
し

て
そ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
は
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
で
あ
る）

8
（

。

　
﹁
全
く
本
質
を
異
に
す
る
憲
法
が
同
一
集
圑
に
集
め
ら
れ
て
居
る
事
す
ら
あ
る
﹂、
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
の
憲
法
圏
構
想
を
活
用
す
る
こ
と
は
、

私
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ン
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
か
ら
始
め
て
、
独
立
戦
争
を
画
期
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
諸
憲
法
へ
と

向
か
い
、
そ
こ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
憲
法
︱
︱
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
一
四
年
憲
章
等
々
︱
︱
へ
と
目
を
転
じ
、

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
諸
邦
へ
と
あ
る
い
は
ベ
ル
ギ
ー
等
々
へ
と
枝
分
か
れ
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
﹁
憲
法
の
系
譜
﹂
は
、
大
日
本

帝
国
憲
法
が
そ
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
を
ひ
き
つ
け
た
。

　

全
て
の
事
象
を
矛
盾
な
く
整
然
と
区
分
し
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、
比
較
分
類
の
型
を
つ
く
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
は
収
ま

る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
は
み
出
て
し
ま
う
、
︱
︱
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
必
ず
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
米
欧
近
代
憲

法
史
を
み
と
お
し
そ
の
米
欧
近
代
憲
法
史
を
日
本
の
憲
法
に
つ
な
ぐ
た
め
に
、
私
が
設
定
し
た
比
較
分
類
の
大
き
な
型
は
、C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
とC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
大
き
な
型
を
対
抗
軸
に
し
て
、
そ
の
間
に
、
多
様
な
姿
形
か
ら
な
る
第
三
の
型
を
お
い

て
み
た
。

　

以
下
の
叙
述
は
、
多
く
の
研
究
者
が
、
と
り
わ
け
佐
藤
功）

9
（

が
す
で
に
述
べ
て
い
る
こ
と
の
切
り
貼
り
で
し
か
な
い
。
せ
め
て
も
、
切
り

貼
り
の
仕
方
が
恣
意
的
で
な
い
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

（
二
）　Constitution

型

（
１
）　

そ
の
意
味

　

C

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
で
考
え
て
い
る
の
は
、
樋
口
陽
一
の
い
う
、﹁
権
利
保
障
と
権
力
分
立
を
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
、
近
代
的
・
立
憲
的
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三
六
〇

意
味
の
憲
法
﹂
）
₁₀
（

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
憲
法
を
も
っ
と
も
よ
く
定
義
し
て
い
る
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
人
お
よ

び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
﹂（
一
七
八
九
年
）
一
六
条
の
以
下
の
文
言
で
あ
る
。﹁
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
社
会
は
、
憲
法constitution

を
持
た
な
い
﹂）
₁₁
（

。

　

こ
の
定
義
の
な
か
の
特
に
﹁
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
⋮
⋮
﹂
に
関
係
し
て
、
私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
下
で

のC
onstitution of M

assachusetts, 1780 

や
独
立
後
のT

he C
onstitution of the U

nited States, 1787 

の
制
定
過
程
で
の
で
き
ご

と
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
の
で
き
ご
と
と
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
は
一
七
七
七
年
憲コ
ン
ヴ
ェ
ン法
会シ
ョ
ン議
憲
法
案
を
作
成
、

人
民
投
票
に
付
し
た
が
、
権
利
章
典
を
欠
く
故
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
た
。
一
七
七
九
年
改
め
て
、
⋮
⋮
権
利
の
宣
言
を
含
め
た
憲
法
案

（C
onstitution of M

assachusetts
）
を
作
成
、
人
民
投
票
に
付
し
、
三
分
の
二
の
多
数
を
得
て
、
一
七
八
〇
年
成
立
し
た
﹂）
₁₂
（

。

　

後
者
の
場
合
の
で
き
ご
と
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
本
来
の
合
衆
国
憲
法
に
は
、
権
利
の
章
典
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の

理
由
は
、
憲
法
自
体
の
構
成
論
理
と
し
て
、
連
邦
政
府
は
人
民
か
ら
委
託
さ
れ
た
権
限
（delegated pow

ers

）
の
み
を
行
使
し
得
る
、
権

限
の
制
限
さ
れ
た
政
府
（lim

ited governm
ent

）
で
あ
る
か
ら
、
権
利
の
章
典
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
、
否
つ
け
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て

こ
の
原
則
を
侵
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
あ
っ
た
⋮
⋮
。
論
理
的
に
は
、
そ
の
所
論
が
正
し
い
に
せ
よ
、
憲
法
制
定
派
が
主
と
し
て
﹃
保
守

派
﹄
で
あ
っ
た
と
い
う
時
の
政
治
的
現
実
の
下
に
お
い
て
は
、﹃
急
進
派
﹄
の
憲
法
案
反
対
の
根
拠
は
、
こ
の
権
利
の
章
典
の
欠
如
と
い
う

こ
と
に
集
中
さ
れ
た
。
各
州
の
憲
法
批
准
会
議
に
お
い
て
も
、
権
利
の
章
典
の
追
加
を
条
件
と
し
て
、
憲
法
案
が
承
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
い
﹂）
₁₃
（

。

　

私
が
こ
れ
ら
の
で
き
ご
と
を
注
目
し
た
の
は
、﹁
権
利
の
保
障
﹂
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
社
会
は
﹁C

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

onstitution

﹂
を
持
た
な
い
、
と

い
う
、﹁
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
﹂
一
六
条
が
先
取
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
と
い
う
場
合
、﹁
政
府
﹂
の
存
在
理
由
と
正
当
性
の
根
拠
に
係
る
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
独
立
宣
言
﹂（
一
七
七
六
年
）
中
の
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三
六
一

次
の
指
摘
も
重
要
な
標
識
に
な
る
。
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
と
い
う
天
賦
の
﹁
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
人
類
の
あ
い
だ
に
政
府
が
組
織

さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
正
当
な
権
力
は
被
治
者
の
同
意
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
﹂）
₁₄
（

。﹁
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣

言
﹂
で
い
え
ば
、﹁
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
団
結
の
目
的
は
、
人
の
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
自
然
権
を
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂（
第
二
条
）、﹁
あ

ら
ゆ
る
主
権
の
原
理
は
、
本
質
的
に
国
民
に
存
す
る
﹂（
第
三
条
）
で
あ
る）
₁₅
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
の
出
ど
こ
ろ
は
、
独
立
戦
争
中
あ
る
い
は
独
立
戦
争
直
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
あ
れ
こ
れ
の

C
onstitution

、
独
立
宣
言
等
々
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
下
の
﹁
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
﹂、
そ
の
宣
言
を
冒
頭
に
お
い
た

C

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

on
stitu

tion
 du 3 septem

bre 1791

（
一
七
九
一
年
九
月
三
日
の
憲
法
）
で
あ
る
。

（
２
）　constitution

と
い
う
語
がC

onstitution

型
の
意
味
を
も
つ
ま
で

　

私
は
、
明
治
の
日
本
が
ど
の
よ
う
な
理
屈
でC

onstitution

に
憲
法
と
い
う
訳
語
を
与
え
た
の
か
が
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
穂
積
陳

重
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
憲
法
な
る
語
を
始
め
て
現
今
の
意
義
に
用
い
た
の
は
⋮
⋮
、
そ
れ
は
実
に
箕
作
麟
祥
博
士
で
あ
っ
て
、

明
治
六
年
出
版
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
六
法
﹄
の
中
に
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
オ
ン
を
﹃
憲
法
﹄
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂
が
、
し
か
し
、
こ
の
当
時
、

憲
法
と
は
一
般
の
法
律
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
、﹁
学
者
は
概
お
お
むね
⋮
⋮
、
箕
作
博
士
の
訳
語
は
当
た
っ
て
お
ら
ぬ
と
言
う
て
お
っ
た
。

⋮
⋮
。
し
か
る
に
明
治
天
皇
が
憲
法
制
定
の
事
を
勅
定
し
給
い
、
伊
藤
博
文
公
が
憲
法
取
調
の
勅
命
を
受
け
ら
れ
て
よ
り
、
い
よ
い
よ
﹃
憲

法
﹄
な
る
語
が
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
オ
ン
、
フ
ェ
ル
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
な
ど
に
相
当
す
る
語
と
な
り
、
帝
国
大
学
に
お
い
て
も
、
明
治
十
九
年

以
来
憲
法
な
る
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂）
₁₆
（

。

　

六
法
の
一
つ
で
あ
る
憲
法
の
意
味
内
容
を
全
く
も
た
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
憲
法
がC

onstitution

の
訳
語
に
宛
て
ら
れ
た
理
由
が
わ
か

ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、constitution

と
い
う
語
が
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
﹂
一
六
条
の
定
義
を
も
つ
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社
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七
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八

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

三
六
二

法
律
の
名
称
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
か
も
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
テ
ィ
エ
著
、
深
谷
格
訳
﹁
十
八
世
紀
に
お
け
る
憲
法
（
国
制
）
の
概
念
の
曖
昧
性
︱
︱
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
素
材
に

し
て
﹂）
₁₇
（

は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
そ
の
著
書
﹃
法
の
精
神
﹄
や
そ
の
他
の
作
品
な
か
でconstitution

と
い
う
語
を
、
あ
れ
こ
れ
の
意
味
で
、

そ
れ
ぞ
れ
何
回
使
用
し
て
い
る
か
を
整
理
し
て
い
て
興
味
深
い
。﹃
法
の
精
神
﹄
に
は
、constitution

と
い
う
語
が
一
〇
〇
回
ほ
ど
出
て

く
る
よ
う
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
の
こ
の
論
文
の
原
題
は
、L

es A
m

biguïtés du concept de constitution au X
VIII e siècle : l’exem

ple 

de M
ontesquieu

で
あ
る
。

　

深
谷
は
、constitution
を
﹁
憲
法
（
国
制
）﹂
と
訳
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
で
、

constitution 

にC

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion
型
の
意
味
が
読
み
込
ま
れ
、
六
法
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く
経
緯
に
着
目
す
る
と
す
れ
ば
、
国
制
と
い
う
訳

語
の
み
に
す
る
の
が
よ
か
っ
た
よ
う
に
、
私
は
お
も
う
。
岩
波
文
庫
版
﹃
法
の
精
神
﹄
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
制
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い

る
。

　

テ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、﹁
こ
の
概
念
［constitution

］
は
一
七
四
八
年
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
操
作
概
念
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
が
、
当
時
進
化
［évolution

］
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
た
こ
の
概
念
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
そ
の
省
察
の
手
段
を
提
供
で
き
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
概
念
の
使
用
は
、
フ
ラ
ン
ス
君
主
制
に
関
す
る
公
的
な
法
律
上
の
談
話
［discours

］
に
お
い
て
、

依
然
と
し
て
例
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
﹂（
八
三
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
と
、
テ
ィ
エ
は
い
う
。

　
﹁
こ
れ
と
は
逆
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
国
王
と
国
会
の
間
の
紛
争
の
一
環
と
し
て
、
内
戦
が
、
憲
法
（
国
制
）
に
関
す
る
激
し
い
議

論
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
国
王
と
国
会
の
双
方
が
、
イ
ギ
リ
ス
王
国
の
古
く
か
ら
の
国
制
［constitution

］（﹃
王
国
の
最
古
か
つ

本
来
の
国
制
﹄）
と
い
う
表
現
を
援
用
し
た
が
、
こ
の
語
（
辞
項
）［constitution
］
を
政
治
的
な
領
域
に
導
入
し
た
の
は
、
イ
ギ
リ
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九

三
六
三

ス
君
主
制
の
混
合
的
性
格
を
国
王
が
公
式
に
（
そ
し
て
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
軽
率
に
）
承
認
し
た
一
六
四
二
年
六
月
の
﹃
議
会

の
一
九
箇
条
の
提
案
に
対
す
る
国
王
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
）
の
回
答
［R

éponse du R
oi 

［C
harles ler

］ aux X
IX

 propositions 

du P
arlem

ent

］﹄
で
あ
り
、
こ
の
語
（
辞
項
）［constitution

］
は
、
最
終
的
に
名
誉
革
命
の
時
に
、
国
家
の
基
本
法
と
い
う
意
味

の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
⋮
⋮
。
ま
た
、
ユ
グ
ノ
ー
に
よ
る
主
要
な
仏
英
辞
典
で
あ
る
ア
ベ
ル
・
ボ
ワ
イ
エ
の
辞
典
が
、

一
七
〇
二
年
か
ら
、constitution

と
い
う
語
（
辞
項
）
の
意
味
の
中
に
﹃
統
治
の
形
態
﹄
と
い
う
意
味
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
も
、

そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
﹂（
八
三
頁
）。

　

で
は
、﹁
国
家
の
基
本
法
﹂、﹁
統
治
の
形
態
﹂
と
い
う
意
味
で
のconstitution

を
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
な
い
だ
の
は
誰
な
の
か
。
少
な
く

と
も
そ
の
一
人
は
ジ
ョ
ン 

ロ
ッ
ク
の
よ
う
で
あ
る
。ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、独
立
戦
争
前
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
は
、

﹁
一
部
は
領
地
と
し
て
英
国
の
貴
族
に
授
け
ら
れ
、
一
部
は
商
事
会
社
に
譲
渡
さ
れ
、
一
部
は
直
接
に
国
王
の
支
配
下
に
あ
っ
た
﹂。
そ
の
植

民
地
の
一
つ
の
カ
ロ
ラ
イ
ナ
を
国
王
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
か
ら
領
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
が
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
卿
で
あ
る
が
、﹁
か
れ
は
、
そ

の
と
う
じ
、
英
国
の
学
者
の
習
慣
に
し
た
が
っ
て
、
友
人
か
つ
家
庭
教
師
と
し
て
か
れ
の
邸
宅
に
住
ん
で
い
た
ロ
ッ
ク
﹂
に
領
地
の
統
治
に

係
る
基
本
法
の
起
草
を
委
託
す
る）
₁₈
（

。
そ
し
て
、
ロ
ッ
ク
が
起
草
し
た
の
が
、F

udam
ental C

onstitutions of C
arolina

（
一
六
六
九
年
）

で
あ
る
。
有
名
な　

Tw
o T

reatises of G
overnm

ent, 1690
を
著
す
二
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、
一
二
〇
か
条
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
のC

onstitutions

の
だ
い
た
い
を
紹
介
し
て
い
る）
₁₉
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め

の
二
七
か
条
は
領
地
に
関
係
し
た
こ
と
を
規
定
し
、
七
〇
条
ま
で
は
議
会
、
政
府
、
裁
判
所
な
ど
の
諸
機
関
、
陪
審
裁
判
、
弁
護
制
度
に
つ

い
て
、
七
九
条
ま
で
は
選
挙
権
、
被
選
挙
権
、
議
会
の
運
営
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
続
く
条
文
で
は
こ
のC

onstitutions

に
対
す
る
注

解
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
や
婚
姻
な
ど
人
び
と
の
身
分
に
関
わ
る
こ
と
等
々
が
規
定
さ
れ
、
九
五
～
一
一
〇
条
で
宗
教－

信
仰
に
関
す
る
こ
と
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が
規
定
さ
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て
い
る
。

　
＂﹁
国
家
基
本
法
﹂、﹁
統
治
基
本
法
﹂
と
も
い
う
べ
き
意
味
を
え
て
い
たconstitution 

はC コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
の
意
味
の
も
の
へ
と
読
み
換

え
ら
れ
た
＂、＂
そ
の
読
み
換
え
が
行
わ
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
で
あ
る
＂、＂
そ
し
て
日
本
で
は
そ
れ
に

憲
法
と
い
う
訳
語
を
宛
て
た
＂、＂
し
か
し
そ
の
際
な
ぜ
憲
法
と
い
う
語
が
選
択
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
、
︱
︱
こ
れ
が
、C

onstitution

お
よ
び
憲
法
と
い
う
法
律
用
語
に
つ
い
て
の
い
ま
の
段
階
で
の
私
の
結
論
で
あ
る
。
た
だ
、憲
法
の
﹁
憲
﹂
と
い
う
語
の
原
義
に
関
係
し
て
、

奥
村
郁
三
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
て
い
る）
₂₀
（

。

（
三
）　Charte

型

　

C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
で
考
え
て
い
る
の
は
、C
シ
ャ
ル
ト

harte c

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
オ
ネ
ル

onstitutionelle du 4 juin 1814

（
一
八
一
四
年
六
月
四
日
の
憲
章
）
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
一
八
一
四
年
、﹁
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
帝
政
が
覆
滅
し
、
元
老
院
は
そ
の
退
位
を
宣
言
し
、
ブ
ル
ボ
ン
家
の
復
帰
を
決
定
﹂
し
て
、
ル

イ
十
八
世
が
王
位
に
つ
き
、
王
政
が
復
古
す
る
。
元
老
院
は
、
こ
の
現
実
を
踏
ま
え
て
、C

ontitution française du 6 avril 1814

（
一

八
一
四
年
四
月
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
）
を
決
議
す
る
。
し
か
し
、
ル
イ
十
八
世
は
﹁
こ
の
憲
法
中
の
国
民
主
権
の
原
理
を
承
認
せ
ず
﹂、

修
正
を
命
じ
る）
₂₁
（

。

　

以
下
は
、
元
老
院
が
決
議
し
た
憲
法
中
の
国
民
主
権
の
原
理
に
関
係
す
る
条
文
で
あ
る
。
第
二
条
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
、
前
王
の
弟
、
ル

イ
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ザ
ヴ
ィ
エ
を
、
自
由
に
、
王
位
に
指
名
し
、
そ
の
後
は
、
旧
来
の
順
序
に
お
い
て
、
ブ
ル
ボ
ン
王
家
の
他
の
構
成
員

を
指
名
す
る
﹂
／
第
二
九
条
﹁
本
憲
法
は
、
後
に
定
め
る
形
式
に
従
い
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
承
認
に
付
さ
れ
る
。
ル
イ
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・

ザ
ヴ
ィ
エ
は
、
左
に
掲
げ
る
文
書
に
、
宣
誓
し
、
署
名
し
た
直
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
と
宣
せ
ら
れ
る
。﹃
余
は
憲
法
を
受
諾
す
る
。
余
は

憲
法
を
遵
守
し
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
を
誓
う
。﹄
こ
の
宣
誓
は
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
忠
誠
の
誓
を
受
け
る
儀
式
に
お
い
て
、
繰
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一
一

三
六
五

返
さ
れ
る
﹂）
₂₂
（

。

　

引
用
文
中
傍
線
を
引
い
た
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
（R

oi des F
rançais

）﹂
と
い
う
表
現
は
、C

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
の
一
七
九
一
年
フ
ラ
ン
ス

憲
法
第
二
章
第
一
節
第
二
条
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
国
王
の
権
力
や
権
威
、
国
王
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
は
国
民
に
由
来
す
る
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
イ
十
八
世
は
、＂
人
民
の
恩
寵
に
よ
る
国
王
＂
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。

　

ル
イ
十
八
世
の
命
令
に
よ
り
修
正
さ
れ
て
で
き
た
の
が
、
一
八
一
四
年
六
月
四
日
の
憲

C
h

a
rte章

で
あ
る
。
こ
の
憲

C
h

a
rte章

と
い
う
用
語
法
に
も
、
国

民
主
権
原
理
を
採
るC コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
を
廃
棄
す
る
と
い
う
、
ル
イ
十
八
世
の
強
い
意
思
が
働
い
て
い
る
。
以
下
は
、
野
村
敬
造
﹃
フ
ラ

ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る）
₂₃
（

。﹁
大
革
命
以
来
始
め
て
憲
章
（C

harte

）
と
い
う
文
字
が
使
用
さ
れ
た
﹂。﹁
憲
法
の
起

草
に
あ
た
り
、﹃
委
員
会
は
満
場
一
致
で
憲
法
︹C

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

constitution

︺
と
い
う
語
を
斥
け
た
。
こ
の
言
葉
は
国
民
代
表
に
よ
る
可
決
を
示
す
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
正
確
な
唯
一
の
語
は
憲
章
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
往
昔
、
王
に
よ
り
臣
民
に
与
え
ら
れ
た
許
可

を
示
す
語
で
あ
る
﹄﹂。

　

C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
民
主
権
に
対
す
る
、
憎
悪
と
も
い
え
る
あ
か
ら
さ
ま
な
敵
意
を
特
徴
の
一
つ
に
し
て
い
る）
₂₄
（

。
一
八
一

四
年
憲
章
は
、
こ
の
憲

C
h

a
rte章

が
ル
イ
十
八
世
の
欽
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。﹁
朕
は
、
任
意
に
且
つ
王

権
の
自
由
な
行
使
に
よ
り
、
朕
及
び
朕
の
継
承
者
の
為
に
、
朕
の
臣
民
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
憲
章
を
、
永
久
に
授
与
し
、
許
可
し
、
欽
定

す
る
﹂）
₂₅
（

。

　

一
八
一
四
年
憲
章
は
、
そ
の
長
い
前
文
の
な
か
で
、
国
王
と
し
て
の
正
当
性
を
神
に
由
来
さ
せ
て
い
る
。
前
文
の
書
き
出
し
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。﹁
神
の
摂
理
に
よ
り
、
朕
は
長
期
に
亘
る
不
在
の
後
、
朕
の
国
家
に
呼
戻
さ
れ
、
朕
は
大
な
る
義
務
を
課
さ
れ
た
﹂）
₂₆
（

。﹁
神
の

恩
寵
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
﹂
の
復
活
で
あ
る）
₂₇
（

。

　

ま
た
、
前
文
は
、﹁
フ
ラ
ン
ス
で
は
権
威
は
す
べ
て
国
王
の
一
身
に
存
す
る
が
、
わ
が
祖
先
は
、
時
代
の
相
違
に
応
じ
そ
の
行
使
を
改
め
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六

る
の
に
躊
躇
し
な
か
っ
た
﹂、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
、﹁
王
が
国
家
権
力
の
源
泉
で
あ
り
基
礎
で
あ
る
﹂
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
も

の
で
、
そ
の
も
つ
意
味
合
い
は
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
第
三
代
国
王
太
陽
王
の
﹁
朕
は
国
家
な
り
﹂
に
重
な
る）
₂₈
（

。

　

さ
ら
に
、
前
文
は
、
ル
イ
十
八
世
の
統
治
の
実
際
が
祖
先
で
あ
る
国
王
た
ち
の
事
跡
を
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と

を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
ル
イ
十
八
世
に
よ
る
統
治
権
力
行
使
の
実
際
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
王
朝
の
伝
統
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

佐
藤
功
は
述
べ
て
い
る
。﹁
⋮
⋮
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争）
₂₉
（

の
間
︹
一
八
〇
〇
～
一
八
一
四
年
︺
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
イ
ギ
リ
ス
の

議
会
制
度
の
研
究
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
︹
一
六
九
四
～
一
七
七
八
年
︺
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
︹
一
六
八
九
～
一
七
五
五
年
︺
の
時
代
よ
り
も
よ

り
具
体
的
且
つ
詳
細
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
が
長
く
革
命
と
専
制
に
打
ち
勝
っ
た
の
は
議
会
政
治
の
成
果
に
も
と
づ
く
も
の
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
﹂）
₃₀
（

。

　

佐
藤
は
、
こ
う
述
べ
た
あ
と
、﹁
こ
の
よ
う
な
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
を
研
究
し
体
系
づ
け
た
﹂
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
コ
ン
ス
タ
ン
（
一
七

六
七
～
一
八
三
〇
年
）
の
研
究
を
詳
述
し
て
い
る
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
は
、

　
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
王
制
の
特
色
を
、
国
王
の
地
位
が
内
閣
・
貴
族
院
・
庶
民
院
・
裁
判
所
の
四
機
関
に
超
然
と
し
て
い
る
点
に
あ

る
と
み
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
国
王
は
こ
の
四
機
関
の
上
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
行
動
を
調
整
し
協
力
せ
し
め
る
機
能
を
果
し

て
い
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
は
決
し
て
執
行
権
を
代
表
す
る
も
の
で
な
く
、
こ
れ
と
は
区
別
せ
ら
る
べ
き
特
別
独

立
の
機
関
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
執
行
権
は
積
極
的
な
執
行
権
と
、
消
極
的
な
執
行
権
に
区
別
で
き
る
。
国
民
に

対
し
直
接
に
国
政
を
行
う
の
は
前
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
固
有
の
意
味
の
執
行
権
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
大
臣
権
と
呼
ば
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
消
極
的
な
執
行
権
は
積
極
的
な
そ
れ
と
立
法
権
お
よ
び
司
法
権
と
の
間
に
中
立
的
な
位
置
に
立
ち
、
三
権
の
衝
突
を
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防
ぎ
、
一
権
力
が
他
の
権
力
を
侵
害
す
る
と
き
に
こ
れ
を
復
旧
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
中
立
権
で
あ
り
、

ま
た
は
調
整
権
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
王
に
属
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
君
主
権
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
専
制
君
主
制
の
君

主
観
の
誤
り
は
か
か
る
中
立
権
の
行
使
者
た
る
べ
き
君
主
に
、
積
極
的
な
行
政
権
の
行
使
を
期
待
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
君
主
は
、
か
つ
て
の
如
き
意
味
に
お
け
る
主
権
的
元
首
で
は
な
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
﹃
君
臨
す
れ
ど
統
治

せ
ず
（L

e R
oi regne et ne gouverne pas

）﹄
と
い
う
こ
と
ば
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
立
憲
的
君
主
の
観
念
が
提
唱
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
絶
対
主
義
と
議
会
主
義
の
中
間
に
立
つ
過
渡
期
の
君
主
理
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
。
か
く
し
て

コ
ン
ス
タ
ン
は
国
王
の
手
中
に
あ
る
王
権
の
内
容
、
す
な
わ
ち
王
の
権
能
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
た
。（
１
）
執
行
権
の
任

免　
（
２
）
法
律
の
裁
可　
（
３
）
代
議
院
の
解
散　
（
４
）
裁
判
官
の
任
免　
（
５
）
恩
赦　
（
６
）
宣
戦
講
和
﹂）
₃₁
（

。

　

コ
ン
ス
タ
ン
の
こ
の
思
想
は
一
八
一
四
年
憲
章
に
お
い
て
完
全
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
思
想
が
芽
を
ふ
く
に
は
あ
と
し
ば

ら
く
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
、
佐
藤
は
述
べ
て
い
る
。﹁reign over

す
る
と
と
も
にgovern

す
る
﹂）
₃₂
（

国
王
、

︱
︱
こ
れ
が
一
八
一
四
年
憲
章
の
君
主
像
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
う
あ
る
こ
と
が
ル
イ
十
八
世
の
断
固
と
し
た
意
思
で
あ
っ
た
、
と
私
は

お
も
う
。

　

な
お
、一
八
一
四
年
憲
章
に
は
、一
二
か
条
の
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
の
公
共
の
権
利
﹂
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
憲

C
h

a
rte章

は
、ル
イ
十
八
世
が
﹁
朕

の
臣
民
﹂
に
対
し
て
﹁
永
久
に
授
与
﹂
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
権
利
も
ル
イ
十
八
世
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ

た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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三　

第
三
の
型

（
一
）　

ま
え
お
き

　

第
三
の
型
で
考
え
て
い
る
の
は
、C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
やC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
を
国
民
主
権
型
、

C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
を
君
主
主
権
型
と
仮
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
第
三
の
型
は
国
民
か
君
主
か
の
間
で
複
雑
な
動
き
を
み
せ
て
い
る
も
の
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
動
き
を
複
雑
に
す
る
基
に
な
っ
て
い
る
大
き
な
も
の
を
語
っ
て
い
て
興
味
深
い
。

　
﹁
初
代
大
統
領
に
な
っ
た
の
は
独
立
戦
争
の
英
雄
ワ
シ
ン
ト
ン
（
任
一
七
八
九
～
九
七
）
で
す
。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
関
し
て
は
こ
ん
な

逸
話
が
あ
り
ま
す
。
独
立
決
定
後
、
一
部
の
軍
人
グ
ル
ー
プ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
を
国
王
に
し
よ
う
と
、
故
郷
の
農
園
に
帰
っ
て
い
た
彼

の
も
と
を
訪
ね
ま
し
た
。
軍
を
掌
握
し
て
い
る
ワ
シ
ン
ト
ン
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
王
に
な
る
の
は
可
能
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
こ

ろ
が
国
王
就
任
の
要
請
を
う
け
た
ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
か
ら
は
王
の
時
代
で
は
な
い
、
と
断
っ
た
と
い
い
ま
す
。
結
局
、
選
挙
で

国
家
元
首
を
選
ぶ
大
統
領
制
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
選
ば
れ
た
の
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
し
た
が
。
さ
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
が
大
統
領
に
な

っ
た
と
き
、
政
府
職
員
や
議
員
た
ち
は
大
統
領
に
対
す
る
呼
び
か
け
方
に
と
ま
ど
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
王
に
対
し
て
﹃
選

ば
れ
し
陛
下
﹄﹃
い
と
高
き
仁
慈
深
き
御
方
﹄
な
ど
と
呼
び
か
け
ま
す
が
、
大
統
領
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
で
す
。
困
っ
た
の
で
本
人

に
聞
い
て
み
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
答
え
は
﹃
ミ
ス
タ
ー
＝
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
﹄
で
し
た
。
日
本
語
な
ら
﹃
大
統
領
さ
ん
﹄
で
し
ょ
う

か
﹂）
₃₃
（

。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
著
者
は
出
典
を
示
し
て
い
な
い
の
で
、
事
の
真
偽
を
確
認
で
き
な
い
が
、
私
が
注
目
す
る
の
は
、﹁
こ
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九

れ
か
ら
は
王
の
時
代
で
は
な
い
﹂
と
い
う
引
用
文
中
の
文
言
で
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
国
民
の
時
代
﹂
の
到
来
を
告
げ
る
言
葉
で
あ
る
。﹁
国
民

の
時
代
﹂
へ
と
、
歴
史
の
舵
が
大
き
く
切
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
﹁
王
の
時
代
﹂
と
の
あ
つ
れ
き
が
生
じ
る）
₃₄
（

。

　

し
か
し
、﹁
国
民
の
時
代
﹂
が
到
来
し
た
ら
、
今
度
は
、
国
民
の
な
か
に
、
本
当
の
﹁
国
民
の
時
代
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
め
ぐ

る
あ
つ
れ
き
が
生
じ
る
。
旧
体
制
と
い
う
共
同
の
敵
を
革
命
に
よ
っ
て
破
壊
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
第
三
身
分
﹂、
言
い
換
え
れ
ば
共
同
の
敵

を
失
っ
た
﹁
第
三
身
分
﹂
に
そ
の
あ
と
襲
い
か
か
る
の
は
﹁
第
三
身
分
﹂
の
な
か
で
の
激
し
い
対
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く

物
語
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
こ
と
も
第
三
の
型
を
複
雑
に
す
る
基
に
な
っ
て
い
る
大
き
な
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
国
際
関
係
が
、
第
三
の
型
を
複
雑
に
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
憲
法
起
草
に
際
し
て
の
取
捨
選

択
等
々
、
先
行
し
て
存
在
す
る
諸
憲
法
の
学
習
の
仕
方
が
要
因
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

（
二
）　

フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
―
―
「
宿
借
り
ふ
うCharte

型
」

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
八
三
〇
年
七
月
に
七
月
革
命
が
起
き
る
。
兄
の
ル
イ
十
八
世
の
後
を
継
い
で
い
た
シ
ャ
ル
ル
十
世
（
在
位
一
八
二
四

～
一
八
三
〇
年
）
は
、﹁﹃
余
も
一
七
九
二
年
の
不
幸
な
兄
（
ル
イ
十
六
世
）
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
か
﹄
と
つ
ぶ
や
き
﹂）
₃₅
（

イ
ギ
リ
ス
に
亡

命
す
る
。
シ
ャ
ル
ル
十
世
は
、﹁
イ
ギ
リ
ス
王
と
同
じ
条
件
で
王
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
森
の
な
か
で
木
を
挽ひ

い
て
い
る
方
が
ま
し
だ
﹂、
と

い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
と
い
う）
₃₆
（

。﹁
イ
ギ
リ
ス
王
と
同
じ
条
件
﹂
と
は
、﹁reign over

﹂
は
す
る
が
﹁govern

﹂
は
し
な
い
、
と
い
う
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
八
二
〇
年
こ
ろ
か
ら
ル
イ
十
八
世
の
下
で
強
ま
り
、
過
激
王
党
派
の
領
袖
シ
ャ
ル
ル
十
世
の
下
で
激
流
と
な
っ
た
﹁
復
古
と
反
動
﹂
の

動
き
を
断
ち
切
り
、
復
古
王
政
を
崩
壊
さ
せ
た
の
が
、
市
民
た
ち
の
七
月
革
命
で
あ
る
。

　

C

シ
ャ
ル
ト

harte c

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
オ
ネ
ル

onstitutionelle du 14 août 1830

（
一
八
三
〇
年
八
月
一
四
日
の
憲
章
）
は
、
復
古
王
政
に
代
わ
る
国
の
か
た
ち
を
決
め
た



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

一
六

比
較
憲
法
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三
七
〇

も
の
で
、
七
月
革
命
が
生
ん
だ
子
供
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
復
古
王
政
を
象
徴
す
るC

シ
ャ
ル
ト

harte

と
い
う
語
を
そ

の
ま
ま
使
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、C コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

onstitution

とC

シ
ャ
ル
ト

harte

は
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

国
民
主
権
に
復
帰
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
条
文
も
な
い
。

　

佐
藤
功
は
、
一
八
三
〇
年
憲
章
は
﹁
国
民
主
権
主
義
を
採
用
し
た
﹂、
と
述
べ
て
い
る）
₃₇
（

。
国
民
主
権
で
あ
る
こ
と
を
示
す
明
文
規
定
は
な

い
が
、﹁
主
義
﹂
と
し
て
国
民
主
権
を
採
用
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
こ
の
憲
章
は
欽
定
憲

C
h

a
rte章

で
は
な
い
。
そ
の

こ
と
は
、次
の
一
八
三
〇
年
憲
章
前
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
現
在
及
び
将
来
に
亘
り
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
た
る
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
／
朕
は
、

八
月
七
日
、
両
院
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
八
月
九
日
、
朕
に
よ
り
受
諾
さ
れ
た
一
八
一
四
年
憲
章
を
、
左
の
如
く
新
た
に
公
布
す
る
こ
と
を
命

ず
る
﹂）
₃₈
（

。

　

国
王
の
名
称
も
﹁
フ
ラ
ン
ス
国
王
﹂
で
は
な
く
て
、市
民
に
よ
っ
て
推
戴
さ
れ
た）
₃₉
（

﹁
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
（R

oi des F
rançais

）﹂
で
あ
る
。

王
政
復
古
宣
言
と
も
い
え
る
一
八
一
四
年
憲
章
前
文
も
、
次
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
破
棄
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
七
月
革
命
の
成
功
の
直
後
、
八
月
五
日
、
代
議
院
は
集
会
し
た
。
翌
六
日
、
代
議
院
は
次
の
議
決
を
行
つ
た
。﹃
事
実
と
し
て
王

位
の
闕
位
を
証
明
す
る
の
で
な
く
、
憲
章
に
対
す
る
侵
犯
及
び
こ
の
侵
犯
に
対
し
人
民
の
行
つ
た
正
当
な
る
抵
抗
か
ら
生
ず
る
権
利

と
し
て
王
位
の
闕
位
を
宣
言
﹄
し
、
更
に
﹃
無
用
で
あ
る
か
ら
廃
止
す
る
の
で
な
く
、
本
来
的
に
市
民
に
属
す
る
権
利
を
市
民
に
賦

与
し
た
と
見
せ
か
け
て
市
民
の
品
位
を
傷
つ
け
た
が
故
に
憲
章
の
前
文
を
廃
止
す
る
。﹄﹂）
₄₀
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
八
三
〇
年
憲
章
は
、
佐
藤
の
い
う
よ
う
に
、
国
民
主
権
主
義
を
採
用
し
て
い
る
、
と
私
も
お
も
う
。
し
か
し
、
な

ぜ
、
国
民
主
権
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
国
民
主
権
﹁
主
義
﹂
な
の
か
。
な
ぜ
、C

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
に
戻
さ
な
か
っ
た
の
か
。
野
村
敬
造
は
、
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一
八
三
〇
年
憲
章
は
﹁
王
と
人
民
の
代
表
者
の
間
の
契
約
で
あ
る
﹂、
と
性
格
づ
け
て
い
る
。
仮
に
契
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の

契
約
は
、
国
王
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
附
従
契
約
で
し
か
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
国
民
代
表
は
、
国
王
と
の
契
約
と
い
う
性
格
を
も
た
せ
ず

に
、﹁
立
法
府
﹂
と
と
も
に
国
王
を
国
民
の
﹁
代
表
者
﹂
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
選
択
す

る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る）
₄₁
（

。

　

七
月
革
命
は
市
民
革
命
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
﹁
政
治
力
を
発
揮
し
た
の
は
、
大
銀
行
家
ラ
フ
ィ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
自
由
主
義
政
治
家
﹂

で
あ
っ
た
。
同
時
代
の
文
学
者
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
い
う
。﹁
銀
行
が
国
家
の
頂
点
に
位
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
が
サ
ン=

ジ
ェ
ル
マ
ン
労
働
者
街
の
人
々
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
事
態
を
支
配
し
、
銀
行
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
貴
族
と
な
っ
た
﹂。

﹁
大
銀
行
家
た
ち
と
一
部
の
工
業
資
本
家
﹂
が
、
復
古
王
政
が
崩
壊
し
た
フ
ラ
ン
ス
で
政
治
権
力
の
座
に
つ
く）
₄₂
（

。

　

私
は
、
一
八
三
〇
年
憲
章
と
一
八
一
四
年
憲
章
と
の
根
本
的
な
違
い
は
、
︱
︱
あ
く
ま
で
も
、
事
実
上
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︱
︱
、

﹁
大
銀
行
家
た
ち
と
一
部
の
工
業
資
本
家
﹂
が
復
古
王
政
の
国
王
に
代
わ
っ
て
﹁
新
し
い
国
王
﹂
の
座
に
つ
い
た
こ
と
だ
、
と
考
え
る
。
そ

う
す
る
と
、
実
際
の
国
王
ル
イ 

フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
そ
う
し
た
現
実
を
見
え
に
く
く
す
る
御み

す簾
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

復
古
王
政
が
考
え
だ
し
たC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
は
、
市
民
の
最
上
層
に
と
っ
て
も
ま
た
、
彼
ら
に
よ
る
寡
頭
政
治
に
応
用
で
き
る
と
い
う
利
用
価

値
が
あ
っ
た
、
だ
か
ら
彼
ら
は
母
屋
と
も
い
う
べ
きC

シ
ャ
ル
ト

harte
型
を
借
り
受
け
、
そ
し
て
、
意
識
し
て
、
国
民
主
権
を
明
記
す
る
こ
と
を
避

け
た
、
︱
︱
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
、
私
は
お
も
う
。
そ
こ
で
、
私
は
、
一
八
三
〇
年
憲
章
を
﹁
宿
借
り
ふ
うC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
﹂
と
仮
称

す
る
こ
と
に
し
た
。

　

私
は
、
一
八
三
〇
年
憲
章
に
お
け
る
国
王
を
、
現
実
を
見
え
に
く
く
す
る
御み

す簾
だ
、
と
述
べ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
三
〇
年

憲
章
に
お
け
る
国
王
は
、﹁reign over

﹂
は
す
る
が
﹁govern

﹂
は
し
な
い
国
王
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐
藤
は
、先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︹
本

稿
一
二
頁
︺、
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
度
に
つ
い
て
の
コ
ン
ス
タ
ン
の
研
究
は
一
八
三
〇
年
憲
章
で
﹁
芽
を
ふ
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
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三
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二

⋮
⋮
﹂、
と
述
べ
て
い
る）
₄₃
（

。

　

一
八
三
〇
年
憲
章
が
定
め
る
国
王
権
限
は
、
一
八
一
四
年
憲
章
に
お
け
る
国
王
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
、
き
わ
め
て
強
大
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
三
〇
年
憲
章
は
、
国
王
が
﹁govern

﹂
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
強
大
な
国
王
権
限
を
実
際

に
行
使
し
、﹁govern

﹂
す
る
の
は
﹁
大
銀
行
家
た
ち
と
一
部
の
工
業
資
本
家
﹂
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
三
）　

ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
―
―
「
未
完
のConstitution

型
」

　

フ
ラ
ン
ス
の
一
八
三
〇
年
七
月
革
命
は
、
そ
の
当
時
、
オ
ラ
ン
ダ
に
併
合
さ
れ
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
を
独
立
運
動
へ
と
駆
り
立
て
る
起
爆
剤

と
な
っ
た
。
七
月
革
命
の
情
報
が
伝
わ
る
な
か
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
八
月
二
五
日
、
オ
ラ
ン
ダ
が
全
て
を
牛
耳
る
状
況
に
不
満
を
つ
の
ら

せ
て
い
た
人
び
と
に
よ
る
蜂
起
が
起
き
る
。
蜂
起
は
全
土
に
広
が
る
。
そ
し
て
、﹁
九
月
二
十
六
日
に
は
シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ジ
ェ
ら
急
進
派
の

自
由
主
義
者
ら
を
中
心
に
し
て
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
月
四
日
に
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
独
立
が
宣
言
さ
れ
﹂、﹁
あ
ら
た
な
国
家

を
組
織
す
る
た
め
の
憲
法
制
定
国
民
議
会
の
召
集
も
公
示
さ
れ
、
最
初
の
議
会
は
十
一
月
十
日
に
召
集
さ
れ
た
﹂。
こ
う
し
た
な
か
、
オ
ラ

ン
ダ
国
王
ウ
ィ
レ
ム
一
世
の
要
請
を
受
け
て
、
一
八
三
〇
年
一
一
月
四
日
、
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
の
代
表
が
参
加
す
る
国
際
会
議
が
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
る
。
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
が
オ
ラ
ン
ダ
を
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
が
ベ
ル
ギ
ー
を
支
持
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
議
定
書
が
作
成
さ
れ
、﹁
各
国
の
利
害
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
勢
力
均
衡
﹂
を
尊
重
す
る
と
い
う
確
認
の
も
と
に
、
一
二
月
二
〇
日
、
ベ
ル
ギ
ー
の
独
立
が
承
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
ベ
ル

ギ
ー
の
分
離
独
立
を
認
め
て
議
定
書
に
調
印
す
る
の
は
、
一
八
三
九
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る）
₄₄
（

。

　

列
国
代
表
に
よ
る
会
議
が
開
催
さ
れ
る
の
が
一
一
月
四
日
、
ベ
ル
ギ
ー
で
憲
法
制
定
国
民
会
議
が
開
催
さ
れ
る
の
が
一
一
月
一
〇
日
で
あ

る
。
憲
法
制
定
国
民
会
議
は
、
一
一
月
一
八
日
、﹁
ベ
ル
ギ
ー
国
家
の
独
立
と
代
議
制
君
主
国
家
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
﹂
し
て
、
憲
法
制
定
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三
七
三

作
業
を
進
め
て
い
く）
₄₅
（

。
な
ぜ
君
主
制
な
の
か
。
以
下
の
記
述
は
、
そ
の
理
由
を
伝
え
て
い
て
興
味
深
い）
₄₆
（

。

　
﹁
独
立
後
、
国
民
議
会
が
臨
時
政
府
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
、
こ
こ
で
政
体
の
決
定
と
憲
法
制
定
の
作
業
が
す
す
め
ら
れ
た
。
国
民
議

会
の
大
勢
は
共
和
制
に
か
た
む
い
て
い
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
独
立
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
で
一
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
ひ
ら
か
れ
た
列

強
の
会
議
で
は
、
君
主
制
を
と
る
よ
う
に
と
い
う
圧
力
が
つ
よ
く
、
ベ
ル
ギ
ー
は
列
強
に
よ
る
独
立
の
承
認
と
い
わ
ば
引
き
換
え
に
、

君
主
制
と
い
う
政
体
を
の
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂。

　

誰
を
君
主
に
迎
え
る
か
に
つ
い
て
も
、列
強
の
お
も
わ
く
に
左
右
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
国
民
議
会
は
、﹁
一
八
三
一
年
二
月
二
日
に
、

フ
ラ
ン
ス
國
王
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
次
男
ナ
ム
ー
ル
公
を
國
王
に
選
擧
し
、
同
月
七
日
に
憲
法
を
採
擇
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
國

王
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
氣
兼
ね
し
て
、
そ
の
王
子
が
ベ
ル
ギ
ー
の
王
位
に
つ
く
の
を
拒
ん
だ
の
で
、
議
會
は
そ
の
議
長Surlet de C

hokier

男
爵
を
攝
政
に
選
び
、
國
王
の
權
能
を
代
行
さ
せ
る
﹂
こ
と
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
国
民
議
会
が
、
ド
イ
ツ
出
身
の
﹁
ザ
ク
セ
ン
・
コ

ー
ブ
ル
ク
公
レ
オ
ポ
ル
ド
（L
eopold von Sachsen-C

oburg

）﹂
を
国
王
に
選
出
で
き
た
の
は
、
四
か
月
後
の
一
八
三
一
年
六
月
四
日
で

あ
る）
₄₇
（

。
レ
オ
ポ
ル
ド
は
、
ロ
シ
ア
軍
隊
に
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
王
の
娘
を
妻
と
し
、
そ
し
て
そ
の
妻
の
死
後
に
フ
ラ

ン
ス
王
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
娘
と
再
婚
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ベ
ル
ギ
ー
は
、
独
立
が
承
認
さ
れ
た
年
の
翌
年
一
九
三
一
年
一
月
に
、﹁
ベ
ル
ギ
ー
の
領
土
の
一
体
性
と
不
可
侵
性
の
保
証
の

も
と
に
﹂、
先
の
五
か
国
に
よ
っ
て
永
世
中
立
国
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、
受
け
い
れ
て
も
い
る）
₄₈
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
憲
法
の
名
称
は
、C

onstitution du 7 février 1831 
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
独
立
革
命
や
独
立
後
の
新

生
国
家
を
主
導
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
近
い
ワ
ロ
ン
語
を
話
す
上
層
市
民
で
あ
っ
た
か
ら
、C

シ
ャ
ル
ト

harte

の
意
味
と
の
違
い
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を
明
確
に
意
識
し
て
、C コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

constitution

と
い
う
語
が
選
択
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、私
に
は
お
も
え
る
。
憲
法
起
草
の
中
心
に
い
た
の
は
、﹁
ド

ゥ
ヴ
ォ
ー
や
ノ
ト
ー
ム
ら
若
手
の
リ
ベ
ラ
ル
な
法
律
家
た
ち
﹂
で
あ
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る）
₄₉
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
、﹁
す
べ
て
權
力
は
、
國
民
に
由
來
す
る
﹂（
二
五
条
）
と
規
定
し
て
、
国
民
主
権
を
宣
言
し
て
い
る
。
領
土
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
る
第
一
編
に
続
く
第
二
編
で
﹁
ベ
ル
ギ
ー
國
民
お
よ
び
そ
の
權
利
﹂
を
規
定
し
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
か
ら
は
自
然
権
の
思

想
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
国
民
の
権
利
の
規
定
の
仕
方
は
独
創
的
で
、
例
え
ば
次
の
規
定
の
ご
と

く
、
国
家
が
権
利
侵
害
を
す
る
あ
れ
こ
れ
の
手
段
を
想
定
し
、
こ
の
よ
う
な
手
段
あ
の
よ
う
な
手
段
で
権
利
侵
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
組
み
立
て
を
基
本
に
し
て
、
条
文
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。﹁
出
版
は
、
自
由
で
あ
る
。
檢
閲
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
、
固
く
こ
れ
を
禁

ず
る
。
著
者
、
發
行
者
又
は
印
刷
者
か
ら
保
證
金
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
／
著
者
の
何
人
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
者

が
ベ
ル
ギ
ー
に
在
住
す
る
場
合
に
は
、
發
行
者
、
印
刷
者
又
は
頒
布
者
を
訴
追
し
て
は
な
ら
な
い
﹂（
一
八
条
））
₅₀
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
権
利
規
定
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
民
の
自
由
の
国
家
に
よ
る
侵
害
を
決
し
て
許
さ
な
い
、
と
い
う
強
い
意
思
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
が
オ
ラ
ン
ダ
に
併
合
さ
れ
て
い
た
時
代
、
国
王
や
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、﹁
ベ
ル
ギ
ー
人
の
宗
教
︹
カ
ト
リ
ッ
ク
。

オ
ラ
ン
ダ
人
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︺
を
壓
迫
し
、
教
育
に
干
渉
し
、
言
論
を
制
限
し
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
國
語
と
し
て
强
制
し
た
。
し
か
も
、

議
會
の
議
員
や
政
府
の
高
官
の
多
く
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
獨
占
し
、
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
人
を
い
ち
じ
る
し
く
不
利
な
地
位
に
お
と
し
い
れ
る
よ

う
な
經
濟
政
策
や
租
税
政
策
を
と
つ
た
﹂）
₅₁
（

。
こ
の
体
験
が
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
権
利
規
定
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
は
、
以
上
の
こ
と
で
は
、C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
王
の
権
限
は
、C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
の
フ
ラ
ン

ス
一
八
一
四
年
憲
章
や
、こ
のC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
を
借
用
し
た
一
八
三
〇
年
憲
章
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
重
な
る
強
大
な
も
の
で
あ
る
。ベ
ル
ギ
ー
国
王
は
、

こ
の
二
つ
の
憲

C
h

a
rte章

と
同
様
に
、
議
会
と
立
法
権
を
共
有
し
（
二
六
条
）、
行
政
権
も
有
し
て
い
る
（
二
九
条
）。

　

た
だ
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
司
法
権
に
つ
い
て
は
、﹁
司
法
權
は
、
法
院
及
び
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
行
う
。
／
す
べ
て
判
決
は
、
國
王
の
名
で
、
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三
七
五

こ
れ
を
行
う
﹂（
三
〇
条
）
と
規
定
し
て
、
司
法
権
の
相
対
的
な
独
立
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
二
つ
の
憲

C
h

a
rte章

と
は
違
っ
て
い
る
。
フ

ラ
ン
ス
一
八
一
四
年
憲
章
の
関
連
条
文
の
文
言
は
以
下
で
あ
る
。﹁
裁
判
は
す
べ
て
王
か
ら
発
す
る
。
裁
判
は
、
王
が
任
命
し
た
裁
判
官
に

よ
り
、
王
の
名
に
お
い
て
、
行
わ
れ
る
﹂（
五
七
条
）。
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
の
関
連
条
文
（
四
八
条
）
の
文
言
も
、
こ
れ
と
全
く
同

じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、C コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
の
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
の
関
連
規
定
は
以
下
で
あ
る
。﹁
い
か
な
る
場
合
に
も
、
司
法

権
は
立
法
府
又
は
王
に
よ
り
行
使
さ
れ
な
い
﹂（
第
三
編
第
五
章
一
条
））
₅₂
（

。

　

二
つ
の
憲

C
h

a
rte章

に
お
け
る
国
王
よ
り
は
一
権
少
な
い
二
権
で
は
あ
る
が
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
が
こ
の
よ
う
に
大
き
な
権
力
を
国
王
に
与
え
る
に

つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
君
主
制
の
採
用
が
列
国
の
圧
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
列
国
中
の
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
プ
ロ

イ
セ
ン
は
い
ま
だ
憲
法
を
も
た
な
い
、
君
主
の
強
い
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
国
王
権
限
に
係
る

規
定
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
は
、
二
つ
の
憲
章
に
は
な
い
次
の
規
定
が
あ
る
。﹁
す
べ
て
國
王
の
詔
勅
は
、
責
任
あ
る
大
臣
の

副
署
が
な
け
れ
ば
、
効
力
を
有
し
得
な
い
。
大
臣
は
副
署
行
爲
の
故
に
の
み
、
そ
の
責
任
を
負
う
﹂（
六
四
条
）。C

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
の
フ
ラ

ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
に
も
、
同
様
の
規
定
が
あ
る
。﹁
王
の
い
か
な
る
命
令
も
、
王
の
署
名
及
び
所
管
大
臣
又
は
当
該
省
の
命
令
者
の
副

署
の
な
い
場
合
、
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂（
第
三
編
第
二
章
第
四
節
四
条
））
₅₃
（

。

　

同
じ
く
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
は
、
二
つ
の
憲
章
に
は
な
い
次
の
規
定
も
あ
る
。﹁
國
王
は
、
こ
の
憲
法
及
び
こ
の
憲
法
に
も
と
づ
い
て
制

定
せ
ら
れ
る
特
別
の
法
律
が
、
明
文
を
も
つ
て
、
附
與
す
る
權
能
の
み
を
有
す
る
﹂（
七
八
条
）。
類
似
す
る
次
の
規
定
が
、
フ
ラ
ン
ス
一
七

九
一
年
憲
法
に
も
あ
る
。﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
法
律
の
権
威
に
優
る
権
威
は
存
し
な
い
。
王
は
法
律
に
よ
つ
て
の
み
統
治
し
、
法
律
の

名
に
よ
る
外
、
服
従
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂（
第
三
編
第
二
章
第
一
節
三
条
））
₅₄
（

。

　

ま
た
、
同
じ
く
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
は
、
二
つ
の
憲
章
に
は
な
い
次
の
規
定
も
あ
る
。﹁
⋮
⋮
。
／
國
王
は
、
兩
議
院
合
同
會
の
前
で
、
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嚴
肅
に
次
の
宣
誓
を
な
す
ま
で
は
、
王
位
に
卽
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
／
﹃
余
は
、
ベ
ル
ギ
ー
國
民
の
憲
法
及
び
法
律
を
遵
守
し
、
國
家
の

獨
立
及
び
領
土
の
保
全
を
維
持
す
る
こ
と
を
誓
う
﹂（
八
〇
条
）。
同
様
の
規
定
が
、
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
に
も
あ
る
。﹁
王
は
、
即

位
に
際
し
、
又
は
成
年
に
達
し
た
際
、
立
法
府
に
お
い
て
、﹃
国
民
及
び
法
律
に
忠
実
で
あ
り
、
一
七
八
九
年
、
一
七
九
〇
年
及
び
一
七
九

一
年
を
通
じ
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
を
護
持
し
、
法
律
を
施
行
さ
せ
る
べ
く
王
に
委
任
さ
れ
た
す
べ
て
の
権
限
を
行
使
す
る
﹄
旨
の
宣
誓
を
国

民
に
対
し
て
行
う
﹂（
第
三
編
第
二
章
第
一
節
四
条
））
₅₅
（

。

　

佐
藤
功
が
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
制
度
や
﹁
君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
﹂
の
コ
ン
ス
タ
ン
の
研
究
は
﹁
芽
を
ふ
い
た
﹂、

と
述
べ
て
い
る
の
も
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
、
国
王
権
限
に
対
す
る
憲
法
上
の
規
制
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う）
₅₆
（

。

　

ま
た
、
佐
藤
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
﹁
性
格
は
そ
れ
が
三
〇
年
一
一
月
二
二
日
仮
政
府
が
布
告
に
お
い
て

﹃
ベ
ル
ギ
ー
国
民
は
政
治
形
態
と
し
て
世
襲
の
元
首
の
下
に
お
け
る
立
憲
的
・
代
議
的
君
主
制
を
採
用
す
る
﹄
と
宣
言
し
た
の
ち
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
一
七
九
一
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
性
格
を
等
し
く
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
伝
統
を
強
く
受
け
つ
い
だ
市
民
的
憲
法
の
代
表
と
い
わ
れ
、
ま
た
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
一
つ
の
模
範
を
な
す
文
書
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
﹂）
₅₇
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
に
対
す
る
、
佐
藤
の
こ
の
性
格
づ
け
に
、
私
も
基
本
的
に
異
論
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
ギ
ー

憲
法
は
、﹁
一
八
九
二
︱
九
三
年
、
一
九
一
九
︱
二
一
年
、
一
九
六
七
︱
七
一
年
と
三
回
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
基
本

的
な
枠
組
み
は
不
変
﹂）
₅₈
（

の
ま
ま
で
現
代
ま
で
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
し
か
し
、
国
王
が
強
大
な
権
限
を
も
つ
点
に
お
い
て
、C

シ
ャ
ル
ト

harte
型
の
フ
ラ
ン
ス
一
八
一
四
年
憲
章
に
つ
な
が
る
面
も
一
方
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
制
定
当
時
の
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
を
﹁
未
完
のC

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
﹂
と
特
徴

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
私
は
お
も
う
。
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（
四
）　
「
君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
」
原
則
は
花
ひ
ら
い
た
の
か

　
﹁
君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
﹂
原
理
は
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
、
ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
で
﹁
芽
を
ふ
い
た
﹂
と
、
佐
藤
は
い
う
。

　
﹁
芽
が
ふ
い
た
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
、
花
が
ひ
ら
く
ま
で
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
私
が
国
王
の
強
大
な
権
限
に
こ
だ
わ
る
の
も
、
こ
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ル
イ
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
を
受
諾
し
て
王
位
に
つ
い
た
。
ル
イ
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
確
か
に
、﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ア

寡
頭
支
配
の
安
定
化
に
つ
と
め
た
﹂
が
、
し
か
し
、
そ
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
議
会
政
治
の
慣
行
に
さ
か
ら
い
、
外
交
問

題
な
ど
で
﹁
み
ず
か
ら
政
治
を
指
導
し
よ
う
と
し
て
内
閣
・
議
会
と
し
ば
し
ば
対
立
﹂
し
た
と
い
う）
₅₉
（

。

　

ベ
ル
ギ
ー
一
八
三
一
年
憲
法
を
受
諾
し
て
王
位
に
つ
い
た
レ
オ
ポ
ル
ド
（
一
世
）
も
そ
の
あ
と
の
レ
オ
ポ
ル
ド
二
世
も
、﹁
憲
法
に
規
定

さ
れ
た
国
王
の
権
限
を
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
め
ず
、
実
質
的
に
機
能
さ
せ
、
か
な
り
強
力
に
政
治
に
介
入
し
た
﹂、
と
い
う
。
そ
し
て
、

そ
の
際
﹁
と
り
わ
け
利
用
さ
れ
た
の
は
大
臣
の
任
命
権
で
、
レ
オ
ポ
ル
ド
一
世
は
即
位
後
た
だ
ち
に
陸
軍
大
臣
を
み
ず
か
ら
指
名
し
、
そ
の

こ
と
を
つ
う
じ
て
軍
を
掌
握
し
、
ま
た
外
交
面
で
も
事
実
上
の
外
務
大
臣
と
し
て
行
動
し
た
﹂、
と
の
こ
と
で
あ
る）
₆₀
（

。
大
臣
の
副
署
の
制
度

が
向
き
合
う
の
は
自
ら
の
意
志
、
思
想
、
信
念
を
も
つ
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
よ
く
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。

　

ご
く
最
近
と
も
い
え
る
一
九
九
〇
年
、
妊
娠
中
絶
に
対
す
る
規
制
を
緩
和
す
る
法
案
が
ベ
ル
ギ
ー
議
会
で
の
審
議
に
付
さ
れ
た
と
き
、
法

律
の
裁
可
権
を
も
つ
、
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
ボ
ー
ド
ワ
ン
国
王
は
、
こ
の
法
案
に
重
大
な
懸
念
を
示
し
、﹁﹃
国
王
が
自
ら
の
良
心
に

従
う
権
利
と
、議
会
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
正
常
に
機
能
す
る
必
要
性
と
が
両
立
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
法
的
解
決
策
﹄
を
検
討
す
る
よ
う
、

政
府
と
議
会
に
求
め
た
⋮
⋮
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
法
案
は
国
王
の
裁
可
を
得
ら
れ
ず
、
議
会
の
意
思
が
国
王
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
情
勢
で
あ
っ
た
﹂、
と
い
う
。
こ
の
情
勢
下
で
、
前
代
未
聞
の
窮
余
の
一
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）
₆₁
（

。
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比
較
憲
法
史
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つ
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手
法

三
七
八

（
五
）　

プ
ロ
イ
セ
ン
のV

erfassungsurkunde

―
―
「
君
が
民
と
合
意
し
たCharte

型
」

　

ド
イ
ツ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
にC

コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ス
ィ
オ
ン

onstitution

とC

シ
ャ
ル
ト

harte

の
使
い
分
け
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
ま
漠
然
と

考
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
区
別
は
ド
イ
ツ
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
主
主
義
的
な
憲
法
の
典
型

と
し
て
語
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
（
一
九
一
九
年
）
に
は
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ

erfassung

が
使
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
三
月
革
命
の
な
か
で

自
由
主
義
を
基
調
と
す
る
統
一
ド
イ
ツ
を
構
想
し
た
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
（
一
八
四
九
年
）
に
も
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ

erfassung

が
使
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
君
主
が
強
く
関
与
し
て
い
る
も
の
に
は
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

が）
₆₂
（

使
わ
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
、

V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

はC

シ
ャ
ル
ト

harte c
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
オ
ネ
ル

onstitutionelle

の
ド
イ
ツ
語
訳
な
の
か
。
い
ま
の
私
は
そ
の
答
え
を
も
っ
て
い
な
い
。
本
稿
は

憲

C
on

stitu
tion法

と
憲

C
h

a
r

te章
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
の
で
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ

erfassung

、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

に
つ
い
て
は
原
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
に
し

た
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
後
あ
い
つ
い
だ
革
命
は
、
大
き
な
力
と
な
っ
て
ド
イ
ツ
に
影
響
を
与
え
て
い
く
。
第
一
に
、
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
と
い
う
国
名
の
ド
イ
ツ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
屈
し
て
一
八
〇
六
年
崩
壊
し
、
国
名
が
失
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
帝
国
と
い
う
名
の
国
名
を

ふ
た
た
び
手
に
す
る
の
は
一
八
七
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
七
月
革

命
、
そ
の
七
月
革
命
体
制
を
壊
し
た
フ
ラ
ン
ス
一
八
四
八
年
二
月
革
命
等
々
の
波
を
か
ぶ
り
続
け
る
。

　

そ
の
波
が
ド
イ
ツ
に
作
り
だ
し
た
流
れ
は
、
大
き
く
い
う
と
、
ド
イ
ツ
を
し
て
、
立
憲
主
義
に
も
と
づ
く
﹁
国
王
の
時
代
﹂
へ
と
押
し
や

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
流
れ
が
激
流
と
化
す
の
が
、
大
統
領
制
へ
と
国
の
か
た
ち
を
変
え
た
フ
ラ
ン
ス
一
八
四
八
年
二
月
革
命
に
鼓
舞

さ
れ
、
ド
イ
ツ
全
土
に
広
が
っ
た
三
月
革
命
で
あ
る
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
か
ら
の
解
放
後
、
か
つ
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
構
成
し
て
い
た
仲
間
の
邦ラ
ン
トで
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

を
も
つ
と
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こ
ろ
が
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
立
憲
制
へ
の
移
行
を
拒
み
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
三
月
革

命
は
、
そ
の
両
邦
を
し
て
、
つ
い
に
、
立
憲
主
義
に
も
と
づ
く
﹁
国
王
の
時
代
﹂
へ
と
舵
を
切
ら
せ
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ンV

erfassungsurkunde

が
最
終
的
に
で
き
あ
が
る
の
は
、
一
八
五
〇
年
で
あ
る
。
正
式
名
称
は
、V

erfassungsurkunde 

für den P
reuß

ischen Staat vom
 31. Januar 1850

（
一
八
五
〇
年
一
月
三
一
日
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国V

erfassungsurkunde

）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
、
一
八
四
八
年
に
欽
定
さ
れ
たV

erfassungsurkunde für den P
reuß

ischen Staat vom
 5. D

ezem
ber 1848

（
一

八
四
八
年
一
二
月
五
日
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国V

erfassungsurkunde

）を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
三
月
革
命
の
真
っ
最
中
の
も
の
、

前
者
は
革
命
派
の
力
が
弱
ま
り
挫
折
す
る
な
か
で
の
も
の
で
あ
る
。

　

一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

は
一
八
四
八
年
の
そ
れ
も
含
め
て
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。

ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、
プ
ロ
イ
セ
ンV

erfassungsurkunde

の
大
半
は
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
を
逐
語
的
に
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
ま
で
述
べ

て
い
る）
₆₃
（

。

　
﹁
逐
語
的
翻
訳
﹂
か
否
か
の
確
認
作
業
は
お
く
と
し
て
、
編
別
を
比
べ
て
み
る
と
、
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
三
編
で
あ
る
。
ベ

ル
ギ
ー
憲
法
は
、
国
家
の
領
土
に
係
る
第
一
編
、
国
民
の
権
利
に
係
る
第
二
編
に
続
く
第
三
編
の
表
題
は
﹁
權
力
﹂
で
あ
る
。
こ
の
第
三
編

は
、
一
般
規
定
、
第
一
章
﹁
議
院
﹂、
第
二
章
﹁
國
王
及
び
大
臣
﹂、
第
三
章
﹁
司
法
權
﹂、
第
四
章
﹁
州
及
び
町
村
の
制
度
﹂
に
分
れ
て
い
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ンV

erfassungsurkunde

の
編
別
は
ど
ち
ら
の
も
の
も
第
一
、
第
二
編
に
つ
い
て
は
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
と
同
じ
で
あ
る
が
、
第

三
編
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
第
三
編
の
各
章
を
そ
れ
ぞ
れ
編
と
し
て
独
立
さ
せ
、
第
三
編
﹁
国
王
﹂、
第
四
編
﹁
大
臣
﹂、
第
五
編
﹁
議

会
﹂、
第
六
編
﹁
裁
判
権
﹂、
そ
し
て
第
九
編
に
﹁
市
町
村
、
郡
、
県
、
州
の
連
合
﹂
と
し
て
い
る）
₆₄
（

。

　

私
は
、
こ
の
違
い
は
小
さ
く
な
い
と
お
も
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
第
三
編
は
、
国
家
の
権
力
が
三
権
に
別
れ
る
こ
と
を
読
み
手
に
は

っ
き
り
と
意
識
さ
せ
る
し
、
そ
し
て
何
よ
り
も
一
般
規
定
の
冒
頭
で
﹁
す
べ
て
權
力
は
、
國
民
に
由
來
す
る
﹂（
第
二
五
条
）
と
明
記
し
て
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い
る
。
国
家
の
三
権
を
並
べ
る
順
序
で
も
国
民
代
表
の
参
加
す
る
﹁
議
院
﹂
を
筆
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン

V
erfassungsurkunde

の
場
合
は
ど
ち
ら
の
も
の
も
、
国
家
の
諸
権
力
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
王
が
筆
頭
に
お
か
れ
、
議
会
は
三

番
目
で
あ
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
、
主
権
の
所
在
に
係
る
規
定
が
な
い
。

　

プ
ロ
イ
セ
ンV

erfassungsurkunde

で
は
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
国
王
は
﹁
神
の
恩
寵
に
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
の
王
﹂
で
あ
っ
て）
₆₅
（

、

＂
国
民
の
恩
寵
に
よ
る
国
王
＂
で
は
な
い
。
神
に
そ
の
正
当
性
の
根
拠
を
も
つ
、
国
民
と
は
別
個
の
、
権
威
あ
る
独
立
存
在
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

の
制
定
主
体
は
国
王
で
あ
る
。﹁
朕
は
⋮
⋮
最
終
的
に
確
定
し
た
﹂、
と
前
文
に
明
記
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
﹁
両
議
院
と
の
合
意
の
上
で
最
終
的
に
確
定
し
た
（, die V

erfassung in U
ebereinstim

m
ung 

m
it beiden K

am
m

ern endgültig festgestellt haben.

）﹂
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、﹁
確
定
し
た
﹂
と
い
う
動
詞
の
主
語
は
﹁W

朕ir

﹂

で
あ
る）
₆₆
（

。
佐
藤
功
の
い
う
よ
う
に
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

の
な
か
に
主
権
の
規
定
は
な
い
が
、
し
か
し
、
ど
こ
に
主
権

が
存
在
し
て
い
る
か
は
こ
の
こ
と
か
ら
﹁
想
像
さ
れ
﹂
る
、
と
私
も
お
も
う）
₆₇
（

。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
政
治
理
論
が
イ
ギ
リ
ス
や
ベ
ル
ギ
ー

の
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
立
さ
せ
て
常
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、﹁
⋮
⋮
国
王
が
正
し
く
君
主
と
し
て
自
ら
能
動
的
に
統
治
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ちreign over

す
る
と
と
も
にgovern

す
る
こ
と
が
、
自
由
主
義
的
な
西
欧
的
議
会
主
義
の
君
主
か
ら
区
別
さ
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
﹂

な
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
、
︱
︱
佐
藤
は
そ
う
述
べ
て
い
る）
₆₈
（

。

　

一
八
五
〇
年V
erfassungsurkunde

は
、
国
王
は
議
会
の
両
院
合
同
の
集
ま
り
で
、
す
な
わ
ち
国
民
代
表
も
い
る
前
で
、

V
erfassungsurkunde

を
か
た
く
守
る
こ
と
そ
し
てV

erfassungsurkunde

と
法
律
に
従
っ
て
統
治
す
る
こ
と
を
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
（
五
四
条
）。
こ
の
宣
誓
義
務
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︹
本
稿
二
二
頁
︺、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
、
フ
ラ
ン
ス
一
七

九
一
年
憲
法
の
そ
れ
ら
に
重
な
る
。
ま
た
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde
は
、
国
王
の
全
て
の
統
治
行
為
に
は
大
臣
の
副
署
が
必

要
だ
、と
定
め
て
い
る
（
四
四
条
）。
こ
れ
も
、ベ
ル
ギ
ー
憲
法
、フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
の
そ
れ
ら
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
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三
八
一

プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
は
、
三
権
の
国
家
権
力
の
う
ち
、
立
法
権
、
行
政
権
の
二
権
し
か
も
た
な
い
。﹁
裁
判
権
は
国
王
の
名
に
お
い
て
、
独
立

し
た
、
法
律
以
外
の
権
威
に
服
さ
な
い
裁
判
所
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
。
／
判
決
は
国
王
の
名
で
発
せ
ら
れ
、
執
行
さ
れ
る
﹂（
八
六
条
）
か

ら
で
あ
る）
₆₉
（

。
先
に
︹
本
稿
二
一
頁
︺
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
規
定
も
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
、
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
の
そ
れ
ら
に
重
な
る
。

　

一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

は
、
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
や
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
に
つ
な
が
る
面
も
あ
わ
せ
も

っ
て
い
る
。
こ
の
面
に
は
、
決
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
重
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
面
に
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
別
の
面
が
併
存
し

て
い
る
こ
と
も
ま
た
軽
視
で
き
な
い
。
佐
藤
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
関
係
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
に
あ
っ
て
は
、﹁
君

臨
（reign

）
す
る
が
統
治
（govern

）
し
な
い
と
い
う
観
念
は
理
解
し
え
ず
、
プ
ロ
シ
ヤ
で
はregieren

と
い
う
言
葉
は
イ
ギ
リ
ス
の

reign

フ
ラ
ン
ス
のrégner
と
は
別
の
意
味
を
も
ち
、reign

し
且
つgovern

す
る
こ
と
がregieren

で
あ
り
、
王
は
現
実
に
お
い
て

regieren

す
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
君
主
制
と
は
い
え
な
い
と
す
る
﹂）
₇₀
（

。

　

ビ
ス
マ
ル
ク
は
、一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

全
体
を
﹁
支
配
し
て
い
る
の
は
合
意
（V

ereinbarung

）
の
原
則
﹂
で
あ
っ
て
﹁
同

意
（bew

illigen

）﹂
で
は
な
い
、と
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
示
唆
し
て
い
る
の
は
、次
の
一
文
で
あ
る
。

﹁
⋮
⋮
法
律
は
王
と
両
議
院
の
合
意
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
三
者
は
独
立
・
自
由
で
あ
っ
て
互
に
他
を
圧
服
せ
し
め
得

な
い
。
故
に
全
憲
法
生
活
は
妥
協
に
存
す
る
。
国
政
に
参
加
す
る
権
力
の
中
の
一
つ
が
絶
対
的
な
理
論
を
も
っ
て
自
己
の
意
見
を
貫
徹
せ
ん

と
し
て
こ
の
妥
協
を
無
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
権
力
問
題
と
な
り
、
国
政
は
権
力
を
有
す
る
者
の
意
思
の
ま
ま
に
動
か
ざ
る
を
得
な
い
。
何

故
な
ら
国
家
は
一
瞬
と
い
え
ど
も
活
動
を
停
止
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
﹂）
₇₁
（

。

　
﹁
合
意
﹂﹁
妥
協
﹂
が
﹁
全
憲
法
生
活
﹂
の
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

をC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
そ
の
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、一
方
で
、reign

しgovern

も
す
る
の
が
国
王
で
ま
た
そ
の
国
王
と
は
神
の
恩
寵
に
よ
る
国
王
な
の
だ
、

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

を
﹁
最
終
的
に
確
定
﹂
し
た
の
は
国
王
だ
、
と
い
う
の
で
あ
れ



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

二
八

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

三
八
二

ばC コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
だ
、
と
い
う
こ
と
も
と
う
て
い
で
き
な
い
。

　

一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

は
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
、
と
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
い
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合

で
も
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

は
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
を
、
私
の
い
う
﹁
未
完
のC コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

型
﹂
か
らC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
へ
と

大
き
く
転
換
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
梃
子
に
さ
れ
て
い
る
の
が
、＂reign

しgovern

も
す
る
国
王
＂
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
は
、
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

を
、﹁
民
︹
＝
具
体
的
に
は
国
民
代
表
︺﹂
と
の
﹁
合
意
﹂﹁
妥
協
﹂

を
内
在
化
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
故
に
﹁
君
﹂
と
﹁
民
﹂
と
の
衝
突
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
合
い

を
こ
め
て
、﹁︹
神
の
恩
寵
に
よ
る
︺
君
が
民
と
合
意
し
たC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
﹂
と
仮
称
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
六
）　

バ
ー
デ
ン
のV

erfassungsurkunde
―
―
「
強
化
さ
れ
たCharte

型
」

　

バ
ー
デ
ン
のV

erfassungsurkunde

の
正
式
名
称
は
、V

erfassungsurkunde für das G
roß

herzogtum
 B

aden vom
 22. A

ugust 

1818

（
一
八
一
八
年
八
月
二
二
日
の
バ
ー
デ
ン
大
公
国V

erfassungsurkunde

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
時
間
を
さ
か
の
ぼ
り
、
バ
ー
デ
ン

のV

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
も
早
い
時
点
で
で
き
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
栗

城
壽
夫
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄）
₇₂
（

等
々
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
な
か
の
一
つ
の
邦
の
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
﹁
憲
法
制
定
は
バ
ー
デ
ン
国
家
の
存
立
と
主
権

を
維
持
し
、
国
家
の
統
一
を
強
化
す
る
と
い
う
意
図
を
以
っ
て
、
全
く
政
府
の
手
に
よ
っ
て
一
方
的
に
遂
行
さ
れ
た
﹂）
₇₃
（

。
バ
ー
デ
ン

V
erfassungsurkunde

の
起
草
過
程
で
、﹁
起
草
者
ロ
シ
ア
皇
帝
﹂
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
憲
法
（
一
八
一
五
年
一
一
月
二
七
日
）
や
、
特
に
は
フ

ラ
ン
ス
の
一
八
一
四
年
憲
章
が
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）
₇₄
（

。
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栗
城
壽
夫
は
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

に
お
い
て
は
、﹁
国
家
権
力
の
分
立
が
組
織
的
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
﹂、
と
述
べ
た

あ
と
、次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。﹁
憲
法
で
は
確
か
に
大
公
と
議
会
の
ほ
か
に
大
臣
、或
は
内
閣
や
裁
判
所
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
規
定
の
仕
方
の
上
で
は
、
大
臣
、
内
閣
、
裁
判
所
は
大
公
、
議
会
に
比
し
て
国
家
機
関
と
し
て
同
格
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
第
一
章
、
大
公
国
及
び
政
府
の
章
で
政
府
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
大
公
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
、
大
臣
、
内
閣
の
相
対
的
独
自

性
は
組
織
の
上
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
﹂）
₇₅
（

。
確
か
に
、
裁
判
所
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
﹁
バ
ー
デ
ン
人
の
市
民
的
政
治
的
権
利
と
特
約
﹂

に
係
る
諸
規
定
の
な
か
で
、
バ
ー
デ
ン
人
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
な
ど
に
関
係
し
て
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

　
﹁
国
家
権
力
の
分
立
が
組
織
的
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
﹂
の
は
、
分
立
さ
せ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
、

と
お
も
う
。
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

の
第
五
条
は
、﹁
大
公
は
国
家
権
力
の
全
て
の
権
限
を
一
身
に
統
合
し
、
こ
の

V
erfassungsurkunde

が
定
め
て
い
る
条
規
の
も
と
こ
れ
を
行
使
す
る 

（D
er G

roß
herzog vereinigt in Sich alle R

echte der 

Staatsgew
alt, und übt sie unter den in dieser V

erfassungsurkunde festgesetzten B
estim

m
ungen aus.

）﹂）
₇₆
（

、
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
第
五
条
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
第
四
条
﹁
天
皇
ハ
⋮
⋮
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
﹂
は
重
な
る
。

　

バ
ー
デ
ン
大
公
は
統
治
権
の
総
攬
者
で
あ
り
、
大
公
に
よ
る
そ
の
統
治
権
の
行
使
を
、
大
公
の
も
と
で
分
掌
す
る
の
が
裁
判
所
や
議
会
、

大
臣
た
ち
、
と
い
う
の
が
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

の
構
図
な
の
だ
、
と
お
も
う
。
全
国
家
権
力
が
大
公
の
一
身
に
お
い
て
統

合
さ
れ
る
、
と
い
う
そ
の
構
図
は
、
先
︹
本
稿
一
二
頁
︺
に
述
べ
た
、
ル
イ
十
四
世
の
言
と
さ
れ
る
﹁
朕
は
国
家
な
り
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

な
が
る
の
だ
、
と
も
お
も
う
。

　

バ
ー
デ
ン
大
公
は
、﹁
神
の
恩
寵
よ
る
バ
ー
デ
ン
大
公
（von G

ottes G
naden G

roß
erzog zu B

aden

）﹂）
₇₇
（

で
あ
り
、reign

しgovern

も
す
る
大
公
で
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

の
制
定
過
程
で
、
大
公
カ
ー
ル
（
在
位
一
八
一
一
～
一
八
一
八
年
）

は
委
員
会
に
出
席
し
て
﹁
自
己
の
基
本
的
立
場
を
明
ら
か
﹂
に
し
、
議
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。﹁＂
議
会
に
は
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こ
の
制
度
の
目
的
に
か
な
い
、
且
つ
君
主
主
義
の
基
本
原
理
や
国
家
行
政
の
独
立
に
反
せ
ず
、
又
、
行
政
へ
の
介
入
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
あ

ら
ゆ
る
権
利
、
と
く
に
立
法
参
与
権
及
び
租
税
承
認
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
＂﹂）
₇₈
（

。

　

ま
た
、
大
公
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
一
世
（
在
位
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
年
）
は
、
一
八
二
二
年
の
議
会
が
政
府
提
出
の
予
算
案
を
否
決
し
、
議

会
財
政
委
員
会
案
を
承
認
し
た
こ
と
に
﹁
激
昂
し
﹂、﹁
議
会
に
勅
諭
を
送
っ
て
議
会
の
多
数
派
を
激
し
く
非
難
し
ヴ
ィ
ー
ン
最
終
議
定
書
五

八
条
に
よ
っ
て
大
公
は
︹
ド
イ
ツ
︺
同
盟
上
の
義
務
の
履
行
に
関
し
て
議
会
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ド
イ
ツ
同
盟

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
毎
会
計
年
度
一
六
〇
万
グ
ル
デ
ン
の
額
を
バ
ー
デ
ン
軍
の
維
持
に
必
要
な
額
と
し
て
確
定
す
る
旨
を
宣
言
し
、
し
か
も

そ
れ
に
続
い
て
、
議
会
が
拒
否
す
れ
ば
、
封
建
的
租
税
の
廃
止
、
通
行
税
徴
収
の
緩
和
、
軍
事
賦
役
の
廃
止
な
ど
が
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ

う
と
つ
け
加
え
た
﹂、
と
い
う）
₇₉
（

。

　

バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde
は
、
こ
の
よ
う
に
、
統
治
権
の
専
有
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
一
四
年
憲
章
に
お
け
る
国
王
権
限
よ

り
も
強
い
権
限
を
大
公
に
与
え
て
い
る
し
、
ま
た
、reign

しgovern

も
す
る
、﹁
神
の
恩
寵
に
よ
る
﹂
国
王
を
擁
し
て
も
い
る
。
私
は
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde
を
、﹁
強
化
さ
れ
たC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
﹂
と
仮
称
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

は
、
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
で
は
画
期
的
と
も
い
え
る
選
挙
制
度
を
と

お
し
て
国
民
代
表
を
議
会
に
参
加
さ
せ
る
方
向
を
う
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

は
議
会
第
二
院
の
選
挙
権
に
関
係
し
て
、
︱
︱
選
挙
は
間
接
選
挙
で
あ
る
︱
︱
、
被
選
挙
権
に
は
制
限
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
、
直

接
税
納
税
）
を
も
う
け
て
い
る
が
、
選
挙
人
を
選
ぶ
権
利
は
、﹁
二
六
歳
に
達
し
、
選
挙
区
に
定
住
し
あ
る
い
は
公
職
に
つ
い
て
い
る
﹂
す

べ
て
の
者
に
与
え
て
い
る
。

　

こ
れ
に
関
連
す
る
、
石
部
雅
亮
の
次
の
指
摘
は
、
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

を
み
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
実
際
に
運
用
さ
れ
て

い
る
現
場
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
て
重
要
で
あ
る
。
バ
ー
デ
ンV

erfassungsurkunde

は
当
時
の
ド
イ
ツ
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五

の
な
か
で
制
定
さ
れ
た
﹁
憲
法
の
中
で
最
も
立
憲
主
義
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
憲
法
の
下
で
選
出
さ
れ
た
議
員
よ
り
成
る
バ

ー
デ
ン
議
会
の
活
動
も
ま
た
最
も
立
憲
主
義
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
君
主
主
義
原
理
を
擁
護
し
議
会
の
権
限
を
極
小
化
し
よ
う
と

す
る
ド
イ
ツ
同
盟
お
よ
び
バ
ー
デ
ン
政
府
に
対
し
、
議
会
は
自
由
主
義
の
た
め
果
敢
な
闘
争
を
挑
ん
だ
。
南
独
の
一
中
級
国
家
に
す
ぎ
ぬ
バ

ー
デ
ン
の
議
会
で
全
ド
イ
ツ
的
な
自
由
と
統
一
の
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に﹃
三
月
前
期
の
自
由
主
義
の
真
の
訓
練
場
﹄

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
﹂）
₈₀
（

。

四　

日
本
の
憲
法

（
一
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
―
―
「
宿
借
り
ふ
うCharte

型
」

　

大
日
本
帝
国
憲
法
は
、﹁
天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
權
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
﹂（
第
四
条
）、
と
規
定
し
て

い
る
。
天
皇
は
、﹁
君
臨
し
統
治
も
す
る
﹂
の
か
、
そ
れ
と
も
、﹁
君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
﹂
な
の
か
。
天
皇
の
憲
法
上
の
権
限
は
、
プ
ロ
イ

セ
ン
国
王
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
。
例
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
に
は
、
天
皇
の
よ
う
に
、
議
会
の
制
約
を
受
け
ず
に
、﹁
陸
海
軍
ノ
編
制

及
常
備
兵
額
ヲ
定
ム
﹂（
第
一
二
条
）
権
限
も
、﹁
条
約
ヲ
締
結
ス
﹂（
第
一
三
条
）
る
権
限
も
な
い
。
議
会
が
﹁
予
算
ヲ
議
定
セ
ス
又
ハ
予

算
成
立
ニ
至
ラ
サ
ル
ト
キ
﹂
に
﹁
前
年
度
ノ
予
算
ヲ
施
行
﹂
す
る
権
限
（
第
七
一
条
）
も
な
い
。

　

天
皇
の
＂
君
臨
と
統
治
＂
の
問
題
に
関
係
し
て
、
岩
倉
具
視
の
三
條
實
美
宛
て
文
書
を
分
析
し
、﹁
こ
こ
か
ら
は
、
君
主
の
無
主
権
性
と

官
僚
制
の
早
熟
的
肥
大
が
論
理
的
必
然
を
も
っ
て
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
﹂、
と
結
論
づ
け
て
い
る
藤
田
省
三
の
考
え
に
、
私
は
注
目
す

る
）
₈₁
（

。
岩
倉
は
、
明
一
八
六
九

治
二
年
一
月
二
五
日
、
朝
議
に
附
す
こ
と
を
求
め
て
、
三
條
實
美
に
、﹁
政
體
建
定
、
君
德
培
養
、
議
事
院
創
置
及
遷
都

ノ
四
件
ヲ
書
シ
⋮
⋮
呈
シ
﹂
て
い
る）
₈₂
（

。
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岩
倉
は
、﹁
政
體
建
定
﹂
の
な
か
で
、﹁
萬
世
一
系
ノ
天
子
上
ニ
在
テ
皇
別
神
別
蕃
別
ノ
諸
臣
下
ニ
在
リ
君
臣
ノ
道
上
下
ノ
分
旣
ニ
定
テ
萬

古
不
易
ナ
ル
ハ
我
カ
建
國
ノ
體
ナ
リ
政
體
モ
亦
宜
ク
此
國
體
ニ
基
ツ
キ
之
ヲ
建
テ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
﹂
な
の
だ
が
、﹁
今
日
ニ
適
セ
サ
ル
モ
ノ

ハ
斷
然
ト
之
ヲ
廢
停
シ
テ
拘
泥
ノ
陋
習
ヲ
破
ル
可
シ
﹂（
六
百
八
十
五
頁
）
と
述
べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　
﹁
臣
子
ノ
分
ト
シ
テ
之
ヲ
言
フ
ニ
憚
ル
ト
雖
明
天
子
賢
宰
相
ノ
出
ツ
ル
ヲ
待
タ
ス
ト
モ
自
ラ
國
家
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
足
ル
ノ
制
度
ヲ
確

立
ス
ル
ニ
非
ラ
サ
レ
ハ
不
可
ナ
リ
否
ラ
サ
レ
ハ
明
天
子
賢
宰
相
ノ
出
ツ
ル
ニ
非
ラ
サ
レ
ハ
千
仭
ノ
堤
防
モ
蟻
穴
ヨ
リ
崩
壊
ス
ル
ノ
患

ア
リ
實
ニ
懼
レ
サ
ル
可
ケ
ン
ヤ
愼
マ
サ
ル
可
ケ
ン
ヤ
﹂（
六
百
八
十
五
頁
）。

　

岩
倉
は
、
さ
ら
に
い
う
。﹁
人
材
ヲ
登
庸
﹂
す
る
に
つ
い
て
は
、﹁
大
政
不
振
ノ
基
﹂
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、﹁
門
地
ニ
拘
ハ
﹂
ら
ず
、﹁
官

職
ハ
如
何
ナ
ル
地
位
ニ
テ
モ
其
材
ア
レ
ハ
何
人
ニ
テ
モ
之
ニ
就
カ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
﹂（
六
百
八
十
六
頁
）。

　
ま
た
、
岩
倉
は
、﹁
君
德
培
養
﹂
に
関
係
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
夫
レ
天
下
億
兆
ノ
瞻
仰
︹
せ
ん
ぎ
ょ
う
︺
ス
ル
所
ハ
政
府

ナ
リ
政
府
ノ
瞻
仰
ス
ル
所
ハ
君
主
ナ
リ
君
主
明
德
ヲ
備
ヘ
大
綱
ヲ
綜
攬
シ
給
フ
ト
キ
ハ
政
府
其
人
ヲ
得
ヘ
シ
政
府
其
人
ヲ
得
ル
ト
キ
ハ
則
チ

天
下
億
兆
安
泰
ナ
リ
是
レ
古
今
不
易
ノ
理
ナ
リ
宜
ク
速
ニ
輔
導
ノ
任
其
人
ヲ
精
撰
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
﹂（
六
百
八
十
七
頁
）。
こ
の
引
用
文

の
意
味
は
、＂
君
主
の
も
と
に
侍
っ
て
君
徳
を
培
養
す
る
任
に
あ
た
る
人
に
よ
き
人
材
を
え
る
な
ら
ば
、君
主
は
﹁
明
德
ヲ
備
ヘ
﹂
る
し
、﹁
明

德
ヲ
備
ヘ
﹂
た
そ
の
君
主
は
政
府
に
と
っ
て
よ
き
人
で
あ
る
、
そ
し
て
、
政
府
が
よ
き
人
を
え
る
こ
と
は
天
下
億
兆
の
安
泰
に
つ
な
が
る
＂、

で
あ
ろ
う
か
。
で
は
、﹁
君
主
﹂
と
﹁
天
下
億
兆
﹂
の
間
に
立
つ
政
府
の
た
め
の
す
ぐ
れ
た
人
材
は
い
か
に
し
て
え
る
か
。﹁
門
地
ニ
拘
ハ
﹂

ら
ず
﹁
人
材
ヲ
登
庸
﹂
せ
よ
、
で
あ
る
。

　

藤
田
は
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
⋮
⋮
岩
倉
に
お
い
て
は
、﹃
夫
レ
天
下
億
兆
ノ
瞻
せ
ん
ぎ
ょ
う仰ス
ル
所
ハ
政
府
ナ
リ
﹄
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と
い
う
有
司
官
僚
の
政
治
的

0

0

0

万
能
が
結
論
さ
れ
、
君
主
は
、﹃
天
下
億
兆
﹄
と
の
直
接

0

0

の
交
渉
を
失
い
、﹃
明
徳
ヲ
備
ヘ
大
権
ヲ
綜
攬
ス
ル
﹄

こ
と
に
よ
っ
て
臣
民
一
般
の
で
は
な
く
、
わ
ず
か
に
﹃
政
府
ノ
瞻
仰
ス
ル
所
﹄
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
﹂）
₈₃
（

。

　

よ
き
﹁
有
司
官
僚
﹂
を
擁
す
る
政
府
を
国
家
統
治
の
核
に
す
え
る
と
い
う
岩
倉
の
基
本
方
針
は
、
︱
︱
そ
れ
は
明
一
八
六
九

治
二
年
一
月
に
示
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
︱
︱
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
岩
倉
は
、﹁
具
視
憲
法
制
定
ニ
關
シ
意
見
ヲ
上

ツ
ル
事
﹂（
明
治
一
四
年
七
月
）
中
の
﹁
綱
領
﹂
の
二
番
目
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
一　

漸
進
之
主
義
ヲ
失
ハ
サ
ル
事
／
附
歐
洲

各
國
之
成
法
ヲ
取
捨
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
孛
國
︹
プ
ロ
イ
セ
ン
国
︺
之
憲
法
尤
漸
進
之
主
義
ニ
適
ス
ル
事
。
⋮
⋮
﹂）
₈₄
（

（
ル
ビ
等
は
出
典
に
よ
る
）。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
一
八
五
〇
年V

erfassungsurkunde

を
モ
デ
ル
に
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
岩
倉
は
、
議
会
中
心
の
イ
ギ
リ
ス
式
制
度
を
排

撃
す
る
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
是
ニ
反
シ
普
魯
西
ノ
如
キ
ハ
國
王
ハ
國
民
ヲ
統
フ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
且
實
ニ
國
政
ヲ
理
シ
立

法
ノ
權
ハ
議
院
ト
之
ヲ
分
ツ
ト
雖
行
政
ノ
權
ハ
專
ラ
國
王
ノ
手
中
ニ
在
リ
テ
敢
テ
他
ニ
讓
予
セ
ス
國
王
ハ
議
院
政
黨
ノ
多
少
ニ
拘
ハ
ラ
ス
シ

テ
其
宰
相
執
政
ヲ
撰
任
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
實
際
ノ
事
情
ニ
從
ヒ
多
ク
ハ
議
院
輿
望
ノ
人
ヲ
採
用
ス
ト
雖
其
權
域
ヲ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
決
シ
テ
議

院
政
黨
ノ
左
右
ニ
任
ス
ル
コ
ト
無
シ
﹂）
₈₅
（

。
岩
倉
は
、
こ
こ
で
、﹁
行
政
ノ
權
﹂
の
独
立
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
み
せ
て
い
る
。

　

伊
藤
博
文
は
、
明
一
八
八
二

治
一
五
年
三
月
三
日
の
﹁
詔
書
﹂
に
よ
り
、﹁
歐
洲
各
立
憲
君
治
國
ノ
憲
法
ニ
就
キ
其
淵
源
ヲ
尋
ネ
其
沿
革
ヲ
考
ヘ
其

現
行
ノ
實
况
ヲ
視
利
害
得
失
ノ
在
ル
所
ヲ
研
究
ス
ヘ
キ
事
﹂
な
ど
三
一
項
目
の
調
査
研
究
を
命
じ
ら
れ
旅
立
つ
（
明
治
一
五
年
三
月
出
発
～

明
治
一
六
年
八
月
帰
国
）。
岩
倉
使
節
団
の
副
使
の
一
人
と
し
て
米
欧
回
覧
に
出
発
し
た
明
治
四
年
一
一
月
（
太
陽
暦
一
二
月
）
か
ら
一
一

年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
こ
の
憲
法
調
査
に
お
い
て
、﹁
ア
ク
チ
ユ
ワ
ル
の
ポ
リ
チ
ツ
ク
ス
﹂、﹁
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ヨ
ン
﹂
に

つ
い
て
﹁
相
心
得
﹂
る
こ
と
に
と
り
わ
け
力
を
い
れ
て
い
る）
₈₆
（

。

　

瀧
井
一
博
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
憲
法
調
査
か
ら
﹁
帰
国
後
の
伊
藤
は
行
政
組
織
の
改
革
に
乗
り
出
す
。
／
ま
ず
彼
が
着
手
し
た

の
は
宮
中
改
革
だ
っ
た
。
そ
の
際
の
指
導
理
念
は
、
宮
中
府
中
の
別
の
確
立
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
明
治
天
皇
は
三
〇
歳
代
に
な
っ
て
青
年
君
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主
と
し
て
の
威
風
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
天
皇
親
政
運
動
と
い
う
も
の
が
起
こ
る
。
天
皇
に
直
接
執
政
を
委
ね
よ
う
と
い
う

運
動
で
あ
る
。
伊
藤
は
そ
れ
に
反
対
す
る
。
君
主
と
い
う
一
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
政
治
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
た

伊
藤
は
、ま
ず
宮
中
と
府
中
と
を
切
り
離
す
と
い
う
改
革
を
行
い
、天
皇
親
政
運
動
を
封
じ
込
め
る
の
で
あ
る
。
／
次
に
、一
八
八
五
年
（
明

治
一
八
）
一
二
月
、
内
閣
制
度
の
導
入
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
機
構
の
改
革
が
行
わ
れ
る
。
⋮
⋮
。
そ
れ
ま
で
大
臣
に
な
れ
る
の
は
有
栖
川

宮
や
三
条
、
岩
倉
な
ど
皇
族
華
族
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
国
家
の
今
後
は
身
分
に
関
係
な
く
、
国
民
で
あ
れ
ば
誰
も
が
大
臣
の
職
に
就
く
こ

と
が
形
式
上
可
能
に
な
っ
た
﹂）
₈₇
（

。

　

佐
々
木
克
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
は
、﹁
行
政
の
中
心
は
天
皇
で
は
﹂
な
い
、
と
強
く
主
張
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る）
₈₈
（

。
天
皇
が
﹁
行
政
の

中
心
﹂
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
が
強
大
な
天
皇
大
権
を
実
際
に
行
使
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
よ
き
﹁
有
司
官
僚
﹂
を
擁
す
る
、﹁
天
皇
陛

下
の
政
府
﹂
）
₈₉
（

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
統
治
権
の
も
と
に
あ
る
行
政
部
、
立
法
部
、
司
法
部
と
い
う
三
部
門
の
一
つ
の
行
政
部
、
と

い
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

　
﹁
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
（
明
治
七
年
一
月
一
七
日
）﹂
の
次
の
有
名
な
文
言
は
、
こ
の
﹁
天
皇
陛
下
の
政
府
﹂
の
実
際
を
か
な
り
正
確
に

今
日
に
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
お
も
い
を
、
い
ま
、
私
は
強
く
し
て
い
る
。

　
﹁
臣
等
伏
シ
テ
方
今
政
權
ノ
歸
ス
ル
所
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
上
帝
室
ニ
在
ラ
ス
、
下
人
民
ニ
在
ラ
ス
、
而
獨
有
司
ニ
歸
ス
、
夫
有
司
上
帝

室
ヲ
尊
フ
ト
曰
ハ
サ
ル
ニ
非
ス
、
而
帝
室
漸
ク
其
尊
榮
ヲ
失
フ
、
下
人
民
ヲ
保
ツ
ト
云
ハ
サ
ル
ニ
非
ス
、
而
政
令
百
端
朝
出
暮
改
、

政
刑
情
實
ニ
成
リ
賞
罰
愛
憎
ニ
出
ツ
、
言
路
壅
蔽
︹
よ
う
へ
い
︺
困
苦
告
ル
ナ
シ
﹂）
₉₀
（

。

　

石
橋
湛
山
に
よ
る
、
行
政
改
革
の
実
行
と
分
権
主
義
の
確
立
に
係
る
、
大
正
一
三
年
の
新
聞
記
事
も
、﹁
天
皇
陛
下
の
政
府
﹂
そ
の
も
の
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の
現
状
を
み
す
え
て
改
革
提
言
を
し
た
も
の
だ
、
と
私
は
考
え
る
。

　
﹁
元
来
、
我
が
行
政
組
織
は
、
維
新
革
命
の
勝
利
者
が
、
い
わ
ゆ
る
官
僚
政
治
の
形
に
お
い
て
、
新
社
会
制
度
の
下
に
お
い
て
、
国

民
を
指
導
誘ゆ
う

液え
き

す
る
建
て
前
の
上
に
発
達
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
役
人
畑
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
官
僚
が
、
国
民
の

支
配
者
と
し
て
、
国
民
の
指
導
者
と
し
て
、
国
運
進
展
の
一
切
の
責
任
を
荷
な
う
と
い
う
制
度
に
、
自
然
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
れ
、
我
が
政
治
が
国
民
の
政
治
で
な
く
て
官
僚
の
政
治
で
あ
り
、
我
が
役
人
が
国
民
の
公
僕
で
な
く
て
国
民
の
支
配
者
で
あ
る
所ゆ
え
ん以

で
あ
り
、
我
が
行
政
制
度
が
世
界
に
稀ま
れ

な
中
央
集
権
主
義
で
あ
り
、
画
一
主
義
で
あ
る
根
因
で
あ
る
﹂﹁
我
が
現
在
の
行
詰
り
を
打
開

す
る
第
二
維
新
の
第
一
歩
は
、
政
治
の
中
央
集
権
、
画
一
主
義
、
官
僚
主
義
を
破
殻
し
て
、
徹
底
せ
る
分
権
主
義
を
採
用
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
主
義
の
下
に
行
政
の
一
大
改
革
を
行
う
こ
と
で
あ
る
﹂）
₉₁
（

。

　

昭
和
天
皇
か
ら
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
﹃
昭
和
天
皇
独
白
録
﹄
に
よ
る
と
、
天
皇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
開
戦
の
際
東
条
内

閣
の
決
定
を
私
が
裁
可
し
た
の
は
立
憲
政
治
下
に
於
る
立
憲
君
主
と
し
て
已
む
を
得
ぬ
事
で
あ
る
。
若
し
己
が
好
む
所
は
裁
可
し
、
好
ま
ざ

る
所
は
裁
可
し
な
い
と
す
れ
ば
、
之
は
専
制
君
主
と
何
等
異
る
所
は
な
い
﹂）
₉₂
（

。

　

こ
の
聞
き
取
り
は
敗
戦
直
後
の
昭
和
二
一
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
す
る
何
ら
か
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、と
か
つ
て
考
え
た
り
も
し
、ま
た
、秦
郁
彦
の
見
解
︱
︱
＂
昭
和
天
皇
の
精
神
構
造
は
﹁
自
分
が
裁
く
、

命
令
す
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
、﹁
実
は
命
令
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
下
が
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
﹂
︱
︱
に
も
注
目
し
た
が
、
し
か
し
、

い
ま
は
、
昭
和
天
皇
の
い
う
立
憲
君
主
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
岩
倉
た
ち
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
お
も
っ
て
い
る）
₉₃
（

。

　

私
は
、
先
に
︹
本
稿
一
七
頁
︺、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
を
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
一
四
年
憲
章
と
い
う
母
屋
を
借
り
受
け
た
、﹁
宿
借
り
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ふ
うC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
﹂
と
特
徴
づ
け
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
も
や
は
り
﹁
宿
借
り
ふ
うC

シ
ャ
ル
ト

harte

型
﹂
だ
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、
違
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
一
八
三
〇
年
憲
章
の
国
王
権
限
を
実
際
に
行
使
し
、﹁govern

﹂
す
る
の
は
﹁
大
銀
行
家
た
ち
と
一
部
の
工

業
資
本
家
﹂
で
あ
っ
た
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
そ
れ
は
＂
有
司
官
僚
を
擁
す
る
政
府
＂
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
岩
倉
は
、
次
の
引
用
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、C

シ
ャ
ル
ト

harte

とC

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

onstitution

の
違
い
を
理
解
し
て
い
る
。﹁
歐
羅
巴
ノ
原
語
ニ

﹃
チ
ャ
ル
ト
﹄
ト
云
ヘ
ル
ハ
國
君
ヨ
リ
嚴
肅
ナ
ル
儀
式
ヲ
以
テ
特
ニ
其
ノ
臣
民
ニ
權
利
ヲ
授
ク
ル
ノ
詔
勅
ヲ
謂
フ
ノ
名
ニ
シ
テ
欽
定
憲
法
ノ

字
ト
正
ニ
相
符
合
セ
リ
﹂）
₉₄
（

。

（
二
）　

な
ぜ
天
皇
を
た
て
た
の
か

　

大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
実
際
に
＂
統
治
す
る
＂
天
皇
を
予
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
前
節
に
お
け
る
私
の
結
論
で
あ
る
。
で
は
、
大

日
本
帝
国
憲
法
は
、
な
ぜ
天
皇
を
た
て
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
快
に
語
っ
て
い
る
の
が
、
伊
藤
博
文
に
よ
る
枢
密
院
で
の
﹁
憲
法
原
案
起

草
の
大
意
の
説
明
﹂（
明
治
二
一
年
六
月
一
八
日
）
で
あ
る
。
広
く
知
ら
れ
て
い
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
関
連
個
所
を
全
て
引
用
す
る
こ
と

に
す
る）
₉₅
（

。

　
﹁
議
長　

各
位
、
今
日
ヨ
リ
憲
法
ノ
第
一
讀
會
ヲ
開
ク
ヘ
シ
就
テ
ハ
注
意
ノ
爲
メ
開
會
ニ
先
チ
此
原
案
ヲ
起
草
シ
タ
ル
大
意
ヲ
陳
述

セ
ン
ト
ス
但
シ
此
原
案
ノ
逐
條
ニ
渉
テ
ハ
今
日
素
ヨ
リ
一
々
之
ヲ
辯
明
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス

憲
法
政
治
ハ
東
洋
諸
國
ニ
於
テ
曽
テ
歴
史
ニ
微
證
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
所
ニ
シ
テ
之
ヲ
我
日
本
ニ
施
行
ス
ル
ハ
亊
全
ク
新
創
タ
ル
ヲ
免

レ
ス
故
ニ
實
施
ノ
後
其
結
果
國
家
ノ
爲
ニ
有
益
ナ
ル
カ
或
ハ
反
對
ニ
出
ツ
ル
欤
豫
メ
期
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
リ
ト
雖
二
十
年
前
既
ニ
封
建

政
治
ヲ
廢
シ
各
國
ト
交
通
ヲ
開
キ
タ
ル
以
上
ハ
其
結
果
ト
シ
テ
國
家
ノ
進
歩
ヲ
謀
ル
ニ
此
レ
ヲ
舎
テ
ヽ
他
ニ
經
理
ノ
良
途
ナ
キ
ヲ
奈
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何
セ
ン
夫
レ
他
ニ
經
理
ノ
良
途
ナ
シ
而
シ
テ
未
タ
效
果
ヲ
将
来
ニ
期
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
レ
ハ
則
チ
冝
ク
其
始
ニ
於
テ
最
モ
戒
慎
ヲ
加
ハ

ヘ
以
テ
克
ク
其
終
ア
ル
ヲ
希
望
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
已
ニ
各
位
ノ
暁
知
セ
ラ
ル
ヽ
如
ク
歐
洲
ニ
於
テ
ハ
當
世
紀
ニ
及
ン
テ
憲
法

政
治
ヲ
行
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ス
ト
雖
是
レ
即
チ
歴
史
上
ノ
沿
革
ニ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
萠
芽
遠
ク
往
昔
ニ
發
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
反

之
我
國
ニ
在
テ
ハ
亊
全
ク
新
面
目
ニ
屬
ス
故
ニ
今
憲
法
ヲ
制
定
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
方
テ
ハ
先
ツ
我
國
ノ
機
軸
ヲ
求
メ
我
國
ノ
機
軸
ハ
何
ナ

リ
ヤ
ト
云
フ
ヿ
ヲ
確
定
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
機
軸
ナ
ク
シ
テ
政
治
ヲ
人
民
ノ
妄
議
ニ
任
ス
時
ハ
政
其
統
紀
ヲ
失
ヒ
國
家
亦
隨
テ
廢
亡
ス

苟
モ
國
家
カ
國
家
ト
シ
テ
生
存
シ
人
民
ヲ
統
治
セ
ン
ト
セ
ハ
冝
ク
深
ク
慮
ツ
テ
以
テ
統
治
ノ
效
用
ヲ
失
ハ
サ
ラ
ン
ヿ
ヲ
期
ス
ヘ
キ
ナ

リ
抑
歐
洲
ニ
於
テ
ハ
憲
法
政
治
ノ　

芽
セ
ル
ヿ
千
餘
年
獨
リ
人
民
ノ
此
制
度
ニ
習
熟
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
又
タ
宗
教
ナ
ル
者
ア
リ
テ
之

カ
機
軸
ヲ
爲
シ
深
ク
人
心
ニ
浸
潤
シ
テ
人
心
此
ニ
歸
一
セ
リ
然
ル
ニ
我
國
ニ
在
テ
ハ
宗
教
ナ
ル
者
其
力
微
弱
ニ
シ
テ
一
モ
國
家
ノ
機

軸
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
佛
教
ハ
一
タ
ヒ
隆
盛
ノ
勢
ヲ
張
リ
上
下
ノ
人
心
ヲ
繋
キ
タ
ル
モ
今
日
ニ
至
テ
ハ
已
ニ
衰
替
ニ
傾
キ
タ
リ
神
道

ハ
祖
宗
ノ
遺
訓
ニ
基
キ
之
ヲ
祖
述
ス
ト
ハ
雖
宗
教
ト
シ
テ
人
心
ヲ
歸
向
セ
シ
ム
ル
ノ
力
ニ
乏
シ
我
國
ニ
在
テ
機
軸
ト
ス
ヘ
キ
ハ
獨
リ

皇
室
ニ
ア
ル
ノ
ミ
是
ヲ
以
テ
此
憲
法
草
案
ニ
於
テ
ハ
專
ラ
意
ヲ
此
點
ニ
用
ヰ
君
権
ヲ
尊
重
シ
テ
成
ル
へ
ク
之
ヲ
束
縛
セ
サ
ラ
ン
コ
ト

ヲ
勉
メ
タ
リ
或
ハ
君
権
甚
タ
強
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
濫
用
ノ
慮
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
フ
モ
ノ
ア
リ
一
應
其
理
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
若
シ

果
シ
テ
之
ア
ル
ト
キ
ハ
宰
相
其
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
或
ハ
其
他
其
濫
用
ヲ
防
ク
ノ
道
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
徒
ニ
濫
用
ヲ
恐
レ
テ
君
権
ノ
區
域
ヲ

狹
縮
セ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
道
理
ナ
キ
ノ
説
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
乃
チ
此
草
案
ニ
於
テ
ハ
君
権
ヲ
機
軸
ト
シ
偏
リ
ニ
之
ヲ
毀
損
セ

サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
敢
テ
彼
ノ
歐
洲
ノ
主
権
分
割
ノ
精
神
ニ
據
ラ
ス
固
ヨ
リ
歐
洲
數
國
ノ
制
度
ニ
於
テ
君
権
民
権
共
同
ス
ル
ト
其
揆

ヲ
異
ニ
セ
リ
是
レ
起
案
ノ
大
綱
ト
ス
。
⋮
⋮
﹂。

　

天
皇
が
お
か
れ
た
の
は
、
引
用
文
中
傍
線
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
生
国
家
日
本
に
﹁
機
軸
﹂
を
た
て
る
た
め
で
あ
っ
た
。



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

三
八

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

三
九
二

（
三
）　

な
ぜ
強
大
な
天
皇
大
権
な
の
か

（
１
）　

米
欧
回
覧
が
教
え
た
こ
と

　

大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
な
ぜ
天
皇
に
強
大
な
大
権
を
与
え
、
一
点
集
中
的
な
権
力
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
を
構
想
し
、
つ
く
り
あ
げ
た
岩
倉
具
視
、
木
戸
孝
允
、
大
久
保
利
通
、

伊
藤
博
文
た
ち
の
米
欧
に
お
け
る
体
験
を
記
録
し
た
久
米
邦
武
﹃
米
欧
回
覧
実
記
﹄
か
ら
、
参
考
に
な
る
箇
所
を
い
く
つ
か
抜
書
き
し
て
み

た
い）
₉₆
（

。
引
用
文
の
あ
と
の
（　

）
は
、﹃
米
欧
回
覧
実
記
﹄
の
巻
数
と
頁
数
で
あ
る）
₉₇
（

。
ル
ビ
は
出
典
に
よ
る
。

︻﹁
万
国
公
法
よ
り
も
力
﹂︼）
₉₈
（

　

１　

ビ
ル
マ
ル
ク
が
岩
倉
た
ち
に
語
っ
た
こ
と
：﹁
方
今
世
界
ノ
各
国
、
ミ
ナ
親
睦
礼
儀
ヲ
以
テ
相
交
ル
ト
ハ
イ
ヘ
ト
モ
、
是
全
ク
表
面

ノ
名
義
ニ
テ
、
其
陰
私
ニ
於
テ
ハ
、
強
弱
相
凌
キ
、
大
小
相
侮
ル
ノ
情
形
ナ
リ
、
⋮
⋮
、
カ
ノ
所い
わ
ゆ謂
ル
公
法
ハ
、
列
国
ノ
権
利
ヲ
保
全
ス
ル

典
常
ト
ハ
イ
ヘ
ト
モ
、
大
国
ノ
利
ヲ
争
フ
ヤ
、
己お
の
れニ

利
ア
レ
ハ
、
公
法
ヲ
執
ヘ
テ
動
カ
サ
ス
、
若
シ
不
利
ナ
レ
ハ
、
翻
ス
ニ
兵
威
ヲ
以
テ
ス
、

固も
と
よリ

常
守
ア
ル
ナ
シ
、
小
国
ハ
孜し

し孜
ト
シ
テ
辞
令
ト
公
理
ト
ヲ
省
顧
シ
、
敢あ
え

テ
越
エ
ス
、
以
テ
自
主
ノ
権
ヲ
保
セ
ン
ト
勉
ム
ル
モ
、
其

簸は
ろ
う
り
ょ
う
ぶ

弄
凌
侮
ノ
政
略
ニ
ア
タ
レ
ハ
、
殆
ト
自
主
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
至
ル
コ
ト
、
毎つ
ね

ニ
之
ア
リ
、
⋮
⋮
、
聞
ク
英
仏
諸
国
ハ
、
海
外
ニ
属
地
ヲ
貪

リ
、
物
産
ヲ
利
シ
、
其
威
力
ヲ
擅
ほ
し
い
ま
ま
ニ
シ
、
諸
国
ミ
ナ
其
所
為
ヲ
憂
苦
ス
ト
、
欧
洲
親
睦
ノ
交
ハ
、
未
タ
信
ヲ
オ
ク
ニ
足
ラ
ス
﹂（
三
巻
三

二
九
～
三
三
〇
頁
）。

　

２　

議
会
で
の
モ
ル
ト
ケ
の
発
言
に
岩
倉
た
ち
は
注
目
し
た
：﹁
⋮
⋮
如か
く
の
ご
と

此
ク
莫
大
ノ
常
備
兵
ヲ
オ
ク
所
以
ハ
﹃
モ
ル
ト
ケ
﹄
氏
議
院
ニ

演
舌
セ
ル
議
ニ
テ
、
現
今
欧
洲
ノ
実
情
ヲ
察
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
ニ
ツ
キ
、
此
ニ
撮さ
つ

略り
ゃ
くシ
テ
記
シ
オ
ク
ベ
シ
、
其
議
ニ
曰
、
政
府
タ
ル
モ
ノ
ハ
、

惟た
だ

倹
約
ノ
ミ
ヲ
主
旨
ト
シ
、
国
債
ヲ
減
シ
、
租
税
ヲ
薄
ク
ス
ル
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
慮
お
も
ん
ぱ
かル
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
歳
入
ノ
額
ハ
、
悉
ク
国
ノ
急
務
ニ
充
テ
、
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国
ノ
権
勢
ヲ
境
外
ニ
振
ハ
ス
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
法
律
、
正
義
、
自
由
ノ
理
ハ
、
国
内
ヲ
保
護
ス
ル
ニ
足
レ
ト
モ
、
境
外
ヲ
保
護

ス
ル
ハ
、
兵
力
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
不
可
ナ
リ
、
万
国
公
法
モ
、
只
国
力
ノ
強
弱
ニ
関
ス
、
局
外
中
立
シ
テ
、
公
法
ノ
ミ
是こ
れ

循じ
ゅ
ん

守し
ゅ

ス
ル
ハ
、
小

国
ノ
事
ナ
リ
、
大
国
ニ
至
テ
ハ
、
国
力
ヲ
以
テ
、
其
権
理
ヲ
達
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
⋮
⋮
﹂（
三
巻
三
四
〇
頁
）。

︻
日
本
は
後
れ
て
い
な
い
︱
︱
ロ
シ
ア
ま
で
の
回
覧
を
ふ
り
か
え
っ
て
︼

　
﹁
米
欧
列
国
ヲ
歴れ
き
へ
い聘

シ
テ
、
深
ク
遐か
す
う陬

ニ
入
リ
シ
ハ
、
露ロ

西シ

亜ヤ

国
ヲ
以
テ
最
ト
ス
、
仏
国
巴パ

黎リ
ー

ヲ
発
セ
シ
ヨ
リ
、
漸
ク
東
ス
ル
ニ
従
ヒ
、

開
化
漸
ク
ニ
浅
ク
、﹃
ボ
ル
チ
ッ
ク
﹄
海
浜
、
及
ヒ
波ポ
ー

蘭レ
ン

ノ
北
ハ
、
漠
野
茫ぼ
う
ぼ
う茫

ト
シ
テ
、
森
林
榛し
ん
し
ん榛

タ
リ
、
約
略
タ
ル
人
家
ノ
其
間
ニ

生せ
い
し
ょ
う嘯
ス
ル
ハ
、
再
ヒ
米メ

利リ

堅ケ
ン

ノ
漠
野
ヲ
回
想
シ
、
地
図
ヲ
開
キ
テ
之
ヲ
検
ス
レ
ハ
、
欧
羅
巴
洲
ノ
大
半
ハ
、
猶な
お

此
様
ノ
景
況
ナ
ル
コ
ト
ヲ

知
ル
、
然
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
則
文
明
ト
呼
ヒ
、
開
化
ト
叫
フ
モ
、
全
地
球
上
ヨ
リ
謂い

ヘ
ハ
、
一
隅
ニ
於
テ
星
大
地
ノ
光
リ
ニ
ス
キ
ス
、
陸
壌
ノ
広
キ
十
ノ

九
ハ
、
猶
荒
廃
ニ
属
セ
ル
ナ
リ
、
露
国
ノ
壌
地
ハ
、
莫
大
ナ
リ
ト
雖
モ
、
多
ク
荒
寒
不
毛
ノ
野
ニ
テ
、
人
棄
テ
我
有
セ
ル
ニ
過
キ
ス
、
西
ニ

向
ヒ
、
欧
洲
列
国
ニ
交
ル
年
尚
浅
シ
、
黽び
ん

勉べ
ん

シ
テ
開
化
ノ
地
位
ニ
達
セ
ル
モ
、
猶
新
進
ノ
青
年
ヲ
以
テ
接
遇
セ
ラ
ル
ニ
過
キ
ス
ト
ナ
リ
、
此

ニ
其
国
勢
ヲ
略
叙
セ
ン
、
⋮
⋮
﹂（
四
巻
二
一
～
二
二
頁
）。

︻﹁
弱
ノ
肉
ハ
、
強
ノ
食
﹂
︱
︱
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
を
み
て
︼

　

１　
﹁﹃
カ
ル
カ
タ
﹄
府
﹂：﹁
此
府
ヨ
リ
輸
出
ノ
産
物
ハ
、
鴉
片
ヲ
魁
ト
ス
、
皆
支
邦
ニ
輸
送
ス
、
支
邦
国
ハ
、
全
地
ノ
民
、
周
年
ノ
労
力

ヲ
傾
ケ
、
此
一
品
ヲ
買
得
テ
、
精
神
ヲ
痳ま

ひ痺
ス
ル
コ
ト
ニ
、
勉
強
ス
ト
謂
フ
ヘ
シ
、
英
国
モ
亦
此
不
祥
ナ
ル
利
益
ヲ
受
ケ
テ
、
自
ヲ
肥
ル
、

豈あ

ニ
文
明
ノ
本
意
ナ
ラ
ン
ヤ
、
⋮
⋮
﹂（
五
巻
二
九
九
頁
）。

　

２　

イ
ン
ド
西
の
﹁
榜ベ
ン

葛ガ

刺ラ

海
航
程
ノ
記
﹂
か
ら
：﹁
弱
ノ
肉
ハ
、
強
ノ
食
、
欧
洲
人
遠
航
ノ
業
起
リ
シ
ヨ
リ
、
熱
帯
ノ
弱
国
、
ミ
ナ
其
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四

争
ヒ
喰
フ
所
ト
ナ
リ
テ
、
其
豊ほ
う

饒じ
ょ
うノ
物
産
ヲ
、
本
洲
ニ
輸
入
ス
、
其
始
メ
西
班
牙
、
葡
萄
牙
、
及
ヒ
荷
蘭
ノ
三
国
、
先
ツ
其
利
ヲ
専
ラ
ニ
セ

シ
ニ
、
土
人
ヲ
遇
ス
ル
暴ぼ
う

慢ま
ん

惨ざ
ん

酷こ
く

ニ
シ
テ
、
苟
い
や
し
くモ
得
ル
ニ
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
、
反
側
数
し
ば
し
ば

生
シ
、
已
ニ
得
テ
又
失
ヒ
、
英
人
因
テ
其
轍
ヲ
サ
ケ
、

寛
容
ヲ
旨
ト
シ
、
先
ン
ス
ル
ニ
教
育
ヲ
以
テ
シ
、
招
撫
柔
遠
ノ
方
ヲ
以
テ
、
今
日
ノ
盛
大
ヲ
致
セ
リ
、
今
郵
船
ニ
ア
リ
テ
、
欧
洲
航
客
ノ
状

ヲ
目
撃
ス
ル
ニ
、
英
人
ノ
夷
人
ニ
遇
ス
ル
、
頗
ル
親
和
ヲ
覚
フ
、
西
、
葡
、
及
ヒ
蘭
ノ
人
ハ
、
概
シ
テ
暴
慢
ナ
リ
、
是
レ
昔
日
ノ
遺
俗
、
今

ニ
習
慣
ト
ナ
リ
テ
、
除
カ
サ
ル
ヲ
徴
ス
ル
ニ
足
ル
、
顧お
も

フ
ニ
属
地
ノ
夷
民
ハ
、
イ
カ
ナ
ル
暴
制
ノ
下
ニ
圧
伏
セ
ラ
ル
ヽ
ヤ
シ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、

之
ヲ
概
ス
ル
ニ
、
馬マ
ル
セ
ー
ル

児
塞
ヨ
リ
郵
船
ニ
上
レ
ハ
、
一
船
ミ
ナ
白は
く

皙せ
き

赤せ
き

髯ぜ
ん

ノ
航
客
ナ
レ
ト
モ
、
亦
欧
洲
本
土
ノ
景
況
ニ
ア
ラ
ス
、
挙
動
麁そ
こ
つ忽
ニ

テ
、
言
語
人
ヲ
侮
慢
シ
、
高
笑
ヲ
発
シ
、
婦
人
ニ
狎な

レ
、
細
故
ヲ
怒
リ
、
暴
言
ヲ
吐
ク
モ
ノ
半
ニ
オ
ル
、
是
ミ
ナ
本
国
ニ
ア
リ
テ
、
小
人
ノ

行
ニ
シ
テ
恥
ル
所
タ
リ
﹂（
五
巻
三
〇
七
頁
）。

︻
ま
だ
、
間
に
あ
う
︱
︱
米
英
回
覧
を
ふ
り
か
え
っ
て
︼

　
﹁
当
今
欧
羅
巴
各
国
、
ミ
ナ
文
明
ヲ
輝
カ
シ
、
富
強
ヲ
極
メ
、
貿
易
盛
ニ
、
工
芸
秀
テ
、
人
民
快
美
ノ
生
理
ニ
、
悦
楽
ヲ
極
ム
、
其
情
況

ヲ
目
撃
ス
レ
ハ
、
是
欧
洲
商
利
ヲ
重
ン
ス
ル
風
俗
ノ
、
此
ヲ
漸
致
セ
ル
所
ニ
テ
、
原
来
此
洲
ノ
固
有
ノ
如
ク
ニ
思
ハ
ル
レ
ト
モ
、
其
実
ハ
然

ラ
ス
、
欧
洲
今
日
ノ
富
庶
ヲ
ミ
ル
ハ
、
一
千
八
百
年
以
後
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
著
シ
ク
此
景
象
ヲ
生
セ
シ
ハ
、
僅
ニ
四
十
年
ニ
ス
キ
サ
ル
ナ
リ
﹂

（
二
巻
六
六
頁
）。

（
２
）　
「
不
平
等
条
約
下
の
（
と
く
に
治
外
法
権
下
の
）
日
本
の
現
実
」

　

三
谷
太
一
郎
は
、
江え

ぎ木
衷ま
こ
との
﹁
憲
政
に
對
す
る
防
長
人
士
の
責
任
﹂
と
題
す
る
講
演
を
典
拠
に
し
て
、
伊
藤
博
文
が
な
ぜ
そ
の
理
想
と

す
る
憲
政
構
想
を
投
げ
捨
て
、﹁
專
制
的
秘
密
政
府
﹂﹁
專
制
的
官
僚
政
府
﹂
や
む
な
し
、
と
断
じ
る
に
い
た
っ
た
か
を
紹
介
し
て
い
る）
₉₉
（

。
江
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木
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
の
憲
政
構
想
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た）
１００
（

。

　
﹁
公
は
此
權
利
自
由
を
有
す
る
國
民
に
し
て
始
め
て
主
張
あ
る
立
憲
的
國
民
た
る
を
得
べ
く
此
立
憲
的
國
民
に
し
て
始
め
て
主
義
あ

る
立
憲
的
政
黨
を
組
織
し
得
べ
く
、
此
立
憲
的
政
黨
あ
り
て
始
め
て
理
想
あ
る
立
憲
的
内
閣
た
る
を
得
べ
き
所
以
を
理
解
し
た
。
故

に
公
は
憲
法
の
制
定
に
先
つ
て
法
治
國
を
形
成
し
、
國
民
に
權
利
自
由
を
與
へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
し
、
其
法
治
國
た
る
に

必
要
な
る
國
家
の
根
本
立
法
を
以
て
地
方
自
治
制
度
陪
審
制
度
及
法
典
編
纂
の
三
大
事
業
に
在
り
と
し
た
﹂。

　

し
か
し
な
が
ら
、
と
江
木
は
い
う
。
当
時
の
﹁
不
平
等
条
約
下
の
（
と
く
に
治
外
法
権
下
の
）
日
本
の
現
実
﹂
を
直
視
し
た
伊
藤
は
、﹁
法

權
の
獨
立
せ
ざ
る
邦
國
に
法
治
國
の
立
て
ら
る
べ
き
理
由
が
な
い
と
斷
じ
た
の
だ
。
法
治
國
を
立
て
得
ざ
る
邦
國
に
憲
法
政
治
の
行
は
る
べ

き
理
由
が
な
い
と
斷
じ
た
の
だ
﹂。
そ
う
﹁
斷
じ
た
﹂
伊
藤
の
﹁
計
畫
は
が
ら
り
と
一
變
し
﹂、﹁
法
治
國
﹂
を
興
す
べ
く
、
西
欧
諸
国
の
﹁
外

交
團
﹂
が
﹁
治
外
法
權
撤
去
の
相
談
相
手
に
な
つ
て
呉
れ
る
﹂
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
西
欧
諸
国
が
未
開
視
し
て
い
た
日
本
に
採
用
し
て
い

た
﹁
舊
式
的
秘
密
の
外
交
方
針
﹂
に
従
い
、
外
に
対
し
て
は
﹁
軟
柔
政
策
﹂
を
採
り
、
内
に
対
し
て
は
﹁
軟
柔
政
策
﹂
遂
行
を
平
坦
な
ら
し

め
る
た
め
に
﹁
强
硬
政
策
﹂
を
採
る
こ
と
に
す
る）
１０１
（

。

　
﹁
歸
す
る
處
當
時
は
專
制
的
秘
密
政
府
に
あ
ら
ざ
れ
ば
外
に
對
し
て
自
由
自
在
の
手
練
手
管
を
施
す
の
餘
地
が
な
い
、
專
制
的
官
僚

政
府
に
あ
ら
ざ
れ
ば
内
に
對
し
て
國
民
の
排
外
　
や
不
平
を
壓
迫
す
る
譯
に
行
か
ぬ
﹂）
１０２
（

。

　

こ
れ
が
、
江
木
の
い
う
、﹁
が
ら
り
と
一
變
﹂
し
た
、
伊
藤
の
計
画
の
な
か
み
で
あ
る
。
三
谷
は
、
こ
の
な
か
み
を
次
の
よ
う
に
わ
か
り
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六

や
す
く
要
約
し
て
い
る
。﹁
法
権
の
回
復
を
か
ち
と
る
た
め
に
は
、
欧
米
各
国
の
信
用
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は

何
よ
り
も
政
府
が
強
力
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
対
内
的
に
強
力
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
政
府
は
た
と
え
国
民
の
権
利

自
由
を
犠
牲
に
し
て
も
、
政
府
自
身
の
自
由
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
不
平
等
条
約
改
正
の
た
め
に
は
、
む
し
ろ
内
に
対
し

て
は
専
制
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
江
木
に
よ
れ
ば
、
以
上
が
伊
藤
が
最
終
的
に
到
達
し
た
結
論
で
あ
っ
た
﹂）
１０３
（

。

　
﹁
憲
政
に
対
す
る
防
長
人
士
の
責
任
﹂
と
い
う
講
演
が
行
わ
れ
た
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
日
独
開
戦
に
関
係
し
て
﹁
兩
三
年
來
此

戰
亂
﹂（
一
〇
一
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
講
演
が
行
わ
れ
た
の
は
、
大
一
九
一
六

正
五
年
以
降
、
本
講
演
が
単
行
本
で
出
版
さ
れ
た

大
一
九
一
七

正
六
年
三
月
以
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
江
木
が
こ
の
講
演
で
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
伊
藤
が
苦
渋
の
決
断
の
は
て
に
放
擲
し
た

﹁
理
想
の
憲
政
﹂
を
実
現
す
る
機
は
い
ま
や
熟
し
て
い
る
の
に
、﹁
治
外
法
權
の
變
則
時
代
を
其
儘
之
を
今
日
に
襲
踏
し
て
益
々
其
方
向
に
向

つ
て
進
行
し
つ
ゝ
あ
る
﹂、
こ
の
よ
う
な
時
に
あ
っ
て
、﹁
王
政
復
古
の
策
源
地
た
り
し
防
長
二
州
は
我
文
明
の
中
心
と
し
て
當
然
憲
法
政
治

の
策
源
地
た
る
べ
き
で
あ
る
﹂、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
１０４
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
江
木
の
講
演
の
意
図
は
伊
藤
博
文
の
憲
法
政
治
観
の
客
観
的
認
識
に
は
な
く
、
伊
藤
の
い
う
﹁
理
想
の
憲
政
﹂
に
仮
託
し

て
い
ま
ま
さ
に
取
り
く
む
べ
き
実
践
的
課
題
を
聴
衆
に
突
き
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
伊
藤
の
論
の
一
面
が
強

調
さ
れ
て
い
た
り
美
化
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
現
在
の
私
に
は
こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
能
力
は
な
い
。
た
だ
、
い
え
る
こ

と
は
、﹁
不
平
等
条
約
下
の
（
と
く
に
治
外
法
権
下
の
）
日
本
の
現
実
﹂
を
抜
き
に
し
て
は
、
な
ぜ
強
大
な
天
皇
大
権
な
の
か
の
答
え
に
た

ど
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）　
「
君
権
ヲ
機
軸
ト
シ
偏
リ
ニ
之
ヲ
毀
損
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
」

　

先
に
紹
介
し
た
﹁
憲
法
原
案
起
草
の
大
意
の
説
明
﹂
の
な
か
で
、
伊
藤
博
文
は
、﹁
君
権
ヲ
機
軸
ト
シ
偏
リ
ニ
之
ヲ
毀
損
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
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七

ヲ
期
シ
敢
テ
彼
ノ
歐
洲
ノ
主
権
分
割
ノ
精
神
ニ
據
ラ
ス
﹂、
と
述
べ
て
い
る
。
強
大
な
天
皇
大
権
が
、
東
洋
の
新
生
君
主
国
大
日
本
帝
国
の

君
主
に
ふ
さ
わ
し
い
威
厳
と
重
み
を
与
え
る
た
め
の
も
の
、
と
い
う
意
味
合
い
も
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

　
﹁
憲
法
原
案
起
草
の
大
意
の
説
明
﹂
の
な
か
で
、
伊
藤
は
、﹁
君
権
甚
タ
強
大
ナ
ル
ト
キ
ハ
濫
用
ノ
慮
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
フ
モ
ノ
ア
リ
一

應
其
理
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
モ
若
シ
果
シ
テ
之
ア
ル
ト
キ
ハ
宰
相
其
責
ニ
任
ス
ヘ
シ
或
ハ
其
他
其
濫
用
ヲ
防
ク
ノ
道
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
﹂、
と

述
べ
て
い
る
。
伊
藤
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
天
皇
大
権
行
使
に
対
す
る
大
臣
の
﹁
輔
弼
﹂﹁
副
署
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
美
濃
部

達
吉
﹃
憲
法
講
話　

全
﹄
有
斐
閣
書
房
（
明
治
四
五
年
）
か
ら
関
係
す
る
と
こ
ろ
を
以
下
引
用
し
て
お
く
。

　
﹁
立
憲
國
に
於
て
は
天
皇
の
國
務
上
の
行
爲
は
必
ず
大
臣
の
輔
弼
に
依
ら
な
け
れ
ば
法
律
上
の
効
力
を
生
じ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
﹂

（
一
二
九
頁
）。
／
﹁
國
家
政
務
の
重
要
な
る
事
抦
は
、
何
れ
も
先
づ
内
閣
で
相
談
を
し
て
、
其
協
議
の
結
果
に
依
つ
て
御
裁
可
が
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
國
家
の
政
務
は
一
と
し
て
、
陛
下
御
自
身
の
獨
裁
に
な
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
﹂（
一
三
一
頁
）。
／
﹁
天

皇
の
國
務
上
の
行
爲
に
は
、
常
に
國
務
大
臣
の
輔
弼
を
要
す
る
の
結
果
と
致
し
て
、
法
律
、
勅
令
、
條
約
其
の
外
總
て
國
務
上
の
詔

勅
に
は
必
ず
國
務
大
臣
の
副
署
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
﹂（
一
三
三
頁
）。
／
﹁
大
臣
責
任
の
理
由
と
す
る
所
は
極
め
て

單
純
で
あ
り
ま
し
て
、
唯
國
務
大
臣
は
君
主
を
輔
弼
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
其
の
輔
弼
し
た
こ
と
に
付
い
て
、
責
に
任
ず
る
の
で
あ

り
ま
す
。
天
皇
の
國
務
上
の
行
爲
は
國
務
大
臣
の
輔
弼
が
な
け
れ
ば
、
國
務
上
の
行
爲
た
る
効
力
を
生
じ
な
い
、
即
ち
國
務
大
臣
が

同
意
を
し
な
け
れ
ば
行
は
る
ゝ
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
國
務
大
臣
は
其
の
同
意
を
し
た
こ
と
に
付
い
て
責
に
任
ず

る
の
で
あ
り
ま
す
﹂（
一
三
五
～
一
三
六
頁
）。
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（
四
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
に
係
る
「
告
文
」

（
１
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
の
個
性
を
伝
え
る
も
の

　

安
倍
晋
三
﹃
美
し
い
国
へ
﹄）
１０５
（

の
な
か
に
、
次
の
記
述
が
あ
る
。﹁
日
本
の
歴
史
は
、
天
皇
を
縦
糸
に
し
て
織
ら
れ
て
き
た
長
大
な
タ
ペ
ス

ト
リ
ー
だ
と
い
っ
た
。
日
本
の
国
柄
を
あ
ら
わ
す
根
幹
が
天
皇
制
で
あ
る
﹂（
一
〇
一
頁
）。
安
倍
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
見
方
は
、
自
由
民

主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂
の
﹁
前
文
﹂
中
の
﹁
日
本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
、
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を

戴
い
た
だく
国
家
で
あ
っ
て
⋮
⋮
﹂
に
つ
な
が
る
よ
う
に
お
も
う
（
ル
ビ
は
出
典
に
よ
る
）。

　

安
倍
の
い
う
﹁
国
柄
﹂
を
別
の
言
葉
で
い
う
と
、
そ
れ
は
、
戦
前
の
日
本
で
は
決
め
手
の
言
葉
で
あ
っ
た
國
體
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
、
安
倍
の
い
う
﹁
国
柄
﹂
と
は
戦
前
の
國
體
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
、
な
ど
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
私
が
い
い
た
い
の
は
、
戦
後
あ
ま
り
に
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
國
體
に
つ
い
て
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
で
、
安
倍
の
歴
史

観
や
自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂
お
よ
び
そ
の
﹁
前
文
﹂
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
日
本
近
現
代
の
歴
史
の
な
か
に
み
え
て
く
る

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
古
来
の
國
體
、
す
な
わ
ち
﹁
諸
事
神
武
創
業
ノ
始
ニ
原
も
と
づ﹂

く
こ
と
を
宣
言
し
た
の
は
、﹁
王
政
復
古
の
大
号
令
﹂（
慶
一
八
六
七

応
三
年
）
で
あ

る
。
そ
し
て
、
日
本
古
来
の
國
體
は
、
法
律
の
世
界
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
係
る
﹁
告
文
﹂
︱
︱
祖
先
の
天
皇
た
ち
に
対
す
る
現
天
皇

の
報
告
︱
︱
に
お
い
て
（
巻
末
の
資
料
を
参
照
）、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
具
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
告
文
﹂
は
、
大
日
本

帝
国
憲
法
の
個
性
を
も
っ
と
も
よ
く
伝
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
そ
の
個
性
を
凝
縮
し
て
表
現
し
て
い
る
の
が
、﹁
告
文
﹂

冒
頭
の
﹁
皇
朕
レ
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
承
継
シ
⋮
⋮
﹂
で
あ
る
。
第
一
条
﹁
大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統

治
ス
﹂
は
、﹁
告
文
﹂
の
こ
の
箇
所
を
条
文
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
条
は
﹁
惟
神
ノ
宝
祚
﹂
の
承
継
手
続
に
係
る
条
文
で
あ
る）
１０６
（

。
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（
２
）　
「
告
文
」
の
核
心
―
―
「
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
承
継
シ
」

　

私
は
、同
志
社
大
学
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
で
二
〇
〇
四
年
以
来
担
当
し
て
い
る
科
目
に
奥
村
郁
三
先
生
（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
毎
年
お
招
き
し
、
一
五
回
の
講
義
の
う
ち
六
～
七
回
、
ご
一
緒
に
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、

奥
村
先
生
が
学
生
に
配
布
さ
れ
た
資
料
の
一
つ
が
、﹁
告
文
﹂を
正
し
く
読
み
解
く
た
め
の
語
義
一
覧
で
あ
る
。
奥
村
先
生
の
お
許
し
を
え
て
、

こ
こ
で
、
そ
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
引
用
文
中
の
注
記
も
傍
線
も
、
奥
村
先
生
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

１　
「
天
壌
無
窮
」：﹁
壌
﹂
は
地
。
天
地
と
と
も
に
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
を
い
う
。﹁
天
壌
無
窮
﹂
は
、﹃
日
本
書
紀
﹄
巻
二
、
神
代
紀
下
、

﹁
一
書
﹂
の
中
の
天
孫
降
臨
神
話
で
天
照
大
神
が
皇
孫
（
瓊
瓊
杵
尊
︽
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
︾）
に
与
え
た
命
が
あ
り
、
こ
れ
を
﹁
神
勅
﹂）
１０７
（

と
い

う
。
天
壌
無
窮
は
こ
の
神
勅
か
ら
採
っ
た
語
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
単
に
語
句
の
出
典
に
止
ま
ら
ず
、﹁
告
文
﹂
作
成
に
あ
た
っ
て
指
導
理

念
を
﹁
神
勅
﹂
に
求
め
た
。
天
壌
無
窮
と
い
う
用
語
は
、
次
の
３
惟
神
、
と
４
寶
祚
と
あ
い
ま
っ
て
、
憲
法
公
布
に
際
し
﹁
萬
世
一
系
ノ
天

皇
﹂
と
そ
の
﹁
統
治
﹂
と
い
う
理
念
を
込
め
た
も
の
。
そ
れ
が
法
上
具
体
化
さ
れ
る
と
、
皇
室
典
範
前
文
、
及
び
帝
国
憲
法
第
一
条
に
な
る
。

現
憲
法
第
二
条
、
現
皇
室
典
範
第
一
条
も
﹁
万
世
一
系
﹂
と
は
表
現
し
な
い
が
﹁
万
世
一
系
﹂
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

終
戦
の
詔
勅
に
も
﹁
朕
ハ
茲
ニ
国
体
ヲ
護
持
シ
得
テ
﹂
あ
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
憲
法
で
は
天
皇
の
地
位
は
﹁
主
権
の
存

す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
く
﹂
と
し
た
。
な
お
明
治
憲
法
上
の
天
皇
の
統
治
機
能
は
江
戸
時
代
と
は
違
う
が
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
。

　

２
「
宏
謨
」：
大
き
な
は
か
り
ご
と
。﹁
宏
﹂
は
ひ
ろ
い
、
お
お
き
い
。﹁
謨
﹂
は
謀
、
は
か
り
ご
と
。

　

３
「
惟
神
」：
日
本
書
紀
の
古
訓
以
来﹁
か
む
な
が
ら
﹂と
読
ま
せ
る
。﹁
神
の
道
の
ま
ま
に
﹂の
意
。﹃
日
本
書
紀
﹄孝
徳
天
皇
大
化
三（
六

四
七
）
年
の
記
事
に
﹁
詔
曰
、
惟
神
我
子
応
治
故
寄
。
是
以
与
天
地
初
、
君
臨
之
国
也
。
⋮
⋮
。﹂
と
あ
る
。

　

訳
（
古
訓
）：﹁
詔
し
て
曰
わ
く
、
か
む
な
が
ら
︽
惟
神
︾
も
我
が
子
し
ら
︽
治
︾
さ
ん
と
こ
と
よ
さ
︽
故
寄
︾
せ
き
﹂。
こ
の
﹁
惟
神
﹂

の
語
に
は
原
注
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
に
は
、﹁
惟
神
者
謂
随
神
道
、
亦
謂
自
有
神
道
﹂
と
あ
る
。
訳
せ
ば
、
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﹁﹃
惟
神
﹄
と
は
﹃
神
の
道
に
随
う
﹄（︽﹁
神
道
﹂
に
随
う
、
で
は
な
い
︽
本
居
宣
長
︾。﹃
随
﹄
は
神
の
道
の
ま
ま
に
の
意
︾）
こ
と

を
い
う
。
ま
た
お
の
ず
か
ら
神
の
道
あ
る
を
謂
う
。﹂

と
語
の
定
義
を
し
て
い
る
。﹁
惟
神
﹂
の
﹁
惟
﹂
に
直
接
的
に
﹁
随
﹂
の
意
を
求
め
る
の
は
難
し
い
が
、
何
よ
り
こ
と
さ
ら
本
文
に
注
が
付

け
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
当
然
、
注
に
従
う
の
が
第
一
で
あ
る
。

　

本
居
宣
長
は
古
事
記
伝
総
論
部
（
巻
一
）
で
、
こ
の
日
本
書
紀
の
原
注
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
意
は
﹁
天
皇
が
統
治
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
神
代
か
ら
の
こ
と
を
そ
の
ま
ま
（﹁
さ
か
し
ら
を
加
へ
給
は
ず
﹂）
行
な
っ
て
い
れ
ば
、
神
の
道
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
中
に
あ
る
。

だ
か
ら
﹁
現
御
神
︽
ア
キ
ツ
ミ
カ
ミ
︾
と
大
八
州
︽
オ
オ
ヤ
シ
マ
︾
の
国
し
ろ
し
め
す
﹂
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
が
、
天
皇
の
ま
つ
り
ご

と
は
（
神
代
の
ま
ま
だ
か
ら
。
さ
か
し
ら
を
加
え
て
い
な
い
か
ら
）、と
り
も
な
お
さ
ず
神
の
ま
つ
り
ご
と
だ
、こ
れ
が
﹁
惟
神
﹂
の
意
味
だ
﹂

と
い
っ
て
い
る（
以
上
は
宣
長
に
よ
る
語
釈
で
あ
る
。
念
の
た
め
）。
宣
長
の
思
想
と
、明
治
維
新
と
そ
の
後
の
政
治
思
想
と
は
違
う
の
だ
が
、

﹁
惟
神
（
か
む
な
が
ら
）
の
統
治
﹂
は
、
明
治
憲
法
の
天
皇
の
地
位
と
天
皇
統
治
の
理
念
を
形
成
し
た
根
本
で
あ
る
。

　

で
は
﹁
惟
神
﹂
の
﹁
神
﹂
な
る
語
は
、ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
を
詰
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
（
威
霊
、神
霊
に
も
関
係
）。
語
義
（
概
念
）

も
無
論
だ
と
し
て
、
必
然
的
に
問
題
は
日
本
の
固
有
の
信
仰
と
し
て
の
﹁
神
道
﹂）
１０８
（

に
及
ぶ
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
だ
が
﹁
神
道
﹂

は
、
天
皇
制
並
び
に
明
治
の
政
治
思
想
に
と
っ
て
、
避
け
て
通
れ
ぬ
問
題
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
的
・
学
術
的
に
は
、
天
皇
家
と
固
有
の
信
仰

た
る
﹁
神
﹂
の
問
題
、
半
永
久
的
に
続
い
て
い
る
天
皇
制
の
問
題
な
ど
が
絡
む
し
、
明
治
以
降
は
、
所
謂
﹁
国
家
神
道
﹂
の
問
題
、
い
わ
ゆ

る
靖
国
神
社
問
題
、
な
ど
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

４
「
寶
祚
《
ホ
ウ
ソ
》」：
天
子
の
位
、皇
位
。﹁
宝
﹂
は
天
子
の
こ
と
い
う
接
頭
語
。
重
い
、大
切
な
、の
意
。﹁
祚
︽
ソ
︾﹂
は
天
子
の
位
。
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〇
一

﹁
神
勅
﹂
に
見
え
る
。

（
３
）　

奥
村
郁
三
「『
告
文
』
の
読
み
に
つ
い
て
」
の
紹
介

【
一　

文
書
の
表
記
に
つ
い
て
】

　

全
体
を
見
る
と
、
す
ぐ
目
に
つ
く
の
は
、
文
章
の
段
落
で
は
な
い
の
に
﹁
皇
祖
﹂﹁
皇
宗
﹂﹁
皇
考
﹂
の
語
が
改
行
さ
れ
て
行
の
冒
頭
に
き

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
﹁
平へ
い

出し
ゅ
つ

﹂
と
い
う
文
章
の
表
記
形
式
の
一
つ
で
、
天
子
に
関
係
す
る
一
定
の
用
語
に
、
用
語
を
さ

ら
に
超
え
て
敬
意
を
こ
め
る
文
章
表
記
上
の
形
式
が
あ
る
。
日
本
古
代
﹁
養
老
令
﹂
の
中
の
﹁
公
式
令
﹂︽
ク
シ
キ
リ
ョ
ウ
︾
を
見
る
と
、

そ
の
内
の
一
つ
に
﹁
平
出
﹂
な
る
も
の
が
あ
る
。
他
に
も
、
一
定
の
文
字
の
上
を
一
字
空
挌
に
す
る
﹁
欠
字
﹂
が
あ
る
。
中
国
で
は
漢
字
の

最
後
の
一
画
を
外
す
﹁
欠
画
﹂
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
正
式
の
公
文
書
に
は
、こ
の
表
記
形
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
制
度
は
、

後
世
に
引
き
継
が
れ
る
が
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
文
書
形
式
は
、
形
式
で
あ
る
か
ら
と
無
視
さ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
特
に
憲
法
に
関
わ
る
﹁
告
文
﹂
は
最
高
の
公
文
書
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
表
記
形
式
は
文
章
の
主
体
、
書
き
手
の
意
思
の
表
現
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
表
記
形
式
自
体
が
内
容
の
把
握
・

理
解
の
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
中
国
唐
代
に
表
記
上
の
制
度
と
化
し
、
書
式
に
な
っ
て
形
式
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

明
治
初
年
或
い
は
旧
幕
時
代
に
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
い
な
い
。
旧
中
国
で
は
、
明
、
清
で
は
も

っ
と
煩
瑣
で
あ
る
。

【
二　
「
告
文
」
の
文
体
】

　
﹁
告
文
﹂
の
文
体
は
、漢
文
訓
読
調
の
文
体
即
ち
﹁
訓
読
語
﹂
な
る
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
祝
詞
（
延
喜
式
）
や
宣
命
体
の
表
現
（
和

文
で
す
べ
て
を
漢
字
で
表
記
す
る
）
を
と
っ
て
い
な
い
。
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ま
た
、
明
治
の
﹁
憲
法
発
布
勅
語
﹂、﹁
教
育
に
関
す
る
勅
語
（
教
育
勅
語
）﹂、
も
同
じ
で
あ
る
。
昭
和
に
入
っ
て
は
﹁
開
戦
の
詔
書
（
昭

和
十
六
年
）﹂﹁
終
戦
の
詔
書
（
昭
和
二
十
年
）﹂
の
勅
語
の
文
体
も
同
じ
漢
文
訓
読
調
の
﹁
訓
読
語
﹂
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
参
考
に
す
べ

き
で
あ
る
。

【
三　
「
告
文
」（「
訓
読
語
」）
使
用
の
「
漢
字
」
を
読
む
基
本
原
則
】

　

１
〔「
訓
読
語
」
は
、
体
言
を
「
漢
音
」
で
読
む
。（「
呉
音
」
が
混
入
す
る
こ
と
が
あ
る
）〕
漢
字
の
﹁
音
（
発
音
）﹂
に
は
﹁
漢
音
﹂﹁
呉

音
﹂﹁
唐
音
（
宋
・
元
以
降
の
中
国
の
江
南
地
方
の
音
）﹂
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
導
入
さ
れ
た
時
期
で
違
い
が
あ
っ
て
、
仏
教
の
経
典
な

ど
に
﹁
呉
音
﹂
が
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
平
安
末
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
、﹁
漢
音
﹂
が
基
本
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
種
々
の
音
が

複
合
的
に
入
り
交
じ
っ
て
日
本
語
と
し
て
使
用
さ
れ
、
国
語
表
現
を
形
成
し
て
、
豊
か
な
国
語
を
作
り
上
げ
た
。
反
面
、
現
在
の
我
々
か
ら

見
て
読
み
方
を
決
め
に
く
い
語
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
明
治
初
期
の
告
文
・
憲
法
発
布
勅
語
・
教
育
勅
語
、
は
全
て
﹁
漢
音
﹂
で
読
ん
で
い
る
。﹁
告
文
﹂
の
み
が
別
の

文
体
で
は
な
い
。

　

２
〔「
訓
読
語
」
は
、
用
言
を
「
訓
」
で
読
む
〕
明
治
憲
法
公
布
後
間
も
な
い
頃
の
読
み
は
、
右
の
１
の
基
本
原
則
に
依
っ
て
﹁
告
文
﹂

を
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
と
読
ん
で
い
る
。
今
村
長
善
﹃
帝
国
憲
法
解
﹄（
明
治
二
十
二
年
）、
松
本
仁
吉
﹃
日
本
憲
法
註
釈
：
各
国
憲
法
参
照
﹄（
明

治
二
十
二
年
）、
大
隈
重
信
﹃
立
憲
国
民
訓
﹄（
大
正
三
年
）。

　

３
﹁
訓
読
語
﹂
は
国
語
で
あ
る
か
ら
体
言
を
﹁
和
訓
﹂（
和
語
を
漢
字
・
漢
語
に
当
て
て
読
む
）
で
読
ま
せ
る
の
が
よ
い
場
合
が
あ
る
。

例
え
ば
﹁
盟
神
探
湯
﹂
は
漢
字
四
字
の
熟
語
（
名
詞
句
）
で
あ
る
が
、
こ
の
四
字
は
漢
語
に
な
い
熟
語
で
あ
る
。﹁
く
が
た
ち
﹂
と
い
う
和

語
の
内
容
に
漢
字
を
当
て
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。﹁
告
文
﹂
で
同
様
の
例
は
次
の
︻
四
︼
の
﹁
皇
朕
﹂﹁
惟
神
﹂
の
二
語
で
あ
る
。
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【
四　
「
告
文
」
中
の
特
殊
な
二
語
の
読
み
（
三
の
３
）】

１
〔「
皇
朕
」（
す
め
ら
わ
れ
）〕﹁
皇
朕
レ
⋮
⋮
白
さ
く
﹂
と
あ
っ
て
、﹁
皇
朕
﹂
の
二
字
で
主
語
句
（
名
詞
句
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
﹁
皇

朕
レ
﹂
と
﹁
レ
﹂
と
表
記
し
て
い
る
か
ら
、原
文
自
体
が
﹁
こ
う
ち
ん
﹂
と
音
読
さ
せ
な
い
で
﹁
わ
れ
﹂
と
和
訓
で
読
ま
せ
た
に
違
い
な
い
。

﹁
レ
﹂
が
な
け
れ
ば
﹁
訓
読
語
﹂
で
は
﹁
こ
う
ち
ん
﹂
で
よ
い
。

　

ま
た
意
味
か
ら
す
れ
ば
﹁
皇
朕
﹂
で
﹁
わ
れ
﹂
と
訓
読
し
て
も
よ
い
。﹁
朕
﹂
一
字
で
も
天
子
の
一
人
称
で
﹁
わ
れ
﹂
で
あ
る
が
、
た
だ
、

﹁
皇
﹂
字
を
付
し
て
絶
対
敬
語
を
作
っ
て
い
る
。
か
つ
漢
語
に
は
か
よ
う
な
表
現
は
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
二
字
の
名
詞
句
を
ど
う
訓
読
す

る
か
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
憲
法
発
布
の
当
時
、
天
皇
が
﹁
告
文
﹂
を
ど
う
読
み
上
げ
た
か
が
分
か
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
が
、
そ
れ

が
分
か
ら
な
い
以
上
、
な
ん
と
か
﹁
訓
読
語
﹂
で
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
﹁
皇
朕
﹂
の
国
語
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
の
形
の
前
例
は
知
ら
な
い
の
だ
が
、
万
葉
集
に
﹁
天
皇
朕
宇
頭
乃
御
手
以
⋮
⋮
﹂
を
﹁
ス
メ
ラ
ワ

レ
ウ
ズ
ノ
ミ
テ
モ
チ
⋮
⋮
﹂（
歌
謡
番
号
九
七
三
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
﹁
天
皇
朕
﹂
は
名
詞
句
で
あ
り
﹁
天
皇
﹂
と
﹁
朕
﹂
と
は
切

り
離
せ
な
い
。﹁
皇
朕
﹂
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
意
味
の
上
か
ら
も
﹁
天
皇
﹂
は
告
文
の
﹁
皇
﹂
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。﹁
皇
﹂
一
字
で
﹁
天

子
﹂（
即
ち
日
本
で
は
﹁
天
皇
﹂）
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
養
老
儀
制
令
を
み
る
と
、
祭
祀
で
神
に
告
げ
る
文
中
で
は
、
天
皇
・
皇
帝
・
陛
下
な
ど
の
語
を
使
用

せ
ず
﹁
天
子
﹂
と
表
記
す
る
が
、﹃
令
義
解
﹄
で
は
表
記
上
﹁
天
子
﹂
と
記
し
、
漢
音
で
は
な
く
﹁
須
明
楽
美
御
特
﹂（﹁
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
﹂）

と
読
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、﹁
皇
朕
﹂
な
る
名
詞
句
は
日
本
固
有
の
表
現
で
あ
る
か
ら
﹁
す
め
ら
わ
れ
﹂
と
読
む
の

が
妥
当
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
初
期
の
今
村
、
松
本
、
大
隈
各
氏
は
﹁
皇
朕
﹂
を
﹁
こ
う
わ
れ
﹂
と
し
て
、
一
見
﹁
訓
読
語
﹂
に
忠
実
だ
と
も
見
え
る
が
、

﹁
皇
﹂
は
音
読
、﹁
朕
﹂
は
和
訓
で
あ
っ
て
、﹁
皇
﹂
と
﹁
朕
﹂
を
分
離
し
て
い
る
。﹁
皇
朕
﹂
が
分
離
出
来
な
い
名
詞
句
で
あ
る
こ
と
は
右
に
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の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
﹁
告
文
﹂
で
後
出
の
﹁
皇
祖
﹂﹁
皇
宗
﹂﹁
皇
考
﹂
は
﹁
す
め
ら
み
お
や
﹂
な
ど
と
和
訓
で
き
る
が
漢
音
で
読
む
。
強
い
て
和
訓
す
れ
ば
三

語
と
も
﹁
す
め
ら
み
お
や
﹂
で
区
別
が
つ
か
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
三
語
は
漢
語
に
あ
る
普
通
の
用
語
で
、
和
訓
し
な
く
て
も
﹁
漢
音
﹂
で
読

ん
で
十
分
訓
読
語
、
つ
ま
り
日
本
語
と
し
て
通
用
す
る
。
だ
か
ら
基
本
通
り
（
三
の
１
）
通
常
の
﹁
訓
読
語
﹂
で
扱
え
ば
よ
い
。
あ
く
ま
で

﹁
皇
朕
﹂
は
﹁
告
文
﹂
に
だ
け
見
え
る
特
別
な
用
語
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２
〔「
惟
神
」（
か
む
な
が
ら
）〕
ゐ
し
ん
、ゆ
ゐ
し
ん
、ユ
ヰ
シ
ン
、こ
れ
か
み
な
ど
と
読
む
者
も
い
る
。
音
読
み
す
れ
ば
﹁
い
し
ん
﹂（﹁
惟
﹂

の
字
は
本
来
ワ
行
の
ヰ
、
或
い
は
ユ
ヰ
で
。
現
在
は
ワ
行
の
ヰ
は
用
い
ら
れ
ず
、
イ
で
よ
い
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
音
読
み
で
は
意
が

通
ら
な
い
。﹁
惟
神
﹂
の
語
の
典
拠
は
日
本
書
紀
（
大
化
三
年
）
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
て
、書
紀
の
古
訓
は
﹁
和
訓
﹂
し
て
﹁
カ
ム
ナ
ガ
ラ
﹂

と
読
ま
せ
て
い
る
（
祝
詞
、
万
葉
も
）。
こ
の
二
字
の
漢
字
熟
語
は
漢
語
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
﹁
か
む
な
が
ら
﹂
な
る
和
語

は
漢
語
表
現
が
難
し
い
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
に
日
本
書
紀
に
は
原
註
を
つ
け
て
わ
ざ
わ
ざ
意
味
の
定
義
を
し
て
い
る
（
江
戸
時
代
、
川
村

秀
根
﹃
日
本
書
紀
集
解
﹄
の
よ
う
に
後
に
原
文
に
付
加
さ
れ
た
註
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
註
で
な
く
て
も
註
を
付

加
し
た
こ
と
自
体
が
﹁
惟
神
﹂
が
難
し
い
語
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
）。
本
居
宣
長
も
古
事
記
伝
中
で
無
論
﹁
惟
神
﹂
を
﹁
か
む
な
が
ら
﹂

と
し
て
い
る
。﹁
か
む
な
が
ら
﹂
は
由
緒
正
し
い
和
語
で
あ
る
。

　
﹁
蘆
原
の
瑞
穂
の
国
は
神
な
が
ら
（
原
文
﹁
神
在
随
﹂）
言
挙
せ
ぬ
国
（
云
々
）﹂　
（
万
葉
集
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌
。
歌
謡
番
号
三
二

五
三
）
／
﹁
高
天
原
尓
始
志
事
乎
。
神
奈
我
良
毛
（
か
む
な
が
ら
）
所
知
食
氐
（
云
々
）﹂（
延
喜
式
祝
詞
﹁
遷
却
崇
神
﹂）

　

か
か
る
次
第
で
特
異
な
表
現
で
あ
る
か
ら
﹁
か
む
な
が
ら
﹂
と
和
訓
を
施
す
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
先
の
松
本
、
今
村
、
大
隈
の
読
み
は
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﹁
ゐ
し
ん
﹂
と
し
、
一
見
﹁
訓
読
語
﹂
に
忠
実
な
読
み
の
よ
う
に
見
え
る
が
﹁
訓
読
語
﹂
に
な
ら
な
い
。
即
ち
音
読
み
で
は
正
確
に
意
味
が

表
現
出
来
な
い
。
漢
語
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

読
み
方
で
﹁
惟
神
﹂（
こ
れ
か
み
）
な
ど
と
読
む
の
は
、
誰
か
知
ら
ぬ
が
、
理
解
不
能
の
読
み
で
あ
る
。﹁
惟
﹂
の
字
は
助
字
の
﹁
發
語
の

辞
﹂
と
し
て
使
用
す
る
際
は
﹁
こ
れ
﹂
と
訓
ず
る
が
、
こ
こ
は
發
語
の
辞
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
告
文
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
有
名
な
言
葉
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。

【
五　

そ
の
他
の
用
語
の
読
み
】　

※
用
語
に
続
く
（　

）
の
な
か
は
近
年
行
わ
れ
て
い
る
読
み
方
の
例

　

１　
「
告
文
」（
こ
く
ぶ
ん
）、
御
告
文
（
お
こ
う
ぶ
ん
）、
近
年
は
﹁
こ
う
も
ん
﹂
と
読
む
こ
と
が
多
い
（
何
時
か
ら
誰
が
読
ん
だ
か
は
知

ら
な
い
。
先
の
︻
三
の
２
︼
に
挙
げ
た
憲
法
公
布
直
後
の
三
種
の
読
み
が
、
い
つ
か
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）。

　

ま
ず
﹁
告
﹂
と
﹁
文
﹂
と
を
一
字
毎
に
分
解
す
れ
ば
、﹁
告
﹂
に
﹁
こ
う
﹂﹁
こ
く
（
慣
用
）﹂
の
二
つ
の
漢
音
が
あ
る
か
ら
、﹁
こ
う
﹂
が

間
違
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
﹃
康
煕
字
典
﹄
に
よ
る
と
、﹁
経
﹂（﹁
五
経
﹂
の
正
文
）
や
﹁
伝
﹂（
漢
・
晋
の
五
経
の
古
註
釈
、

権
威
は
無
上
）
で
は
﹁
告
﹂
は
﹁
谷
﹂
の
音
、
即
ち
﹁
こ
く
﹂
と
読
む
と
朱
子
は
言
っ
て
い
る
、
と
説
く
。﹁
経
・
伝
﹂
の
読
み
が
こ
う
で

あ
る
か
ら
に
は
﹁
こ
く
﹂
が
慣
用
で
、
正
規
の
読
み
で
な
い
、
な
ど
と
は
言
え
な
い
。
事
実
、
諸
橋
氏
﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
な
ど
で
も
﹁
経
・

伝
﹂
の
み
な
ら
ず
、
二
字
熟
語
で
﹁
こ
う
﹂
と
す
る
の
は
皆
無
で
、
す
べ
て
﹁
こ
く
﹂
と
よ
ん
で
い
る
。

　

一
方
﹁
文
﹂
も
﹁
ぶ
ん
﹂
と
﹁
も
ん
﹂
の
二
つ
の
音
が
あ
る
。﹁
ぶ
ん
﹂
は
漢
音
、﹁
も
ん
﹂
は
呉
音
で
あ
る
。
前
記
︻
三
の
１
︼
に
よ
っ

て
﹁
ぶ
ん
﹂
と
漢
音
で
読
む
の
が
よ
い
。

　

な
お
、﹁
御
告
文
（
お
こ
う
ぶ
ん
）﹂
な
ど
は
原
文
に
﹁
御
﹂
と
い
ら
ざ
る
語
を
付
け
加
え
て
い
る
。﹁
御
﹂
の
字
を
除
い
て
言
え
ば
﹁
告
文
﹂

を
﹁
こ
う
ぶ
ん
﹂
と
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
性
質
を
持
つ
が
、
上
述
の
﹃
康
煕
字
典
﹄
や
他
の
熟
語
の
よ

み
か
ら
し
て
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
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以
上
の
結
果
、﹁
告
文
﹂
は
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
法
律
学
で
﹁
こ
う
も
ん
﹂
が
定
着
し
て
そ
の
理
由
が

あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
学
会
な
ど
で
約
束
が
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。

　

付
け
加
え
る
と
、﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
を
﹁
こ
う
も
ん
﹂
と
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
法
概
念
を
表
し
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
な
い

こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
憲
法
の
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
が
﹁
こ
う
も
ん
﹂
に
変
わ
っ
て
、
言
葉
の
概
念
が
変
化
し
た
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、

﹁
も
ん
﹂
と
何
故
こ
こ
だ
け
呉
音
で
読
む
の
か
分
か
ら
な
い
。

　

ま
た
﹃
広
辞
苑
﹄
を
見
る
と
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂﹁
こ
う
も
ん
﹂
の
二
通
り
の
見
出
し
語
を
挙
げ
て
い
る
。
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。﹁
こ
う
も
ん
﹂

の
典
拠
は
﹃
三
代
実
録
﹄
の
﹁
伊
勢
神
宮
、
奉
幣
告
文
﹂
を
以
て
し
て
い
る
。
し
か
し
﹃
三
代
実
録
﹄
の
﹁
告
文
﹂
を
﹁
こ
く
ぶ
ん
﹂
で
は

な
く
﹁
こ
う
も
ん
﹂
と
読
む
根
拠
は
分
か
ら
な
い
（
ち
な
み
に
こ
の
﹃
三
代
実
録
﹄︿
貞
観
十
一
年
六
月
﹀
を
見
る
と
、
引
用
文
は
﹃
三
代

実
録
﹄
と
違
っ
て
お
り
、不
正
確
で
あ
る
︿
岩
波
﹃
古
語
辞
典
﹄
の
引
用
文
が
正
確
﹀）。
こ
の
引
用
文
は
前
後
を
出
さ
な
い
と
﹁
奉
幣
告
文
﹂

の
一
句
は
意
味
が
と
れ
な
い
。
た
と
え
意
味
が
分
か
っ
て
も
、﹁
こ
う
も
ん
﹂
と
読
む
根
拠
は
分
か
ら
な
い
。
傍
訓
が
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
国
史
大
系
本
に
は
注
記
が
な
い
。
詳
し
く
は
省
略
す
る
。

　

２　
「
惟
神
」（
ゐ
し
ん
、
ユ
ヰ
シ
ン
、
ゆ
ゐ
し
ん
）﹁
か
む
な
が
ら
﹂
と
和
訓
す
べ
き
こ
と
は
︻
四
の
２
︼
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

３　
「
世
局
」（
せ
い
き
ょ
く
、せ
き
ょ
く
）　
﹁
せ
き
ょ
く
﹂
で
は
な
い
。﹁
世
﹂
は
漢
音
﹁
せ
い
﹂、呉
音
ま
た
は
慣
用
は
﹁
せ
﹂。
普
通
﹁
世

局
﹂
な
る
二
字
熟
語
は
漢
音
で
﹁
せ
い
き
ょ
く
﹂
と
い
う
。

　

４　
「
膺
リ
」（
ア
タ
り
、よ
り
）　
﹁
膺
﹂
は
こ
こ
で
は
﹁
あ
た
る
﹂
と
訓
ず
る
。﹁
膺
﹂
に
﹁
よ
り
（
助
詞
）﹂
な
る
訓
は
な
い
。﹁
あ
た
る
﹂

は
﹁
当
﹂
の
意
で
﹁
告
文
﹂
は
﹁
時
局
が
進
み
動
い
て
い
る
と
き
に
あ
た
り
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

５　
「
率
先
」（
そ
っ
せ
ん
、り
つ
せ
ん
）　
﹁
そ
っ
せ
ん
﹂
が
可
。﹁
率
﹂（
そ
つ
）
に
つ
い
て
は
次
の
６
に
述
べ
る
。﹁
り
つ
せ
ん
﹂
と
﹁
率
﹂

を
﹁
り
つ
﹂
と
読
む
例
が
あ
る
の
だ
が
、﹁
り
つ
﹂
と
読
め
ば
﹁
お
お
む
ね
・
す
べ
て
﹂
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
意
味
が
違
っ
て
し
ま
う
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の
で
無
理
。﹁
そ
つ
﹂
と
読
め
ば
基
本
は
﹁
ひ
き
い
る
・
し
た
が
う
﹂
で
﹁
率
先
﹂
と
二
字
熟
し
て
﹁
そ
っ
せ
ん
﹂
と
読
み
﹁
し
た
が
い
、

先
ん
ず
る
﹂
の
意
で
あ
る
。

　

６　
「
率
由
」（
そ
つ
ゆ
う
、
り
つ
ゆ
う
、
じ
ゅ
つ
ゆ
う
）　
﹁
率
由
﹂
は
二
字
熟
し
て
﹁
し
た
が
い
よ
る
・
よ
り
そ
う
﹂
の
意
で
音
読
し
て
、

普
通
﹁
そ
つ
ゆ
う
﹂
と
す
る
。﹁
率
﹂
の
読
み
方
の
違
い
が
こ
こ
で
は
論
点
で
あ
る
。﹁
り
つ
﹂
は
前
項
﹁
率
先
﹂
と
同
じ
で
、
意
味
が
通
ら

な
く
な
る
の
で
、こ
の
場
合
は
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
じ
ゅ
つ
ゆ
う
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
率
﹂
に
﹁
し
ゅ
つ
﹂
な
る
音
が
あ
る
が
、諸
橋
氏
﹃
大

漢
和
辞
典
﹄
で
﹁
率
﹂
を
冠
す
る
二
字
熟
語
を
見
る
と
﹁
率
由
﹂
を
含
め
て
皆
﹁
そ
つ
﹂
と
読
む
。﹁
そ
つ
﹂
は
﹁
率
﹂
の
慣
用
音
で
あ
る
。

　

７　
「
丕
基
」（
ひ
き
、
は
い
き
、
ふ
き
）
ま
た
「
丞
基
」
と
誤
り
（
し
ょ
う
き
）　
﹁
ひ
き
﹂
が
可
。
丕
に
﹁
は
い
﹂
や
﹁
ふ
﹂
な
る
音
は

な
い
。﹁
丕
﹂
を
﹁
丞
﹂
と
誤
り
わ
ざ
わ
ざ
﹁
し
ょ
う
﹂
な
る
ル
ビ
を
付
け
る
な
ど
、噴
飯
と
い
う
べ
き
の
み
。﹁
丕
﹂（
ひ
）
は
大
き
い
の
意
。

　

８　
「
八
州
民
生
」（
は
っ
し
ゅ
う
み
ん
せ
い
、
お
お
や
し
ま
た
み
く
さ
）　
【
三
の
１
、２
】
に
よ
っ
て
﹁
は
っ
し
ゅ
う
み
ん
せ
い
﹂
が
可
。

﹁
お
お
や
し
ま
た
み
く
さ
﹂
と
和
訓
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
（
も
っ
と
も
﹁
お
お
や
し
ま
﹂
な
ら
﹁
大
八
州
﹂）、
そ
う
す
る
と
、
な
に
を

和
訓
に
す
る
の
か
、
何
を
和
訓
に
し
な
い
の
か
な
ど
の
、
読
み
の
基
準
が
な
く
な
り
、
読
み
手
が
混
乱
す
る
。
た
と
え
ば
皇
祖
皇
宗
は
何
故

和
訓
せ
ず
漢
音
で
読
む
の
か
が
分
か
ら
な
い
。﹁
八
州
民
生
﹂
は
︻
四
の
１
、２
︼
の
﹁
皇
朕
﹂﹁
惟
神
﹂
を
和
訓
す
る
の
と
は
性
質
が
違
う
。

﹁
皇
朕
﹂﹁
惟
神
﹂
は
漢
語
に
は
な
い
用
語
で
﹁
和
訓
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、﹁
八
州
﹂
も
﹁
民
生
﹂
も
漢
語
に
あ
り
、
音
読
み
で
意

は
通
じ
る
。﹁
八
州
﹂
は
全
土
の
こ
と
を
言
い
、﹁
民
生
﹂
は
人
民
の
生
活
。
生
計
を
言
う
。
ま
た
﹁
民
生
﹂
は
単
に
﹁
た
み
く
さ
﹂
と
同
義

語
で
は
な
く
、﹁
た
み
く
さ
﹂
の
生
活
、
生
計
を
﹁
民
生
﹂（
既
に
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
に
で
る
用
語
）
と
い
う
。

　

ま
た
右
に
加
え
て
、
文
章
か
ら
見
て
﹁
八
州
民
生
﹂
は
四
字
熟
語
で
体
言
で
あ
る
こ
と
、
漢
音
で
読
ん
で
十
分
理
解
出
来
る
こ
と
も
合
わ

せ
、﹁
八
州
﹂
の
二
字
の
み
を
﹁
和
訓
﹂
で
読
む
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
﹁
は
っ
し
ゅ
う
み
ん
せ
い
﹂
が
よ
い
。
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【
六　

付
加
】

　

１　
【「
倚
藉
」
に
つ
い
て
】
二
字
熟
し
た
単
語
と
し
て
﹁
い
し
ゃ
﹂
と
読
む
。﹁
藉
﹂
一
字
で
は
﹁
し
ゃ
﹂
の
他
﹁
せ
き
﹂
の
音
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
意
味
に
問
題
が
あ
る
。﹁
し
ゃ
﹂
と
い
う
場
合
、﹁
依
る
﹂
に
重
点
が
あ
り
、﹁
せ
き
﹂
と
い
う
場
合
、﹁
狼
藉
﹂
の
方
向
で

﹁
乱
れ
る
﹂
の
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
﹁
倚
藉
﹂
と
い
う
熟
語
が
あ
り
﹁
い
し
ゃ
﹂
と
読
ま
せ
る
各
漢
字
辞
書
類
に
依
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

２　
【「
宝
祚
」
を
「
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
」
と
読
む
こ
と
に
つ
い
て
】﹁
宝
祚
﹂
は
天
子
の
位
。﹁
宝
祚
﹂（
ほ
う
そ
）
は
神
勅
中
に
用
い
ら
れ
た
。

日
本
書
紀
の
古
訓
に
﹁
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
﹂
と
あ
る
。
だ
か
ら
﹁
和
訓
﹂
せ
よ
と
い
え
な
い
。
た
だ
︻
三
の
１
︼
の
﹁
訓
読
語
﹂
の
原
則
に
従

っ
て
﹁
ほ
う
そ
﹂
と
読
ん
で
十
分
意
は
通
じ
る
。
先
に
﹁
和
訓
﹂
を
妥
当
と
し
た
﹁
皇
朕
﹂
と
﹁
惟
神
﹂
は
漢
語
に
表
現
で
き
な
い
特
別
な

用
語
で
あ
る
か
ら
で
、﹁
宝
祚
﹂
と
は
違
う
。﹁
宝
祚
﹂
は
漢
語
で
定
ま
っ
た
熟
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
再
三
述
べ
て
い

る
よ
う
に
ど
の
語
を
﹁
和
訓
﹂
す
る
か
は
、
基
準
が
な
い
か
ら
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
﹁
告
文
﹂
は
﹁
帝
国
憲
法
発
布
勅
語
﹂

や
﹁
教
育
勅
語
﹂
と
同
じ
﹁
訓
読
語
﹂
で
あ
る
。
だ
か
ら
和
語
に
﹁
あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
﹂
と
言
う
語
が
あ
っ
て
も
、
こ
こ
は
﹁
和
訓
﹂
し
な
い

方
が
よ
い
と
考
え
る
。

（
４
）　
「
告
文
」
の
組
み
立
て

　
﹁
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
承
継
シ
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
告

文
﹂
の
組
み
立
て
と
い
う
点
で
は
、
王
政
復
古
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
一
四
年
憲
章
前
文
に
つ
う
じ
る
も
の
を
、
私
は
感
じ
て
い
る
。
一
八

一
四
年
憲
章
前
文
で
は
、
最
初
に
神
が
出
て
く
る
。
次
に
、
国
家
権
力
が
国
王
の
一
身
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
こ
と
や
、
行
わ
れ
る
統
治
の

全
て
が
祖
先
で
あ
る
国
王
た
ち
の
事
跡
を
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
告
文
﹂
の
な
か
で
も
、
最
初
に
﹁
皇
祖
／
皇
宗
ノ
神
霊
﹂
が
出
て
く
る
。
次
に
、﹁
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
﹂
の
な
か
で
、﹁（
豊
）
葦
原
千
五
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百
秋
之
瑞
穂
國
﹂
そ
の
も
の
と
そ
こ
を
統
べ
る
王
と
の
関
係
が
語
ら
れ
、
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
﹁
皇
祖
／
皇
宗
ノ
後
裔

ニ
貽
シ
タ
マ
ヘ
ル
統
治
ノ
洪
範
ヲ
紹
述
﹂
し
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）　

日
本
国
憲
法
―
―Constitution

型

　

日
本
国
憲
法
はC

onstitution

型
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
米
欧
の
憲
法
史
が
、
岩
倉
た
ち
と
は
別
の
窓
口
、
す
な
わ
ち
植
木

枝
盛
な
ど
自
由
民
権
家
と
い
う
窓
口
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
岩
倉
た
ち
の
と
は
別
の
、﹁
實
に
英
、
米
、
佛
の
自
由
過
激
論
者
の
著
述
而
已
を

金
科
玉
條
の
如
く
誤
信
し
、
殆
ん
ど
國
家
を
傾
け
ん
と
す
る
の
勢
﹂
）
１０９
（

の
構
想
で
日
本
に
つ
な
が
り
、
そ
の
自
由
民
権
家
た
ち
の
私
擬
憲
法
草

案
を
と
お
し
て
高
野
岩
三
郎
、
鈴
木
安
蔵
た
ち
の
憲
法
研
究
會
案
﹁
憲
法
草
案
要
綱
﹂（
昭
一
九
四
五

和
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
発
表
）
に
さ
ら
に
引

き
継
が
れ
そ
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
（
昭
和
二
一
年
二
月
一
二
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
承
認
）
に
採
り
い
れ
ら
れ
て
い
く）
１１０
（

、
と
い
う
道
筋

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
二
年
に
放
映
さ
れ
た
、
俳
優
の
菅
原
文
太
を
舞
台
回
し
に
し
、
樋
口
陽
一
、
色
川
大
吉
を
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹁
日

本
人
は
何
を
考
え
て
き
た
の
か　

第
二
回
﹃
自
由
民
権　

東
北
で
始
ま
る
﹄﹂（
二
〇
一
二
年
一
月
一
五
日
放
映
）
は
こ
の
構
想
を
忠
実
に
踏

ま
え
て
い
る
。
樋
口
は
、
こ
の
な
か
で
、
植
木
や
千
葉
卓
三
郎
の
憲
法
構
想
を
、﹁
い
ま
我
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
日
本
国
憲
法
の
地
下
水
脈

の
水
源
、
源
﹂
で
あ
る
、
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　

自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂
は
、
現
行
憲
法
九
九
条
︻
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
︼
を
改
正
し
て
百
二
条
と
し
、
そ
の
第
一
項

と
し
て
、﹁
全
て
国
民
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
規
定
を
新
設
し
、
第
二
項
に
現
行
憲
法
九
九
条
﹁
天
皇
又

は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
﹂
を
ま
わ
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
ま
わ
す
に
際
し
て
、﹁
天
皇
又
は
摂
政
﹂
と
﹁
尊
重
し
﹂
と
い
う
文
言
を
削
除
し
、﹁
国
会
議
員
、
国
務
大
臣
、
裁
判
官
そ
の
他
の
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一
〇

公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
﹂、
と
し
て
い
る
。
削
除
さ
れ
た
﹁
尊
重
し
﹂
は
、﹁
全
て
国
民
は
﹂
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

第
一
項
に
い
れ
ら
れ
た
。

　

自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案　

Ｑ
＆
Ａ
増
補
版
﹂
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。﹁
国
民
は
、﹃﹁
遵

守
義
務
﹂
で
い
い
の
で
は
な
い
か
。﹄
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、憲
法
も
法
で
あ
り
、遵
守
す
る
の
は
余
り
に
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

憲
法
に
規
定
を
置
く
以
上
、
一
歩
進
め
て
憲
法
尊
重
義
務
を
規
定
し
た
も
の
で
す
﹂）
１１１
（

。

　

C
onstitution

型
憲
法
に
お
け
る
義
務
あ
る
い
は
﹁
基
本
義
務
﹂
と
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
義
務
あ
る
い
は

﹁
基
本
義
務
﹂
と
﹁
人
権
﹂
と
は
い
か
な
る
原
理
、
理
論
に
お
い
て
整
合
性
を
も
っ
て
併
存
で
き
る
の
か
、﹁
基
本
義
務
﹂
と
﹁
公
共
の
福
祉
﹂

と
は
同
じ
概
念
な
の
か
、
︱
︱
こ
れ
が
私
の
疑
問
で
あ
る）
１１２
（

。

　

自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
﹂
は
、
現
行
憲
法
第
七
条
中
の
﹁
天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め
に
、
左
の

国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
﹂
を
、﹁
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
全
て
の
行
為
に
は
、
内
閣
の
進
言
を
必
要
と
し
、
内
閣
が
そ
の
責
任
を
負
う
。

⋮
⋮
。﹂（
第
六
条
第
四
項
）
に
変
更
し
て
い
る
。﹁
助
言
と
承
認
﹂
を
﹁
進
言
﹂
に
変
え
た
理
由
を
、
自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草

案　

Ｑ
＆
Ａ
増
補
版
﹂
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
現
行
憲
法
で
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
に
は
内
閣
の
﹃
助
言
と
承
認
﹄
が
必
要
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
天
皇
の
行
為
に
対
し
て
﹃
承
認
﹄
と
は
礼
を
失
す
る
こ
と
か
ら
、﹃
進
言
﹄
と
い
う
言
葉
に
統
一
し
ま
し
た
⋮
⋮
﹂（
八

頁
）。﹃
岩
波　

国
語
辞
典
︹
第
七
版
新
版
︺﹄（
岩
波
書
店
︿
二
〇
一
一
年
第
七
版
新
版
第
一
刷
）
に
よ
れ
ば
、﹁
進
言
﹂
の
意
味
は
、﹁
上
の

者
に
意
見
を
申
し
述
べ
る
こ
と
﹂
で
あ
る
。

　

自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
﹂
は
、
こ
の
よ
う
に
、﹁
進
言
﹂
と
い
う
用
語
選
択
や
天
皇
の
﹁
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
﹂
問
題
等
々

﹁
国
民
の
時
代
﹂
に
お
け
る
﹁
君
主
﹂
の
あ
り
よ
う
を
考
え
さ
せ
る
き
わ
め
て
重
要
な
問
い
か
け
を
し
て
い
る
、
と
私
は
お
も
う）
１１３
（

。
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一

五　

付
論
―
―
交
告
尚
史
氏
か
ら
の
手
紙

　

交こ
う

告け
つ

尚ひ
さ
し史

氏
（
東
京
大
学
、
行
政
法
）
は
、
私
が
拙
稿
抜
刷
を
お
送
り
す
る
と
、
い
つ
も
そ
れ
を
読
ま
れ
ご
自
身
の
専
門
を
ふ
ま
え
た
貴

重
な
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
下
さ
る
。
私
は
、
拙
稿
﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
の
中
の
紛
争
と
紛
争
解
決
の
仕
方
﹂（
同
志
社
法
学
三

五
四
号
、
二
〇
一
二
年
）
の
な
か
で
﹁
行
政
と
い
う
用
語
の
使
い
方
﹂
と
い
う
見
出
し
を
た
て
、
行
政
と
い
う
現
代
用
語
を
前
近
代
の
歴
史
、

法
史
に
も
ち
こ
む
際
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
れ
を
使
う
の
か
の
説
明
が
必
要
で
は
な
い
か
、と
述
べ
た
（
八
〇
～
八
一
頁
）。
ま
た
、﹁
裁

判
（
宰
判
）﹂
や
﹁
訴
訟
﹂
が
明
治
時
代
に
欧
米
の
関
連
法
律
用
語
の
訳
語
と
し
て
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
定
義
の
も
の
に
選
択
さ
れ
た
の
か
、

に
つ
い
て
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
述
べ
た
（
八
二
頁
）。

　

交
告
氏
は
、
二
平
成
二
四

〇
一
二
年
七
月
二
四
日
付
の
手
紙
で
、
行
政
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
専
門
分
野
か
ら
の
情
報
を
、﹁
裁
判
﹂
と
い
う
訳

語
に
つ
い
て
は
＂
素
人
の
愉
し
み
＂
の
分
野
か
ら
の
情
報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
手
紙
に
は
、
拙
稿
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時

代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
﹂（
同
志
社
法
学
三
五
三
号
、
二
〇
一
二
年
）
に
つ
い
て
も
印
象
と
い
う
か
た
ち
で
の
コ
メ
ン
ト

が
書
か
れ
て
い
る
。
交
告
氏
の
ご
了
解
を
え
て
、
関
連
箇
所
を
以
下
そ
の
ま
ま
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
︹
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
に
関
係
し
て
︺﹁
全
体
と
し
て
感
じ
た
こ
と
は
昔
の
人
た
ち
は
紙
に
魂
を
込
め
て
暮
ら
し
て
い
た
ん
だ
な

あ
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
行
政
法
の
小
早
川
光
郎
先
生
は
﹃
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
い
う
行
政
行
為
（acte 

adm
inistratif

）
は
紙
だ
﹄
と
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
教
会
で
き
っ
ち
り
と
し
た
文
書
を
作
成
し
て
い
た
伝
統
を
引
い

て
い
る
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
行
政
法
を
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
行
政
と
国
民
の
﹃
法
関
係
﹄
を

大
切
に
し
ま
す
の
で
、
あ
る
一
時
点
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
行
政
行
為
（V

erw
altungsakt

）
の
意
義
は
相
対
的
に
薄
ま
り
ま
す
。
フ
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ラ
ン
ス
で
は
行
政
行
為
は
権
限
者
が
署
名
を
し
た
日
に
成
立
し
た
と
考
え
、
そ
れ
は
法
的
に
も
意
味
を
も
ち
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
や
日

本
の
行
政
行
為
は
意
思
表
示
と
し
て
相
手
方
に
到
達
し
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
生
が
御
関
心
を
お
も
ち
の
﹃
行
政
﹄
概
念
で
す
が
、
今
日
の
行
政
法
学
は
積
極
的
な
定
義
は
断
念
し
て
控
除
説
を

採
っ
て
い
ま
す
。
一
人
遠
藤
博
也
先
生
が
﹃
行
政
法
Ⅱ
（
各
論
）﹄（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
七
年
）
で
社
会
管
理
機
能
と
い
う
概

念
で
説
明
し
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
（
八
頁
）
が
、
後
の
﹃
実
定
行
政
法
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
で
は
、
行
政
の
定
義
を
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
浅
井
淸
﹃
行
政
法
の
基
礎
概
念
﹄（
高
原
書
店
、
一
九
二
九
年
）
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
メ
ル
ク

ル
の
理
論
を
行
政
法
に
応
用
し
よ
う
と
い
う
試
み
を
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
国
家
権
力
を
法
規
の
創
造
作
用
と
法
規
の
執
行
作
用
に
分

け
、
そ
の
う
ち
の
法
規
の
執
行
作
用
を
﹃
指
揮
系
統
を
構
成
す
る
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
憲
法
の
間
接
執
行
﹄
す
な
わ
ち
行
政
と
、

﹃
指
揮
系
統
を
構
成
し
な
い
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
憲
法
の
間
接
執
行
﹄
す
な
わ
ち
司
法
に
分
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ど

こ
の
国
で
も
当
て
嵌
ま
る
区
別
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
ま
さ
に
憲
法
上
、
法
律
を
作
る
権
力

と
法
律
を
執
行
す
る
権
力
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
行
政
と
司
法
は
、
と
も
に
法
律
を
執
行
す
る
権
力
と
し
て
同
質
的
な
も
の
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
執
行
機
関
は
い
ず
れ
も
他
の
執
行
機
関
の
指
揮
を
受
け
ず
に
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
憲
法
上
の
原
則
で
す
し
、
他
方
、
た
と
え
ば
原
子
力
発
電
所
の
環
境
面
で
の
立
地
適
性
を
環
境
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
日
本
の
一
．
二
倍
の
国
土
を
神
奈
川
県
民
程
度
の
人
口
で
切
り
盛
り
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

組
織
の
作
り
方
も
役
割
分
担
も
日
本
と
大
き
く
違
っ
て
い
て
当
然
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、﹃
裁
判
﹄
と
い
う
語
で
す
が
、
最
近
、
横
浜
は
伊
勢
佐
木
町
の
古
本
屋
で
、
東
京
都
編
﹃
市
政
裁
判
所
始
末
﹄（
一
九

五
九
年
）
と
い
う
本
を
見
つ
け
ま
し
た
。
私
は
恥
ず
か
し
な
が
ら
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
幕
府
か
ら
明
治
政
府
に
移
行
す

る
と
き
、
町
奉
行
、
寺
社
奉
行
お
よ
び
勘
定
奉
行
が
果
た
し
て
い
た
機
能
を
、
一
旦
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
市
政
裁
判
所
、
寺
社
裁
判
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所
お
よ
び
民
政
裁
判
所
に
引
き
取
り
、
そ
れ
か
ら
順
次
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い
制
度
を
整
え
て
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
市
政

裁
判
所
は
一
年
足
ら
ず
で
役
割
を
終
え
、
東
京
府
に
移
行
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
と
き
な
ぜ
﹃
裁
判
所
﹄
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た

の
か
は
、
こ
の
本
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
﹃
判
事
﹄
と
い
う
語
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
出
て
来
ま
す
の
で
、
昔
の
﹃
判
官
﹄

に
倣
っ
て
﹃
判
事
﹄
と
い
う
語
を
作
り
だ
し
、
そ
れ
に
﹃
裁
断
﹄
の
﹃
裁
﹄
を
く
っ
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
勝
手
に
推
測

し
て
お
り
ま
す
。
旧
事
諮
問
録
と
併
せ
読
み
を
す
れ
ば
何
か
発
見
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
所
詮
は
素
人
の
愉
し

み
で
す
﹂︹
手
紙
は
、
横
長
の
和
紙
に
万
年
筆
で
手
書
き
さ
れ
て
い
る
︺。

　

同
志
社
大
学
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
に
在
籍
し
た
と
き
の
同
僚
で
、﹃
子
ど
も
の
連
れ
去
り
問
題
︱
︱
日
本
の
司
法
が
親
子
を
引

き
裂
く
﹄（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
等
々
の
著
者
の
コ
リ
ン
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
が
私
に
し
ば
し
ば
質
問
し
た
の
が
、
現
行
法
律
用
語
で
あ
る

﹁
義
務
﹂
や
﹁
責
任
﹂
等
々
の
こ
と
ば
の
﹁
語
源
﹂、﹁
史
的
に
考
察
さ
れ
た
意
味
﹂
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
は
、
そ
れ
ら
現
行
法
律
用
語

の
も
つ
実
際
の
意
味
合
い
に
、
欧
米
の
そ
れ
と
は
異
な
る
何
か
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
手
元
に
あ
る
参
考
書
は
渡
部

萬
蔵
﹃
現
行
法
律
語
の
史
的
考
察
﹄
萬
里
閣
書
房
（
昭
和
五
年
。
第
五
版
）
だ
け
で
、
し
た
が
っ
て
、
回
答
で
き
な
い
こ
と
ば
が
大
半
で
あ

る
。
こ
の
書
物
に
は
﹁
行
政
﹂﹁
裁
判
﹂﹁
裁
判
所
﹂
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
語
の
用
例
が
歴
史
的
に
紹
介
、
説
明
さ
れ
て
い

る
。

　

同
じ
渡
部
が
編
纂
し
て
い
る
﹃
法
律
大
辭
典
﹄
郁
文
舎
（
明
治
四
十
年
）
は
、
現
行
法
律
用
語
の
意
味
を
実
務
家
等
々
に
向
け
て
解
説
し

た
実
用
書
で
あ
り
、
巻
末
に
は
﹁
附
録
と
し
て
各
語
に
英
、
獨
、
佛
、
三
ケ
国
語
を
對
譯
﹂（﹁
凡
例
﹂
一
～
二
頁
）
し
て
い
る
。

　

こ
の
二
冊
の
著
作
を
比
喩
的
に
用
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
法
史
、
広
く
は
歴
史
を
教
育
し
研
究
し
て
い
る
私
た
ち
に
必
要
な
の
は
、﹃
現

行
法
律
語
の
史
的
考
察
﹄
の
方
を
手
に
し
て
前
近
代
の
文
書
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
し
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
語
彙
に
つ
い
て
は
そ
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の
情
報
を
よ
り
詳
し
い
も
の
に
し
、そ
こ
に
な
い
語
彙
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
つ
け
加
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
そ
し
て
ま
た
、

日
本
に
お
け
る
西
欧
法
継
受
の
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、﹃
現
行
法
律
語
の
史
的
考
察
﹄
を
常
に
手
元
に
お
い
て
、﹃
法
律
大
辭
典
﹄
が

描
く
西
欧
型
法
世
界
の
実
際
（
＝
西
欧
法
の
受
容
・
運
用
主
体
の
﹁
智ま
い

慧ん
ど

と
知す
き
る識

﹂︿
本
稿
六
八
頁
参
照
﹀）
を
み
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
。
岩
谷
十
郎
や
橋
本
誠
一
な
ど
の
研
究
に
ふ
れ
る
な
か
で
、
そ
う
し
た
お
も
い
を
強
く
し
て
い
る）
１１４
（

。

六　

別　
　
　

記

　
（
一
）　

注
（
20
）：「
憲
」
の
原
義
を
め
ぐ
っ
て

Ⅰ　
「
憲
」
の
原
義

　

始
め
に
、
漢
字
の
古
字
や
そ
の
原
義
を
知
る
た
め
に
基
本
の
書
物
二
種
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
以
下
に
私
の
述
べ
る
内
容
が
思
い
つ
き

の
解
釈
で
な
い
事
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
二
種
と
は
﹃
説
文
解
字
︽
セ
ツ
モ
ン
カ
イ
ジ
︾﹄（
略
し
て
﹁
説
文
﹂）
と
﹃
爾
雅
︽
ジ
ガ
︾﹄
で
あ

る
。

　
﹃
説
文
解
字
﹄
は
漢
代
の
許
慎
の
撰
。
先
秦
の
古
字
を
一
つ
の
理
論
の
も
と
に
造
字
の
根
本
・
語
義
・
声
︽
声
音
︾
音
を
説
い
た
。
す
な

わ
ち
漢
字
の
構
造
に
よ
る
説
明
で
そ
れ
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
字
書
で
あ
る
。
体
系
的
と
は
漢
字
の
部
首
別
け
や
排
列︽
後
世
の
清
代
の﹃
康

煕
字
典
﹄
と
は
部
首
や
排
列
は
違
う
が
︾
に
現
れ
て
い
る
。

　

見
出
し
字
は
全
て
篆
書
（
テ
ン
シ
ョ
。
楷
書
の
前
の
書
体
。
い
ま
で
も
印
鑑
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
特
別
な
書
体
を
想
起
さ
れ
た
い
。
画
数

で
は
検
索
で
き
な
い
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。
古
字
古
語
の
研
究
（
古
銅
器
の
文
字
は
勿
論
近
年
発
掘
さ
れ
た
秦
の
始
皇
帝
の
竹
簡
︽
法
律
文

書
を
含
む
︾
な
ど
の
解
読
）
は
甲
骨
学
や
金
文
（
先
秦
古
銅
器
の
銘
文
。
裁
判
記
録
な
ど
も
あ
る
）
学
が
発
達
し
た
現
代
で
も
な
お
、﹃
説
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文
解
字
﹄
の
利
用
な
く
し
て
は
成
果
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
古
語
や
原
義
を
知
り
、
古
典
を
読
む
為
の
基
本
中
の
基
本
の
書
と
さ
れ
る
。

　
﹃
爾
雅
﹄
は
、
二
千
数
百
年
よ
り
以
前
、
春
秋
か
ら
漢
の
始
（
前
八
～
前
三
世
紀
）
に
か
け
て
成
立
し
た
著
作
で
あ
っ
て
﹁
五
経＊
﹂
を
読

む
為
の
字
書
で
あ
り
、﹁
五
経
﹂
中
の
文
字
（
語
）
の
義
、
意
味
を
記
し
て
い
る
。﹁
経
﹂（﹁
経
﹂
と
言
え
ば
﹁
五
経
﹂
の
こ
と
）
に
使
用
さ

れ
た
上
古
の
漢
字
の
語
義
・
用
法
を
語
る
場
合
や
は
り
不
可
欠
な
著
作
で
あ
る
。
現
在
で
﹃
説
文
解
字
﹄
と
と
も
に
﹃
爾
雅
﹄
と
そ
の
﹁
注
・

疏＊

﹂
＊

の
学
術
上
の
権
威
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。

　

 

＊
﹁
五
経
﹂
は
膨
大
な
儒
学
の
経
典
で
あ
る
。﹃
易
経
﹄・﹃
書
経
﹄・﹃
詩
経
﹄・﹃
礼
﹄・﹃
春
秋
﹄
の
五
種
で
、
漢
代
ま
で
に
テ
キ
ス
ト
が
出
揃
う
。﹃
礼
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
に
は
そ

れ
ぞ
れ
三
種
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
計
九
種
の
テ
キ
ス
ト
が
﹁
経
﹂
で
あ
る
。﹁
五
経
﹂
は
同
時
に
中
国
最
古
の
著
作
物
で
、
歴
史
と
し
て
史
実
の
材
料
で
あ
る
と
と
も
に
、

思
想
表
現
の
著
作
物
で
も
あ
る
。
思
想
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
中
国
人
の
生
活
の
規
範
、
価
値
の
基
準
と
し
て
近
代
に
至
る
ま
で
二
千
年
以
上
に
わ
た
り
中
国
社
会
に
影
響

を
与
え
続
け
た
著
作
物
で
あ
る
。
中
で
も
﹃
礼
﹄
の
三
種
の
テ
キ
ス
ト
、﹃
周
礼
︽
シ
ュ
ラ
イ
︾﹄﹃
礼
記
︽
ラ
イ
キ
︾﹄﹃
儀
礼
︽
ギ
ラ
イ
︾﹄
は
狭
義
の
﹁
法
﹂
と
直
接
的
関

係
が
あ
る
。﹃
礼
﹄
が
法
と
制
度
の
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
ま
で
使
わ
れ
る
語
や
多
く
の
古
語
は
そ
の
ま
ま
﹁
五
経
﹂
に
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　

 

＊
＊
﹁
五
経
﹂
を
読
む
に
は
漢
・
晋
代
の
﹁
注
﹂、
唐
代
の
﹁
疏
﹂
の
助
け
が
必
要
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
﹁
注
﹂
の
成
立
時
期
は
上
古
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
古
語
の
注

釈
に
尤
も
信
が
置
け
る
。
勿
論
﹃
爾
雅
﹄（
宋
代
以
降
、﹁
経
書
﹂
の
一
つ
に
な
っ
た
）
は
、
経
書
を
読
む
為
の
辞
書
で
あ
っ
て
、
用
例
と
典
拠
か
ら
語
義
を
知
る
た
め
の
基

本
の
書
物
で
あ
る
。

　

他
に
、
漢
字
の
音
、
語
義
の
検
出
、
解
明
に
つ
い
て
は
、
唐
の
陸
徳
明
撰
﹃
経
典
釈
文
﹄（
古
語
の
音
）、
清
の
阮
元
撰
﹃
経
籍
纂
詁
︽
ケ

イ
セ
キ
セ
ン
コ
︾
一
〇
六
巻
﹄
は
、
漢
代
か
ら
唐
代
（
ほ
ぼ
千
年
間
の
注
釈
の
累
積
が
見
ら
れ
る
）
ま
で
の
﹁
五
経
﹂
そ
の
他
の
古
書
の
文

字
・
言
語
を
検
出
し
各
語
の
意
義
を
知
り
、
ま
た
調
査
の
手
引
き
と
な
る
著
作
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
容
易
に
各
語
の
用
法
を
﹁
経
書
﹂
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
﹁
憲
﹂
に
は
、
幾
つ
か
の
訓
が
あ
る
。
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１　
【
さ
と
い
（
憲
は
敏
《
サ
ト
イ
》
な
り
）】

　
﹃
説
文
﹄（
十
の
下
）
に
﹁
憲
。
敏
也
从
心
目
害
省
声
（
憲
は
敏
︽
サ
ト
イ
︾
な
り
。
心
、
目
に
从
︽
従
︾
ふ
。
害
の
省
声
。（
注
）、
許
建

切
︽
ケ
ン
︾）﹂、
と
あ
る
。
こ
れ
を
説
明
す
る
。﹁
憲
﹂
な
る
文
字
の
構
成
要
素
は
心
と
目
（
心
中
の
動
き
）
と
害
（
下
部
の
﹁
口
﹂
の
部
分

を
省
い
た
形
で
省
略
形
）
か
ら
な
る
。
心
と
目
は
憲
の
字
義
を
示
し
て
い
る
（
字
義
を
示
す
部
分
を
文
字
の
﹁
義
符
﹂
と
い
う
）。
ど
う
発

音
す
る
か
は
文
字
の
﹁
声
符
﹂
の
部
分
で
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が
文
字
の
上
部
に
冠
さ
れ
た
、﹃
害
﹄︽
ケ
ン
と
読
ま
せ
る
︾
の
字
で
あ
っ
て
、

即
ち
﹁
害
﹂
の
省
略
形
の
部
分
で
音
（
声
）
符
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
に
字
の
意
義
を
示
す
﹁
義
符
﹂
の
部
分
と
声
音
を
示
す
﹁
声
符
﹂
の
部

分
と
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
す
る
文
字
を
﹁
形
声
﹂
の
字
と
い
う
）。

 

な
お
、
憲
と
害
と
で
は
声
音
が
違
う
が
、
宋
・
徐
鉉
は
﹃
説
文
﹄
に
注
し
て
害
の
音
を
﹁
許
建
切
︽
ケ
ン
︾﹂
と
し
、
清
・
段
玉
裁
は
﹃
説
文
解
字
注
﹄
で
﹁
害
省
声
﹂
に
注
し

て
憲
の
音
は
ケ
ン
︽
宋
・
徐
鉉
と
も
同
じ
︾
と
し
て
お
り
、
ケ
ン
と
読
ま
せ
る
の
は
﹁
合
音
﹂
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
但
し
、
声
音
の
時
代
に
よ
り
変
動
す
る
。

　
﹁
憲
﹂︽
ケ
ン
︾
の
字
が
、
往
古
造
字
さ
れ
た
際
の
構
造
の
根
本
を
﹃
説
文
﹄
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
憲
﹂
は
﹁
形
声
字
﹂
で
あ
る
が
、
字
義
の
包
括
し
た
趣
旨
を
示
す
心
と
目
と
い
う
だ
け
で
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
古
典
か
ら
用

例
を
求
め
正
確
を
期
す
こ
と
に
な
る
。

 

例
え
ば
﹃
説
文
﹄
で
﹁
恥
﹂
は
﹁
辱
也
。
从
心
。
耳
声
﹂（
辱
な
り
。
心
に
从
︽
従
︾
う
。
耳
︽
チ
︾
の
声
︽
声
音
︾
な
り
）
と
あ
る
。﹁
恥
﹂
の
字
は
原
義
を
示
す
心
の
字
と
、

音
を
示
す
﹁
耳
﹂
か
ら
成
立
し
て
い
る
、
つ
ま
り
﹁
恥
﹂
は
心
の
或
る
状
態
を
示
し
、
耳
は
声
音
で
、
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
一
字
を
造
り
、
意
味
を
限
定
す
る
。
初
期
の
造
字

よ
り
後
、
社
会
構
造
が
発
展
し
、
心
の
作
用
も
多
岐
に
な
っ
て
く
る
と
、
其
れ
を
文
字
に
表
現
す
る
必
要
が
生
ま
れ
、
あ
る
心
の
作
用
の
一
つ
を
﹁
恥
﹂
の
字
で
表
現
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
心
は
義
符
、耳
は
声
符
で
語
義
に
関
係
は
な
い
。
ま
た
﹁
怍
︽
ハ
ジ
ル
︾﹂
の
字
を
と
る
と
、﹃
説
文
﹄
に
﹁
慙
也
。
从
心
作
省
声
﹂（
慙
な
り
。
心
に
从
う
。

作
は
︽﹁
怍
﹂
の
右
偏
の
﹁
乍
﹂
は
﹁
作
﹂
の
字
の
省
略
︾
省
声
な
り
）﹂
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
。﹁
乍
﹂
は
音
を
示
す
符
号
の
役
割
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
で
、
は
っ
き
り
す
る
の
は
﹁
憲
﹂
の
﹁
害
﹂
の
部
分
は
声
符
で
﹁
憲
﹂
の
字
の
意
味
に
は
関
係
が
な
い
。
従
っ
て
﹁
語
義
と
し

て
﹁﹃
憲
﹄
が
﹃
害
﹄
に
通
﹂
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
（
た
だ
し
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
。
さ
ら
に
後
述
す
る
）。
こ
の

﹁
憲
﹂
の
意
が
、
あ
る
心
の
作
用
（
心
と
目
）
の
一
つ
と
し
て
、
限
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
く
る
と
、
語
の
概
念
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

次
に
各
種
の
訓
を
見
て
い
こ
う
。

２　
【
お
き
て
、
の
り
（「
憲
は
法
な
り
」）】

　

前
記
の
﹃
爾
雅
﹄
釈
詁
篇
の
本
文
に
は
﹁
柯
憲
計
範
辟
律
矩
則
法
也
（
柯
、
憲
、
計
、
範
、
辟
、
律
、
矩
、
則
、
は
法
な
り
）﹂
と
あ
っ

て
﹁
憲
﹂
は
﹁
法
﹂
な
る
語
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
清
の
段
玉
裁
撰
﹃
説
文
解
字
注
﹄（﹁
段
注
説
文
﹂）
で
憲
の
字
に
注

し
て
﹁
諡
法
博
聞
多
能
為
憲
（
諡
法
︽
お
く
り
な
の
つ
け
か
た
︾
は
博
聞
多
能
を
憲
︽
博
聞
多
能
が
基
本
だ
︾
と
な
す
）﹂
の
﹁
憲
﹂
の
字

は
﹁
引
申
し
て
、﹃
法
﹄
と
な
す
﹂︽
憲
の
原
義
を
引
き
の
ば
し
て
﹁
法
﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
︾
と
す
る
。

　

既
に
﹃
爾
雅
﹄
の
解
が
あ
る
か
ら
に
は
、
漢
代
或
い
は
そ
れ
以
前
の
古
書
で
は
﹁
憲
﹂
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
﹁
法
﹂
の
意
で
使
用
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
用
例
を
み
る
と
﹁
万
邦
為
憲
（
万
邦
、憲
を
つ
く
る
︽﹃
詩
経
﹄︾）﹂
と
あ
り
そ
の
﹁
注
﹂
に
﹁
憲
法
也
（
憲
は
法
な
り
）﹂

と
あ
る
。
ま
た
﹁
憲
教
令
也
（
憲
は
教
令
な
り
︽
穆
天
子
伝
︾）﹂﹁
憲
謂
法
令
（
憲
と
は
法
令
を
謂
ふ
︽
穆
天
子
伝
︾）﹂
な
ど
い
ろ
い
ろ
。

教
令
と
は
王
命
の
こ
と
で
あ
る
。
王
命
は
遵
守
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
法
と
同
じ
。

　

こ
れ
ら
を
見
る
と
「
憲
」
は
「
法
・
法
則
・
王
命
」
を
表
す
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
こ
の
「
法
」
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
語
義
が
生
ま
れ
、
訓

が
生
ま
れ
る
。

３　
【
の
っ
と
る
】

　
﹃
書
経
﹄
説
命
編
﹁
惟
天
聡
明
、
惟
聖
時
憲
、
惟
臣
欽
若
、
惟
民
従
乂
。（
惟
︽
コ
︾
れ
天
は
聡
明
に
し
て
、
惟
︽
コ
︾
れ
聖
︽
王
者
の
こ
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と
︾
は
時
︽
コ
︾
れ
憲
︽
ノ
ッ
ト
ル
︾
り
、
惟
︽
コ
︾
れ
臣
は
欽
若
︽
ヨ
ロ
コ
ブ
︾、
惟
︽
コ
︾
れ
民
は
乂
︽
ガ
イ
。
治
︾
に
従
ふ
。）
と
あ

り
、﹁
注
﹂
に
﹁
憲
法
也
。
言
聖
王
法
天
、
以
立
教
於
下
。﹂（
憲
は
法
︽
ノ
ッ
ト
ル
︾
也
。
聖
王
、
天
に
法
︽
ノ
ッ
ト
︾
り
、
以
て
教
を
下

に
立
つ
）
と
い
う
。
ノ
ッ
ト
ル
と
読
む
の
は
、﹁
憲
﹂
を
﹁
法
天
（
天
に
法
︽
ノ
ッ
ト
︾
る
）﹂
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
解
る
。
従
っ
て
「
憲
」

或
い
は
「
法
」
字
が
動
詞
に
使
わ
れ
る
場
合
、
和
語
で
「
の
っ
と
る
」
と
訓
す
る
。

４　
【
あ
ら
わ
す
】

　

不
道
礼
憲
（
礼
憲
を
道
︽
イ
︾
は
ず
。︽
荀
子
︾）
は
﹁
注
﹂
に
﹁
憲
表
也
（
憲
は
表
︽
ア
ラ
ワ
ス
、
ま
た
ア
ラ
ワ
シ
た
も
の
︾
な
り
）﹂

と
い
う
。﹁
憲
﹂
を
表
す
、
と
い
う
の
は
、
単
に
表
現
す
る
、
と
の
意
で
な
く
、
や
は
り
法
に
関
係
し
て
い
る
。﹃
周
礼
﹄
秋
官
、
小
司
寇
に

﹁
群
吏
憲
禁
令
（
群
吏
、
禁
令
を
憲
︽
ア
ラ
ワ
ス
︾
す
）
と
あ
り
、
注
し
て
﹁
憲
表
縣
之
（
憲
は
之
を
表
縣
す
）﹂
と
い
う
。﹁
縣
﹂
は
﹁
懸
﹂

︽
カ
ケ
ル
︾
に
同
じ
。﹁
表
縣
﹂
と
は
門
に
法
を
掲
げ
、
衆
に
示
す
意
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
﹁
憲
﹂
に
﹁
あ
ら
わ
す
﹂
と
い
う
和
訓
が

生
ま
れ
る
。﹁
憲
禁
﹂
と
い
え
ば
﹁
禁
令
を
懸
け
示
す
﹂
熟
語
と
な
る
。
大
体
、
法
は
最
も
古
い
時
代
に
は
、
宮
殿
の
門
（﹁
象
魏
﹂
と
い
う
）

に
掲
げ
て
衆
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。﹃
周
禮
﹄
天
官
大
宰
﹁
縣
治
象
之
法
于
象
魏
、
使
万
民
観
治
象
（
治
象
の
法
を
象
魏
に
縣
︽
懸
ケ
ル
︾

け
、
万
民
を
し
て
治
象
︿
の
法
﹀
を
観
し
む
）﹂
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
象
は
法
、
魏
は
高
い
の
意
。
法
を
門
に
高
く
掲
げ
る
。
ち

な
み
に
、﹃
周
礼
﹄
の
﹁
象
魏
に
縣
︽
懸
ケ
ル
︾
け
る
﹂
の
一
文
は
、
法
の
公
示
（
少
な
く
と
も
前
六
世
紀
後
半
）
の
初
期
の
姿
と
し
て
法

制
史
上
は
大
事
な
文
献
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

　
﹁
あ
ら
わ
す
﹂
の
訓
も
ま
た
﹁
憲
﹂﹁
法
﹂
か
ら
の
﹁
引
申
﹂
の
義
で
あ
る
。﹁
憲
﹂
の
意
義
は
概
ね
上
の
よ
う
で
よ
い
。
他
に
は
稀
に
﹁
法
﹂

で
は
な
く
﹁
ま
こ
と
﹂
と
か
﹁
示
す
﹂
と
か
の
意
に
使
用
す
る
が
、
原
義
た
る
﹁
法
﹂
か
ら
派
生
し
た
語
義
で
あ
る
。

　

結
論
的
に
は
、﹁
憲
﹂
が
﹁﹃
害
﹄
に
通
じ
る
﹂
意
義
は
な
い
。

　
﹁
憲
﹂
が
﹁﹃
害
﹄
に
通
じ
る
﹂
な
る
解
は
当
た
ら
ぬ
。﹁
害
﹂
は
も
と
も
と
音
符
で
あ
り
、
意
味
に
関
係
が
な
い
か
ら
だ
、
と
前
記
﹃
説
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文
解
字
﹄（﹁
説
文
﹂）
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
何
故
、﹁
憲
﹂
と
﹁
害
﹂
が
通
じ
る
と
い
う
意
見
は
﹁
憲
﹂
に
﹁
害
﹂
と
い
う
語
義

を
間
違
っ
て
混
入
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
探
っ
て
み
る
。

Ⅱ　
「
憲
」
が
「『
害
』
に
通
じ
る
」
な
る
解
釈
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か

　

多
少
厄
介
で
あ
る
。
こ
れ
を
調
査
す
る
の
に
、
先
の
﹃
説
文
解
字
﹄
と
そ
の
他
関
係
著
作
を
見
る
と
、
出
所
は
多
分
こ
れ
だ
と
考
え
る
材

料
が
あ
る
。

　

古
語
を
調
べ
る
の
に
前
記
Ⅰ
で
は
﹃
爾
雅
﹄
を
取
り
あ
げ
た
が
、﹃
爾
雅
﹄
に
示
す
語
義
を
更
に
さ
か
の
ぼ
り
、
漢
字
の
﹁
原
義
の
原
義
﹂

に
つ
い
て
調
べ
る
に
は
﹃
説
文
﹄
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
﹃
説
文
﹄
に
は
既
に
﹁
憲
﹂
の
字
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
原
文
は
つ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。﹁
憲
。
敏
也
从
心
从
目
害
省
声
﹂（
憲
は
敏
︽
サ
ト
イ
︾
な
り
、心
に
と
目
に
从
︽
従
︾
ふ
。
害
︽
ケ
ン
︾
の
省
声
）﹂
と
あ
る
（
前
述
）。

　
﹁
憲
﹂
が
﹁
害
﹂
に
通
じ
る
根
拠
が
ど
こ
か
に
な
い
か
、と
い
う
こ
と
だ
が
、﹃
康
煕
字
典＊
﹄
に
よ
る
と
、音
韻
の
書
﹃
唐
韻
﹄﹃
集
韻
﹄﹃
韻

会
﹄
を
引
い
て
、﹁
並
許
建
切
、
音
献
。
懸
法
示
人
曰
憲
、
从
害
省
从
心
从
目
、
観
於
法
象
、
使
人
暁
然
知
不
善
害
、
接
於
目
怵
於
心
、
凛

乎
不
可
犯
（
並
に
許
建
の
切＊

、
＊

音
は
献
︽
ケ
ン
︾。
法
を
懸
け
人
に
示
す
を
憲
と
曰
う
。
害
の
︽
字
︾
の
省
く
︽
省
略
の
こ
と
︾
に
从
︽
シ

タ
ガ
ウ
︾
ひ
、
心
に
从
ひ
、
目
に
从
ひ
、
法
象
︽
法
律
︾
を
観
せ
、
人
を
し
て
暁
然
と
し
て
不
善
の
害
を
知
ら
し
む
。
目
に
接
し
、
心
を
怵

︽
イ
タ
マ
︾
し
め
ば
、
凛
乎
と
し
て
犯
す
可
か
ら
ず
）
と
あ
る
。﹃
説
文
﹄
で
声
符
で
あ
っ
た
﹁
憲
﹂
の
字
の
構
成
要
素
た
る
﹁
害
﹂
に
意
味

を
持
た
せ
、﹁
憲
﹂
に
﹁
不
善
の
害
を
知
ら
し
む
﹂
と
の
意
義
も
加
え
て
注
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
が
、﹁
害
﹂
と
い
う

語
が
辛
う
じ
て
こ
こ
だ
け
に
出
て
く
る
。
し
か
し
、﹁
憲
﹂（
法
）
を
門
に
懸
け
て
﹁
不
善
の
害
を
知
ら
し
む
﹂
こ
と
だ
か
ら
﹁
憲
﹂
と
﹁
害
﹂

と
が
﹁
通
じ
る
﹂
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

 

＊
﹃
康
煕
字
典
四
十
二
巻
﹄
は
一
七
一
〇
年
勅
撰
。
字
形
、
音
、
語
義
、
排
列
法
な
ど
を
示
し
た
字
書
で
い
わ
ば
漢
字
の
基
準
書
。
現
在
で
も
漢
語
の
辞
書
類
の
字
形
、
排
列
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の
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

　
 

＊
＊
﹁
許
建
の
切
﹂
と
は
﹁
憲
﹂
の
音
表
示
。
二
文
字
の
子
音
と
母
音
と
で
一
音
を
表
す
方
法
で
﹁
反
切
﹂
と
い
い
、
ま
た
﹁
反
﹂
と
も
﹁
切
﹂
と
も
い
う
。﹁
許
建
切
（
許

建
の
切
）﹂
は
キ
ョ
と
ケ
ン
の
子
音
と
母
音
と
を
合
わ
せ
て
﹁
ケ
ン
﹂（﹁
憲
﹂
の
音
）
と
な
る
。

Ⅲ　
「
憲
法
」
な
る
二
字
「
熟
語
」
に
つ
い
て

　

既
に
二
千
数
百
年
前
の
﹃
国
語
﹄（
春
秋
各
国
の
歴
史
）
と
い
う
書
物
に
出
て
お
り
、﹁
賞
善
罰
姦
、
国
之
憲
法
也
（
善
を
賞
し
姦
︽
ワ
ル

モ
ノ
︾
を
罰
す
る
は
、
国
の
憲
法
な
り
）﹂
と
い
う
。﹁
国
の
憲
法
﹂
の
意
味
は
﹁
国
の
根
本
の
お
き
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
憲
と
法
と
は

同
じ
意
味
の
語
を
重
ね
て
意
義
を
強
調
し
た
熟
語
で
あ
る
。
国
の
大
法
。
基
本
の
法
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
る
。

　
﹁
憲
法
﹂
の
他
に
﹁
憲
﹂
の
字
を
使
用
す
る
熟
語
を
あ
げ
る
と
、
憲
典
（
典
憲
と
同
じ
。﹁
典
﹂
は
﹁
典
型
﹂
の
﹁
典
﹂
で
、
国
の
根
本
の

規
範
、基
準
の
意
味
で
﹃
唐
六
典
﹄﹃
大
清
会
典
﹄
な
ど
の
﹁
典
﹂
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。
刑
憲
・
憲
章
な
ど
重
い
法
を
表
現
す
る
に
は
﹁
憲
﹂

を
付
し
て
二
字
熟
語
に
し
て
使
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
常
憲
と
い
え
ば
日
常
の
根
本
の
規
範
（﹃
爾
雅
﹄
の
﹁
疏
﹂
に
﹁
憲
は
常
法
な
り
﹂
と
も
い
う
）
で
あ
る
。﹁
王
憲
﹂・﹁
大
憲
﹂・﹁
天

憲
﹂
な
ど
は
﹁
法
﹂
に
王
、
大
、
天
な
ど
を
修
飾
語
と
し
て
付
け
た
の
だ
が
、
こ
れ
も
﹁
憲
法
﹂
と
同
じ
よ
う
に
、
二
字
熟
語
と
し
て
、
二

字
で
一
つ
の
方
向
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。

　
﹁
憲
法
﹂
の
語
は
上
述
の
よ
う
に
西
暦
前
の
﹃
国
語
﹄
に
見
え＊
、
国
法
・
ま
た
大
法
の
こ
と
で
よ
い
の
で
あ
る
。

　

 

＊
例
の
聖
徳
太
子
の
﹁
憲
法
十
七
条
﹂（
六
〇
七
年
）
の
﹁
憲
法
﹂
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
内
容
は
官
僚
の
服
務
基
準
の
訓
戒
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

当
時
の
歴
史
的
状
況
か
ら
し
て
日
本
最
初
の
成
文
法
で
あ
っ
た
と
の
理
解
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
統
治
機
構
の
官
僚
の
文
字
化
し
た
行
動
基
準
を
示
し
た
﹁
国
法
﹂
で
あ
る

こ
と
に
は
違
い
な
い
。
法
の
文
字
化
は
そ
の
後
発
展
を
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
趨
勢
の
最
初
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
我
々
は
研
究
し
、
我
が
国
の
法
な
る
も
の
の
性
格
に
対
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す
る
認
識
を
深
め
れ
ば
、
法
の
学
問
に
も
、
歴
史
学
に
も
貢
献
で
き
る
。

（
二
）
注
（
115
）：
応
用
ゼ
ミ
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
変
動
と
法
」
お
よ
び
「
比
較
法
文
化
論
Ⅰ
」
を
め
ぐ
っ
て

　

私
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
一
年
ま
で
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
と
一
緒
に
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
で
﹁
応
用
ゼ
ミ
﹂
を
担
当
し
て
い

た
。
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
は
﹁
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
変
動
と
法
﹂
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
お
き
た
大
き
な
事
件
を
戦
後
史
の
な
か
に
し
ず
め

て
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
件
に
直
接
関
係
し
た
弁
護
士
、
裁
判
官
の
方
が
た
に
講
師
と
し
て
き
て
い
た
だ
い
て
お
話

し
を
し
て
も
ら
っ
た
。
受
講
生
を
事
件
の
現
場
に
可
能
な
か
ぎ
り
近
づ
け
る
た
め
に
映
像
を
多
用
し
た
。

　

事
件
の
選
択
の
際
、
冤
罪
事
件
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
も
の
が
私
に
は
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
私
に
、
冤
罪
事
件
を
テ
ー

マ
に
す
る
よ
う
い
わ
れ
た
の
は
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
で
あ
り
、
ご
自
身
が
こ
の
テ
ー
マ
を
講
ず
る
講
師
と
な
ら
れ
た
。
八
海
事
件
を
映
像
化
し
た

今
井
正
監
督
﹁
真
昼
の
暗
黒
﹂
を
受
講
生
に
は
み
せ
た
。

　

佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
が
こ
の
テ
ー
マ
を
と
お
し
て
伝
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
裁
判
官
と
し
て
の
、
広
く
は
法
曹
と
し
て
の
心
構
え
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
講
義
を
お
聞
き
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
構
え
を
語
る
た
め
に
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
が
引
か
れ
た
の
は
、
吉
川
英
治

﹃
大
岡
越
前
﹄
に
お
い
て
、
鉄
淵
禅
師
が
若
き
日
の
大
岡
越
前
に
与
え
た
箴
言
の
ひ
と
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
以
下
の
言
葉
で
あ
る
。

　
﹁
人
間
ニ
神
ノ
裁
キ
ハ
難
シ
。
人
間
ガ
人
間
ヲ
裁
ク
ノ
畏オ
ソ

レ
ヲ
常
ニ
想
ヘ
。
裁
カ
バ
裁
カ
レ
ン
﹂（
吉
川
英
治
﹃
平
の
将
門　

大
岡

越
前
﹄
講
談
社
︿
昭
和
四
十
三
年
﹀
四
三
二
頁
）。

　

裁
判
官
は
、
こ
の
﹁
畏
れ
﹂
を
前
に
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
。﹁
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
知
見
を
結
集
し
、
叡
智
を
働
か
す
ほ
か
な
い
﹂、
と
佐
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藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
い
う
。﹁
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
知
見
﹂
と
は
、﹁
智ま
い

慧ん
ど

と
知す
き
る識
﹂
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
﹁
知
見
﹂
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、

不
断
の
研
鑽
が
求
め
ら
れ
る
。
人
間
を
知
り
人
間
に
つ
な
が
る
も
の
全
て
に
つ
う
じ
る
た
め
の
休
み
の
な
い
精
進
が
求
め
ら
れ
る
。
佐
藤
ジ

ャ
ッ
ジ
は
、
そ
の
﹁
研
鑽
﹂﹁
精
進
﹂
を
、
坂
村
真
民
の
詩
﹁
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
﹂（
同
名
書
、
サ
ン
マ
ー
ク
出
版
、
二
〇
一
三
年
第
三
十

五
刷
、
一
四
頁
）
に
重
ね
て
、﹁
念
ず
る
﹂
に
置
き
か
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
佐
藤
嘉
彦
﹃
刑
事
裁
判
覚
書
﹄
成
文
堂
（
二
〇
一
四
年
）

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、﹁
裁
か
ば
裁
か
れ
ん　

念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
﹂
で
あ
る
（
文
中
の
引
用
は
、
同
ⅹ
頁
）。

　

佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
ま
た
、
三
宅
正
太
郎
﹃
裁
判
の
書
﹄（
養
德
社
、
昭
和
二
十
三
年
）
の
な
か
か
ら
、
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
に
係
る

故
事
も
引
か
れ
る
。
重
宗
は
、﹁
廳
に
出
る
毎
に
﹂、
西
の
方
角
に
あ
る
愛
宕
神
社
に
向
い
、﹁
所
願
﹂
が
あ
っ
て
﹁
遙
に
拜
し
て
黙
禱
﹂
を

し
た
と
い
う
。﹁
そ
の
所
願
と
い
ふ
は
今
日
重
宗
が
訟
を
斷
ぜ
ん
に
心
に
及
ば
ん
程
は
私
の
こ
と
あ
ら
じ
、
若
し
過
つ
て
私
の
こ
と
あ
ら
ん

に
は
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
命
を
召
さ
れ
候
へ
、
年
頃
深
く
賴
み
奉
る
上
は
少
し
も
私
の
心
あ
ら
ん
に
は
世
に
な
が
ら
へ
さ
せ
給
ふ
な
と
毎
日
祈

誓
す
る
に
て
候
﹂（
四
～
五
頁
）。
意
識
に
上
る
私
心
は
い
う
ま
で
も
な
く
、﹁
意
識
に
上
ら
ざ
る
﹂
＝
﹁
意
識
下
の
私
心
﹂
ま
で
を
も
抑
制

し
捨
て
去
り
事
件
に
集
中
す
る
、
︱
︱
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
こ
れ
を
﹁
刑
事
裁
判
の
極
意
﹂
だ
、
と
い
い
、
そ
の
﹁
極
意
﹂
を
極
め
よ
う
と

す
る
営
為
も
ま
た
裁
判
官
に
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
（
佐
藤
、
前
掲
書
xii
頁
）。

　
﹁
精
進
﹂
を
し
﹁
極
意
﹂
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
判
断
を
く
だ
す
こ
と
を
迷
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
き
、﹁
南
無
！in dubio 

pro reo

﹂、
︱
︱
す
な
わ
ち
﹁
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
﹂
原
則
へ
の
帰
依
を
説
か
れ
る
（
佐
藤
、
前
掲
書
ｘ
頁
）。

　

誤
判
と
は
﹁
死
に
い
た
る
病
﹂
で
あ
る
こ
と
を
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
の
心
に
深
く
刻
ま
せ
た
の
は
、
吉
田
石
松
氏
に
係
る
﹁
強
盗
殺
人
事
件
﹂、

い
わ
ゆ
る
﹁
昭
和
岩
窟
王
事
件
﹂（
事
件
の
発
生
は
旧
々
刑
事
訴
訟
法
が
現
行
法
で
あ
っ
た
大
一
九
一
三

正
二
年
八
月
一
三
日
、
再
審
無
罪
判
決
が
だ

さ
れ
た
の
は
昭
一
九
六
三

和
三
八
年
二
月
二
八
日
）
の
詳
細
な
記
録
﹃
真
実
は
生
き
て
い
る
︱
︱
日
本
巌
窟
王
五
十
年
目
の
無
実
﹄（
青
山
与
平
著
、

ぎ
ょ
う
せ
い
、昭
和
六
〇
年
）
中
の
う
た
﹁
村
人
が　

心
を
こ
め
し　

雪
冤
の
／
祝
い
の
集
い　

悲
し
か
り
と
は
﹂（
四
五
四
頁
）
だ
と
い
う
。



（　
　
　

）

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

六
九

四
二
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私
も
、
二
段
組
四
五
七
頁
の
そ
の
記
録
を
読
ん
で
み
た
。
そ
し
て
、
お
も
っ
た
こ
と
は
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
再
審
決
定
、
再
審
無
罪
判

決
を
く
だ
し
た
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
の
三
名
の
裁
判
官
︱
︱
裁
判
長
判
事
小
林
登
一
、
判
事
成
田
薫
、
判
事
斎
藤
寿
︱
︱
に
板
倉
重
宗

に
重
な
る
な
に
か
を
感
じ
と
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
成
田
判
事
は
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
が
師
と
仰
ぐ
そ
し

て
ま
た
裁
判
官
へ
と
そ
の
背
中
を
押
さ
れ
た
、岐
阜
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
実
務
修
習
時
代
の
岐
阜
地
裁
所
長
（
指
導
官
）
で
あ
る
（
佐
藤
、

前
掲
書
xii
頁
）。
そ
し
て
、再
審
無
罪
判
決
の
原
案
を
起
草
し
た
の
は
、本
裁
判
の
右
陪
席
で
あ
っ
た
成
田
判
事
で
あ
る
。
判
決
文
の
結
び
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
﹁
ち
な
み
に
当
裁
判
所
は
被
告
人
否
こ
こ
で
は
被
告
人
と
云
う
に
忍
び
ず
吉
田
翁
と
呼
ぼ
う
。
吾
々
の
先
輩
が
翁
に
対
し
て
冒
し
た

過
誤
を
只
管
陳
謝
す
る
と
共
に
実
に
半
世
紀
の
久
し
き
に
亘
り
克
く
あ
ら
ゆ
る
迫
害
に
堪
え
自
己
の
無
実
を
叫
び
続
け
て
来
た
そ
の

崇
高
な
る
態
度
、
そ
の
不
撓
不
屈
の
正
に
驚
嘆
す
べ
き
類
な
き
精
神
力
、
生
命
力
に
対
し
深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
つ
つ
翁
の
余
生
に

幸
多
か
ら
ん
こ
と
を
祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
。
／
よ
つ
て
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
﹂（﹁
強
盗
殺
人
再
審
請
求
事
件
﹂﹃
高
等
裁
判
所

刑
事
判
例
集
﹄
第
十
六
巻
第
一
号
︿
昭
和
三
八
年
﹀
一
五
七
～
一
五
八
頁
）。

　
﹁
意
識
下
の
私
心
﹂
さ
え
も
な
く
事
件
に
向
き
合
う
こ
と
で
し
か
出
て
こ
な
い
、
こ
ん
こ
ん
と
湧
く
清
水
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
三

人
の
裁
判
官
が
再
審
に
係
る
決
定
を
く
だ
す
の
に
つ
い
や
し
た
時
間
は
わ
ず
か
四
か
月
弱
（
昭
一
九
六
〇

和
三
五
年
一
一
月
二
八
日
再
審
請
求
～

昭
一
九
六
一

和
三
六
年
四
月
一
一
日
再
審
開
始
決
定
）、
再
審
に
係
る
判
決
を
く
だ
す
の
に
要
し
た
時
間
は
さ
ら
に
短
く
二
か
月
余
（
昭
一
九
六
二

和
三
七
年
一

二
月
六
日
再
審
開
始
～
昭
一
九
六
三

和
三
八
年
二
月
二
八
日
無
罪
判
決
）
で
あ
る
。
成
田
判
事
は
民
事
事
件
も
刑
事
事
件
も
お
で
き
に
な
る
俊
才
で
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
平
二
〇
一
〇

成
二
二
年
三
月
二
六
日
に
百
歳
と
三
か
月
で
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た
。
く
し
く
も
、
そ
の
日
は
、
足
利
事
件
に
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関
係
し
て
菅
家
利
和
氏
に
再
審
無
罪
判
決
が
出
さ
れ
た
日
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
、
昭
一
九
六
二

和
三
七
年
一
二
月
二
二
日
、﹁
違
法
性
阻
却
理
由
と
し
て
の
安
楽
死
の
要
件
﹂
六
点
を
示
し

た
判
決
が
尊
属
殺
人
事
件
に
関
係
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
昭
和
岩
窟
王
事
件
と
同
様
に
裁
判
長
判
事
小
林
登
一
、
判
事
成
田
薫
、

判
事
斎
藤
寿
で
あ
る
。
主
任
裁
判
官
が
や
は
り
同
じ
く
成
田
判
事
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
（﹁
尊
属
殺
人
被
告
事
件
﹂﹃
高
等
裁
判
所

刑
事
判
例
集
﹄
第
十
五
巻
第
九
号
︿
昭
和
三
七
年
﹀
六
七
四
～
六
八
〇
頁
）。

　

応
用
ゼ
ミ
で
、
冤
罪
に
続
い
て
取
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
は
公
害
問
題
で
あ
る
。
私
に
は
奇
跡
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
出
来
事
な
の
で
あ
る

が
、
四
大
公
害
訴
訟
の
な
か
で
最
初
に
判
決
の
出
た
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
事
件
判
決
原
案
を
主
任
裁
判
官
と
し
て
起
草
し
た
佐
野
正
幸
氏
（
現

在
は
大
阪
市
に
あ
る
﹁
さ
く
ら
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）
を
講
師
と
し
て
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
富
山
地
方
裁
判
所
に
訴
え
が
出
さ
れ

た
の
は
昭
和
四一
九
六
八三

年
三
月
九
日
、
判
決
の
言
い
渡
し
は
昭
一
九
七
一

和
四
六
年
六
月
三
〇
日
で
あ
る
。
司
法
修
習
を
終
え
た
ば
か
り
の
佐
野
氏
の
初
め

て
の
任
官
先
が
富
山
地
方
裁
判
所
で
あ
っ
た
と
い
う
偶
然
が
、
佐
野
氏
を
本
事
件
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

佐
野
氏
が
左
陪
席
と
し
て
実
際
に
裁
判
に
加
わ
る
の
は
、
昭
和
四一
九
六
九四

年
六
月
二
〇
日
の
第
七
回
口
頭
弁
論
期
日
か
ら
で
あ
る
。
佐
野
氏
は

こ
の
と
き
二
五
歳
で
あ
る
。
学
術
論
文
と
い
っ
て
も
い
い
、
分
厚
い
﹁
損
害
賠
償
請
求
事
件
／
富
山
地
方
昭
四
三
（
ワ
）
第
四
一
号
／
昭
和

四
六
、
六
、
三
〇
判
決
﹂
を
読
ん
だ
私
は
、
二
五
歳
の
頃
の
自
分
を
顧
み
て
た
め
い
き
を
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
佐
野
氏
は
、
ほ
か
の
事
件

の
担
当
を
は
ず
れ
、
三
か
月
余
、
判
決
原
案
の
作
成
に
没
頭
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
判
決
は
、﹁
小
松
み
よ　

外
三
〇
名
﹂
の
原
告
の
そ

れ
ぞ
れ
を
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
し
っ
か
り
と
中
核
に
す
え
そ
し
て
時
代
を
切
り
拓
い
た
力
作
で
あ
り
、
読
み
継
が
れ
る
べ
き
、
判
決
中
の

古
典
の
ひ
と
つ
だ
、
と
私
は
お
も
う
。

　

佐
野
氏
は
、
講
義
の
資
料
と
し
て
、
ご
自
身
が
執
筆
さ
れ
た
﹁
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
事
件
を
担
当
し
て
﹂﹃
判
例
時
報
﹄
七
三
八
号
（
昭
和

四
九
年
六
月
）
を
用
意
さ
れ
、
訴
訟
上
の
論
点
等
々
に
つ
い
て
お
話
し
さ
れ
た
。
私
が
こ
の
論
文
を
読
ん
で
特
に
注
目
し
た
の
は
、
朝
日
新
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四
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五

聞
縮
刷
版
の
目
次
を
材
料

に
し
て
、
佐
野
氏
が
作
成

し
た
、
こ
こ
に
転
載
す
る

図
（
二
〇
頁
）
で
あ
る
。

昭
和
四一
九
六
八三
年
三
月
か
ら
昭

和
四一
九
七
一六

年
一
月
ま
で
の
わ

ず
か
三
年
の
間
に
、
︱
︱

そ
れ
は
決
し
て
よ
い
社
会

事
象
で
は
な
い
の
で
あ
る

が
︱
︱
、﹁
公
害
﹂
と
い

う
項
目
が
﹁
犯
罪
﹂
な
ど

と
並
ぶ
大
分
類
項
目
に

﹁
格
上
げ
﹂
さ
れ
て
い
く

さ
ま
が
実
に
よ
く
わ
か

る
、
学
術
的
価
値
の
あ
る

図
で
あ
る
。

　

次
に
取
り
あ
げ
た
テ
ー

マ
は
消
費
者
問
題
で
あ

政
治

外
交

経
済

文
化

社
会

科
学

教
育

学
芸

出
版
・
報
道

趣
味
・
娯
楽

〔
巨
大
科
学
〕

〔
原
子
力
〕

〔
宇
宙
開
発
〕

〔
観
測
調
査
〕

〔
天
文
気
象
〕

〔
医
事
〕

〔
衛
生
〕

・
公
害

・
富
山
の
イ
タ

 

イ
イ
タ
イ
病

・
み
ん
な
の
健

 

康

万
国
博

政
治

外
交

文
化

社
会

家
庭

科
学

公
害

教
育

学
芸

出
版
・  

報
道

趣
味
・ 

娯
楽

（昭和43年３月）

（昭和45年７月）

（昭和45年５月）

万
国
博

政
治

外
交

経
済

文
化

社
会

科
学

教
育

学
芸

出
版
・
報
道

趣
味
・
娯
楽

〔
計
画
〕

〔
観
測
・
調
査
〕

〔
原
子
力
〕

〔
海
洋
開
発
〕

〔
宇
宙
開
発
〕

〔
天
文
〕

〔
気
象
〕

〔
医
事
〕

〔
衛
生
〕

〔
公
害
〕

国
土
・
人
口

政
治

外
交

文
化

社
会

家
庭

科
学

教
育

学
芸

出
版
・
報
道

一
般

人
事

　
　
　
　
　
　

公
害

事
件

司
法
・
警
察

裁
判

犯
罪

家
庭

（昭和46年１月）

（
計
一
五
項
目
）

（
計
一
五
項
目
）

（
計
一
六
項
目
）

（
計
一
四
項
目
）
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憲
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る
。
講
師
と
し
て
お
迎
え
で
き
た
の
は
野
々
山
宏
弁
護
士
で
あ
る
。
野
々
山
氏
の
講
義
用
レ
ジ
ュ
メ
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
消
費
者
問
題
と
消

費
者
法
の
展
開
︱
︱
実
務
家
の
役
割
を
考
え
る
﹂
で
あ
る
。
こ
の
レ
ジ
ュ
メ
は
、
以
下
の
大
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。﹁
第
一　

消
費

者
問
題
と
は
何
か
︱
︱
﹃
被
害
﹄
な
の
か
﹂、﹁
第
二　

消
費
者
法
制
の
展
開
﹂、﹁
第
三　

私
自
身
の
消
費
者
問
題
へ
の
取
り
組
み
﹂、
そ
し

て
﹁
第
四　

私
が
期
待
す
る
実
務
家
の
役
割
﹂。
野
々
山
氏
が
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
消
費
者
庁
所
管
の
独
立
行
政
法
人
﹁
国
民
生
活
セ
ン

タ
ー
﹂
の
理
事
長
に
就
任
さ
れ
た
あ
と
講
師
を
引
き
継
い
で
く
だ
さ
っ
た
の
は
長
野
浩
三
弁
護
士
で
あ
る
（
お
二
人
は
京
都
市
に
あ
る
﹁
御

池
総
合
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）。
長
野
氏
は
、
野
々
山
氏
の
講
義
と
の
継
続
性
を
意
識
さ
れ
、
野
々
山
氏
の
レ
ジ
ュ
メ
を
、
一
部
修
正
追
加

さ
れ
た
だ
け
で
受
け
継
が
れ
た
。
修
正
は
大
項
目
第
三
が
﹁
あ
る
弁
護
士
の
消
費
者
問
題
へ
の
取
り
組
み
﹂
と
さ
れ
た
こ
と
、
追
加
は
﹁
私

自
身
の
取
組
と
感
想
﹂
を
第
四
の
大
項
目
と
し
て
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
お
二
人
の
講
義
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
め
を
す

べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
叙
述
の
複
雑
さ
を
さ
け
る
た
め
、
私
に
と
っ
て
時
間
的
に
近
い
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
長
野
氏
の
レ

ジ
ュ
メ
に
そ
っ
て
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

長
野
氏
は
、
消
費
者
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
を
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
時
代
へ
と
変
化
し
て
、
事

業
者
と
消
費
者
が
分
離
し
そ
し
て
そ
れ
ら
両
者
の
間
に
地
位
の
互
換
性
が
な
く
な
る
二
〇
世
紀
と
い
う
時
代
の
特
徴
か
ら
説
き
起
こ
し
て
語

ら
れ
る
な
ど
し
て
、
ま
ず
、﹁
消
費
者
問
題
と
は
何
か
︱
︱
被
害
な
の
か
﹂
を
お
話
し
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
消
費
者
法
制
の
展

開
や
、
一
九
八
〇
年
代
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
二
〇
〇
〇
年
代
と
時
期
区
分
さ
れ
た
う
え
で
の
、
豊
田
商
事
事
件
等
々
の
諸
事
件
と
そ
れ

に
対
す
る
弁
護
士
の
取
り
組
み
、
さ
ら
に
は
﹁
更
新
料
特
約
﹂、﹁
携
帯
電
話
解
約
料
条
項
﹂
等
々
、
長
野
氏
ご
自
身
が
取
り
組
ま
れ
た
あ
る

い
は
取
り
組
ま
れ
て
い
る
事
件
や
問
題
点
に
つ
い
て
お
話
し
を
さ
れ
、
最
後
に
、
実
務
法
曹
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
公
正
（fair

）
な

社
会
の
実
現
﹂
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
だ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
講
生
に
伝
え
ら
れ
た
。
消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
経
済
的

利
益
に
は
還
元
で
き
な
い
﹁
や
り
が
い
、
充
実
感
﹂
を
感
じ
て
い
る
し
、﹁
消
費
者
の
権
利
の
推
進
に
寄
与
し
て
い
る
﹂
と
い
う
感
覚
を
も
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て
て
い
る
、
と
の
感
想
や
、﹁
事
件
処
理
の
み
で
な
く
、
制
度
を
作
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
社
会
を
変
え
て
い
く
活
動
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
、

長
野
氏
は
述
べ
ら
れ
た
。

　
﹁
消
費
者
問
題
は
﹃
被
害
救
済
﹄
の
視
点
が
必
要
﹂
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
、﹁
消
費
者
基
本
法
﹂﹁
消
費
者
契
約
法
﹂
等
々
を
消
費

者
の
目
線
で
社
会
に
実
際
に
根
づ
か
せ
る
た
め
の
活
動
や
、
制
度
改
革
、
立
法
を
も
視
野
に
い
れ
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る
野
々
山
氏
、
長
野

氏
の
講
義
に
は
、
実
務
家
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
迫
力
と
説
得
力
が
あ
っ
た
。

　

消
費
者
問
題
に
続
い
て
取
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
は
ハ
ン
セ
ン
病
裁
判
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
問
題
を
応
用
ゼ
ミ
の
組
み
立
て

の
大
黒
柱
と
位
置
づ
け
、
四
回
の
講
義
回
数
を
割
り
当
て
た
。
現
行
憲
法
下
の
戦
後
日
本
の
歴
史
を
、
︱
︱
大
き
く
は
古
代
か
ら
の
歴
史
を
、

あ
る
い
は
明
治
維
新
に
は
じ
ま
る
近
代
日
本
の
歴
史
を
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
迫
る
も
の
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
講
師
と
し
て
お
迎
え
し
た
の
は
、
徳
田
靖
之
弁
護
士
（
大
分
市
に
あ
る
﹁
徳
田
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）、
神か
み
や谷
誠
人
弁
護
士
（
大

阪
市
に
あ
る
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ン
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）、
大
槻
倫の
り
こ子

弁
護
士
（
神
戸
市
に
あ
る
﹁
あ
い
お
い
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）
で
あ
る
。

以
下
、
三
人
の
講
師
の
二
〇
一
一
年
度
の
講
義
の
一
端
を
紹
介
す
る
。

　

徳
田
氏
に
は
、
二
回
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
。
一
回
目
の
講
義
で
は
、
六
点
の
大
項
目
か
ら
な
る
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
さ
れ
、
現

代
に
い
た
る
ま
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
史
を
お
話
し
さ
れ
た
。
レ
ジ
ュ
メ
の
大
項
目
二
の
な
か
の
項
目
﹁（
１
）
相
対
隔
離
の
時
代
（
一
九

〇
四
年
～
）﹂
で
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
が
い
る
こ
と
を
文
明
開
化
し
た
日
本
の
﹁
国
辱
﹂
と
す
る
﹁
論
﹂
と
結
び
つ
い
た
、
浮
浪
す
る
患
者
の

隔
離
に
つ
い
て
語
ら
れ
、﹁（
２
）
絶
対
隔
離
・
絶
滅
政
策
の
展
開
（
一
九
三
一
年
～
）﹂
に
お
い
て
﹁
民
族
浄
化
論
﹂
と
連
動
し
た
、
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
あ
る
い
は
そ
う
疑
わ
れ
た
ひ
と
た
ち
の
﹁
絶
対
隔
離
﹂﹁
終
世
隔
離
﹂﹁
完
全
隔
離
﹂﹁
絶
滅
政
策
﹂
に
つ
い
て
、
ま
た
さ
ら
に
、

＂
怖
い
病
気
＂
か
ら
社
会
を
守
る
と
い
う
﹁（
３
）
社
会
防
衛
論
に
よ
る
隔
離
の
時
代
（
一
九
五
三
年
～
）﹂、
そ
し
て
、
次
に
、
療
養
施
設
に

留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
仕
向
け
る
﹁（
４
）
処
遇
改
善
策
に
よ
る
隔
離
の
時
代
（
一
九
七
五
年
～
）﹂
等
々
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
ハ
ン
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セ
ン
病
違
憲
国
家
賠
償
訴
訟
が
一
九
九
八
年
七
月
三
一
日
に
起
こ
さ
れ
る
（
第
一
次
提
訴
）
ま
で
の
道
筋
を
た
ど
ら
れ
た
。

　

大
項
目
三
﹁
日
本
の
隔
離
政
策
の
特
徴
﹂
に
お
い
て
、﹁
強
制
労
働
﹂﹁
断
種
・
堕
胎
の
強
制
﹂
に
つ
い
て
、
ま
た
、
一
九
三
五
～
一
九
五

五
年
ま
で
の
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
あ
る
い
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
ひ
と
た
ち
を
地
域
社
会
か
ら
排
除
し
隔
離
す
る
﹁
無
ら
い
県
運
動
﹂
に
つ
い

て
説
明
さ
れ
、
大
項
目
四
﹁
戦
後
民
主
主
義
と
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
﹂、
大
項
目
五
﹁
高
度
成
長
下
の
日
本
と
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
﹂

に
お
い
て
、
戦
後
民
主
主
義
と
い
わ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
隔
離
政
策
が
ど
の
よ
う
に
し
て
継
続
さ
れ
た
の
か
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
最

後
に
、
法
律
家
に
求
め
ら
れ
る
資
質
に
関
係
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。﹁
人
権
は
、
侵
害
さ
れ
た
人
々
の
訴
え
、
た
た
か
い
に
よ
っ
て

確
立
す
る
。
そ
の
訴
え
に
対
す
る
共
感
こ
そ
が
法
律
家
に
最
も
求
め
ら
れ
る
資
質
で
あ
る
﹂。

　

徳
田
氏
は
、
第
二
回
目
の
講
義
で
、﹁
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
が
私
た
ち
に
問
う
も
の
﹂
と
い
う
演
題
の
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
さ
れ
、
里
帰
り
事

業
に
参
加
し
て
い
た
菊
池
恵
楓
園
（
熊
本
県
）
入
所
者
の
宿
泊
予
約
を
、
入
所
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
ホ
テ
ル
が
取
り
消
し
た
事
件
を
例

に
し
て
、
私
た
ち
普
通
の
市
民
が
差
別
の
加
害
者
に
な
っ
て
し
ま
う
心
の
世
界
を
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
の
心
が
例
え
ば
隔
離
と
い
う
国
策
と

歩
調
を
あ
わ
せ
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
国
策
を
運
ぶ
大
車
輪
と
な
っ
て
例
え
ば
﹁
無
ら
い
県
運
動
﹂
を
下
支
え
す
る
、
動
か
し
が
た
い
力
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

徳
田
氏
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、﹁
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
お
け
る
﹃
救
ら
い
﹄
思
想
と
﹃
救
済
訴
訟
﹄﹂
に
つ
い
て
お
話
し
を
さ
れ
、＂
一
方

に
﹁
救
わ
れ
る
者
﹂
が
い
て
他
方
に
﹁
救
う
者
﹂
が
い
る
＂
と
い
う
発
想
、
構
図
の
差
別
性
を
解
き
明
か
さ
れ
た
。
正
確
を
期
す
た
め
に
、

講
義
で
話
し
を
さ
れ
た
こ
と
の
趣
旨
に
重
な
る
記
述
を
、
受
講
生
に
配
布
し
た
徳
田
靖
之
﹁
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
﹂
山

本
務
・
熱
田
一
信
編
﹃︹
ハ
ン
セ
ン
病
・
薬
害
問
題
︺
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

作
為
・
不
作
為
へ
﹄
本
の
泉
社
（
二
〇
〇
七
年
）
か
ら
引
用
し
た

い
。﹁﹃
救
ら
い
﹄
と
い
う
意
識
に
は
、
二
つ
の
動
か
し
が
た
い
特
徴
が
あ
る
。
／
一
つ
に
は
、﹃
救
う
側
﹄
と
﹃
救
わ
れ
る
側
﹄
と
の
立
場

が
固
定
さ
れ
、
互
換
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
／
救
う
側
は
い
つ
も
救
う
側
に
い
て
、
救
わ
れ
る
側
は
い
つ
も
救
わ
れ
る
側
に
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い
る
の
だ
。
／
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、﹃
救
う
﹄
と
い
う
意
識
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、
救
う
側
に
い
る
人
間
が
正
し
い
と
思
う
こ
と
は
、
救

わ
れ
る
側
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
も
正
し
い
は
ず
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
﹂（
二
四
二
頁
）。
正
し
い
は
ず
だ
と
信
じ
て
し
ま

う
と
、﹁
救
わ
れ
る
側
﹂
の
声
が
聞
こ
え
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
救
わ
れ
る
側
に
対
し
て
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
と
し
て
も
気
が
つ
か

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。﹁
救
わ
れ
る
側
﹂
の
人
権
も
人
間
と
し
て
の
尊
厳
も
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
断
種
、
堕
胎
、
強
制
作
業
に
つ
い

て
も
、＂
そ
う
す
る
の
は
﹁
救
わ
れ
る
側
﹂
の
た
め
を
お
も
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
か
＂、
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　

徳
田
氏
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
に
お
い
て
、
ご
自
身
が
﹁
救
う
側
﹂
に
位
置
し
、﹁
い
つ
の
間
に
か
訴
訟
の
主
人
公
と
し
て
振
舞
っ
て
い

る
こ
と
を
自
覚
﹂
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。﹁
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
に
限
ら
ず
、
人
権
回
復
を
求
め
る
訴
訟
に
お

い
て
、
被
害
を
訴
え
る
原
告
は
、
救
済
の
客
体
で
は
な
く
、
解
放
の
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
／
私
は
、﹃
被
害
救
済
﹄
の
訴
訟

か
ら
﹃
被
害
回
復
﹄
の
訴
訟
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
実
感
し
た
の
だ
っ
た
﹂（
二
四
三
頁
）。
そ
の
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
、
弁
護
士
の
た
め
の
も
の
と
し
て
、
︱
︱
﹁
弁
護
士
が
被
害
を
理
解
し
、
裁
判
官
を
説
得
す
る
た
め
に
必
要
な
過
程
﹂
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
訴
訟
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
被
害
者
が
﹁
自
ら
の
被
害
を
語
り
尽
く
す
﹂
も
の
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
（
二
四
三

頁
）。
徳
田
氏
は
、
引
用
文
ど
お
り
の
言
葉
づ
か
い
で
は
な
い
が
、
講
義
の
な
か
で
、
こ
の
提
言
の
趣
旨
に
沿
う
お
話
し
を
さ
れ
た
。

　

神
谷
氏
は
、﹁﹃
ら
い
﹄
予
防
法
違
憲
国
賠
訴
訟
・
熊
本
地
裁
判
決
の
意
義
と
成
果
﹂
と
い
う
演
題
で
、
訴
訟
の
概
要
、
目
的
、
主
な
争
点

と
判
決
の
論
旨
お
よ
び
意
義
、﹁
熊
本
地
裁
判
決
以
後
の
当
事
者
運
動
の
展
開
︱
︱
判
決
か
ら
政
策
転
換
・
基
本
法
制
定
へ
﹂、﹁
熊
本
地
裁

勝
訴
判
決
を
生
み
出
し
た
要
因
﹂、﹁
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
通
し
て
法
律
家
の
責
任
を
考
え
る
﹂
の
論
点
で
お
話
し
さ
れ
た
。
勝
訴
判
決
を
生

み
出
し
た
三
つ
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、﹁
九
〇
年
間
封
印
さ
れ
て
き
た
原
告
の
魂
の
叫
び
を
引
き
出
す
努
力
﹂
を
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

﹁
被
害
が
深
刻
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
被
害
者
は
被
害
を
語
ら
な
い
﹂、
だ
か
ら
被
害
者
と
の
間
の
信
頼
関
係
構
築
の
努
力
、
対
等
な
人
と
し
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て
共
感
し
あ
え
る
努
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
る
、
︱
︱
神
谷
氏
は
受
講
生
に
そ
う
語
ら
れ
た
。

　

大
槻
氏
は
、﹁
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
演
題
で
、
日
本
統
治
下
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
（
韓
国
の

小
鹿
島
＝
ソ
ロ
ク
ト
更
生
園
、
台
湾
の
楽
生
園
）
の
全
体
像
を
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
そ
れ
ら
の
療
養
所
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
国
を
相

手
と
し
て
起
こ
し
た
訴
訟
の
争
点
、
意
義
等
々
や
判
決
、
判
決
後
の
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
を
さ
れ
た
。
二
つ
の
訴
訟
に
対
す
る
判
決
が
、

平
成
一二
〇
〇
五七
年
一
〇
月
二
五
日
、
同
じ
東
京
地
方
裁
判
所
で
別
々
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
韓
国
の
原
告
に
つ
い
て
は
敗
訴
、
台
湾
の
原

告
に
つ
い
て
は
勝
訴
と
い
う
よ
う
に
、
判
決
は
わ
か
れ
た
。
訴
訟
ま
で
の
経
過
や
訴
状
、
判
決
要
旨
等
々
はhttp://w

w
w
15.ocn.

ne.jp/~
srkt/

が
詳
し
い
。

　

日
本
と
同
様
の
﹁
絶
対
終
生
隔
離
、
労
働
の
強
制
、
断
種
堕
胎
の
強
要
、
故
郷
と
の
断
絶
﹂
に
加
え
、
苛
酷
な
長
時
間
労
働
や
懲
罰
、
神

社
参
拝
な
ど
﹁
植
民
地
で
あ
る
が
ゆ
え
の
激
し
い
迫
害
、
暴
力
に
よ
る
支
配
﹂
に
つ
い
て
の
お
話
し
や
、
そ
の
﹁
支
配
﹂
が
も
た
ら
し
た
も

の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
日
本
人
の
療
養
所
収
容
者
の
方
が
た
の
そ
れ
よ
り
も
全
体
と
し
て
重
い
と
い
わ
れ
る
後
遺
症
の
お
話
し
等
々
、
大
槻

氏
の
講
義
は
、
い
ま
も
な
お
戦
争
と
と
も
に
暮
ら
す
、﹁
戦
後
﹂
と
い
う
言
葉
と
は
お
お
よ
そ
無
縁
の
ひ
と
た
ち
の
い
る
こ
と
を
、
受
講
生

や
私
に
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
槻
氏
は
、
敗
訴
と
い
う
こ
と
で
怒
り
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
原
告
の
ひ
と
た
ち

か
ら
ぎ
ゃ
く
に
励
ま
さ
れ
た
、
と
い
う
。
徳
田
氏
や
神
谷
氏
が
い
わ
れ
る
﹁
共
感
し
あ
う
こ
と
﹂
が
、
韓
国
の
原
告
の
ひ
と
た
ち
と
大
槻
氏

の
間
に
で
き
て
い
た
こ
と
の
、
そ
れ
は
証
な
の
だ
と
お
も
う
。
ま
た
、
大
槻
氏
は
、
日
本
、
韓
国
、
台
湾
の
被
害
者
、
弁
護
士
、
支
援
者
の

間
に
で
き
た
連
帯
の
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
た
。

　

三
人
の
講
師
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
受
講
生
も
私
も
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
神

谷
氏
が
多
く
を
述
べ
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
判
決
後
も
続
く
差
別
や
偏
見
を
解
消
す
る
た
め
の
共
同
行
動
、
人
生
ま
る
ご
と
被
害
を
受

け
た
方
が
た
の
﹁
被
害
回
復
﹂﹁
人
間
回
復
﹂
の
た
め
の
共
同
行
動
、
︱
︱
原
告
だ
っ
た
ひ
と
た
ち
や
弁
護
士
、
市
民
の
共
同
行
動
で
あ
る
。
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判
決
が
確
定
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
も
ち
ろ
ん
弁
護
士
の
仕
事
は
そ
れ
で
終
わ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
の
関
係
者

は
、
こ
の
常
識
と
は
違
う
と
こ
ろ
に
い
る
。
こ
こ
で
詳
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、﹁
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る

法
律
﹂（
俗
称
﹁
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
﹂）
の
制
定
（
平
二
〇
〇
八

成
二
〇
年
）
は
判
決
後
の
出
来
事
の
な
か
の
大
き
な
出
来
事
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

共
同
行
動
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
共
同
行
動
は
い
ま
も
な
お
継
続
し
て
い
る
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
違
憲
国
賠
訴
訟
弁
護
団
﹃
開
か
れ
た
扉
︱
︱
ハ
ン
セ
ン
病
裁
判
を
闘
っ
た
人
た
ち
﹄
講
談

社
（
二
〇
〇
三
年
）
が
詳
し
い
。
法
科
大
学
院
に
お
け
る
私
の
同
僚
の
ひ
と
り
は
熊
本
地
方
裁
判
所
の
ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
判
決
を
課
題
﹁
図

書
﹂
と
し
て
受
講
生
に
読
ま
せ
て
い
た
。
判
決
を
出
し
た
裁
判
官
は
杉
山
正
士
（
裁
判
長
）、
伊
藤
正
晴
、
渡
部
市
郎
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
情
報
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
み
つ
け
た
。﹁
質
問
﹃
杉
山
正
士
と
い
う
裁
判
長
は
勇
気
の
あ
る
人
だ
っ
た
ん
で
し
ょ

う
か
？
﹄。
／
回
答
﹃
事
件
の
大
き
さ
が
あ
の
判
決
を
書
か
せ
た
ん
で
し
ょ
う
。
⋮
⋮
。
や
っ
ぱ
り
説
得
の
前
に
感
じ
る
っ
て
こ
と
が
必
要

で
す
。
⋮
⋮
﹄。﹃
⋮
⋮
。
裁
判
官
を
動
か
す
の
は
や
っ
ぱ
り
正
義
感
で
す
。
⋮
⋮
。
川
辺
川
の
行
政
裁
判
で
は
国
を
勝
た
せ
る
判
決
を
書
い

て
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
国
を
大
き
く
負
か
す
判
決
は
書
い
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
﹄﹂（http://w

w
w

.saibankan.

com
/2009/09/post-39.htm

l　

二
〇
一
五
年
二
月
二
三
日
現
在
）。
発
言
の
多
く
が
﹁
⋮
⋮
﹂
記
号
で
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
︱
︱
こ
こ

で
は
﹁
⋮
⋮
﹂
記
号
そ
の
も
の
を
含
め
関
連
部
分
を
そ
の
ま
ま
の
引
用
し
た
︱
︱
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
情
報
が
発
言
者
の
真
意
を
正
し
く
伝
え

て
い
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
で
は
あ
る
が
、
私
は
こ
の
発
言
に
接
し
て
い
い
よ
う
も
な
い

お
も
い
に
と
ら
わ
れ
た
。＂
杉
山
と
い
う
裁
判
官
は
国
を
勝
た
せ
た
こ
と
の
あ
る
裁
判
官
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
回
の
事
件
が
と
て
も

大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
杉
山
に
国
敗
訴
の
判
決
を
書
か
せ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
杉
山
は
正
義
感
を
も
っ
て
い
る
裁
判
官
だ

っ
た
＂、
と
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
事
件
の
大
小
、
事
件
の
も
つ
力
で
、
裁
判
官
の
仕
事
の
仕
方
は
変
わ
る
の
か
。

　

い
く
ど
も
お
名
前
を
あ
げ
て
い
る
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
ご
自
身
の
前
掲
著
書
﹃
刑
事
裁
判
覚
書
﹄
の
な
か
で
（
六
九
～
七
〇
頁
）、
刑
事
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事
件
の
分
野
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
大
岡
昇
平
の
小
説
﹃
事
件
﹄
の
次
の
一
文
、
︱
︱
裁
判
官
を
辞
め
て
弁
護
士
に
な
っ
た
と
い
う
設

定
の
菊
地
大
三
郎
の
﹁
独
白
﹂
の
一
部
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
菊
地
に
は
、
︱
︱
著
者
の
大
岡
は
否
定
し
て
い
る
が
︱
︱
、
裁
判
官
で
あ

っ
た
伊
達
秋
雄
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
引
用
す
る
の
は
、
新
潮

文
庫
（
平
成
十
年
）
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。

　
﹁
弁
護
人
と
し
て
は
、
公
判
に
勝
つ
こ
と
が
目
標
だ
か
ら
、
迷
う
こ
と
な
く
、
殺
人
を
主
張
す
る
検
察
側
と
争
う
こ
と
が
で
き
た
。

判
事
時
代
よ
り
楽
だ
っ
た
。
裁
判
官
に
は
、
弁
護
人
の
よ
う
に
目
標
が
な
い
。
そ
の
た
め
む
ず
か
し
い
否
認
事
件
に
な
る
と
、
最
終

的
結
論
を
得
る
た
め
に
、
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
う
苦く
も
ん悶

の
日
々
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
彼
は
思
い
出
す
。
／
彼
が
言
い
渡
す
判
決
は
被

告
人
の
将
来
を
左
右
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
彼
は
慎
重
に
良
心
に
従
っ
て
判
断
し
た
つ
も
り
だ
が
、事
件
に
よ
っ
て
は
、真
実
に
つ
い
て
、

つ
い
に
確
信
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
﹂（
四
八
五
頁
。
ル
ビ
は
出
典
に
よ
る
）。

　
﹁
意
識
下
の
私
心
﹂
さ
え
も
な
く
（
本
稿
六
八
頁
）
集
中
し
て
事
件
と
向
き
合
い
、
当
事
者
の
主
張
を
も
ら
さ
ず
聞
き
と
れ
る
よ
う
に
、

﹁
智ま
い
ん
ど慧
と
知す
き
る識
﹂（
本
稿
六
八
頁
）
に
よ
っ
て
手
入
さ
れ
る
こ
と
で
常
に
高
感
度
に
保
た
れ
て
い
る
ア
ン
テ
ナ
を
広
げ
て
事
実
を
認
定
し
、
ゆ

る
ぎ
の
な
い
心
証
形
成
を
心
が
け
る
、
︱
︱
訴
訟
手
続
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
誠
実
さ
、
プ
ロ
の
裁
判
官
た
る
矜
持
か
ら
し
か
、
ひ
と
の
心

に
響
く
判
決
と
い
う
の
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
お
も
う
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
（
本
稿
六
九
頁
）、
昭
和
岩
窟
王
事

件
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
小
林
登
一
、
成
田
薫
、
斎
藤
寿
は
、﹁
吾
々
の
先
輩
が
翁
に
対
し
て
冒
し
た
過
誤
を
只
管
陳
謝
﹂
し
た
。
そ
の

こ
と
の
裁
判
官
仲
間
で
の
評
価
を
、
私
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、﹁
吾
々
の
先
輩
の
冒
し
た
過
誤
﹂
を
あ
え
て
﹁
陳
謝
﹂
さ
せ
た
も
の
も
、

ま
た
、
三
人
の
方
の
プ
ロ
の
裁
判
官
と
し
て
の
、
訴
訟
に
対
す
る
誠
実
さ
、
矜
持
だ
、
と
私
は
お
も
う
。
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
訴
訟
富
山
地
裁
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判
決
を
読
ん
で
い
る
と
き
、
私
に
は
、
小
松
み
よ
さ
ん
や
ほ
か
の
原
告
の
ひ
と
た
ち
の
被
害
が
認
定
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
そ
の
原
告
ひ
と

り
ひ
と
り
の
生
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
判
決
文
に
そ
う
し
た
力
を
与
え
て
い
る
も
の
は
正
義
感
や
勇
気
と
は
無
縁
の
よ

う
に
、
私
に
は
お
も
え
る
。
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
、
何
を
以
て
正
義
と
い
い
、
勇
気
と
い
う
の
か
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
熊
本
地
裁
判
決
に
関
係
さ
れ
た
裁
判
官
に
つ
い
て
の
気
に
な
る
情
報
を
み
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
講
師
の
方
の
講
義
の

ま
と
め
と
は
全
く
無
関
係
な
、
素
人
ま
る
だ
し
の
勝
手
な
感
想
を
長
な
が
と
述
べ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
横
道
に
そ
れ
た
こ
と
を
、
講

師
の
方
が
た
に
お
詫
び
す
る
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
訴
訟
に
続
い
て
取
り
あ
げ
た
の
は
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
で
あ
る
。
ウ
ィ
ニ
ー
は
時
代
の
最
先
端
技
術
の
さ
ら
に
先
を
い
く
も
の
で

あ
り
、
戦
後
日
本
を
扱
う
応
用
ゼ
ミ
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
テ
ー
マ
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
幸
運
に
も
、
本
事
件
の
弁
護
を
担
当
さ
れ

て
い
た
桂 

充
弘
弁
護
士
、
壇 

俊
光
弁
護
士
（
お
二
人
は
大
阪
市
に
あ
る
﹁
北
尻
総
合
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）
を
講
師
と
し
て
お
迎
え
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

応
用
ゼ
ミ
で
取
り
あ
げ
た
ほ
か
の
事
件
と
の
違
い
は
、
こ
の
事
件
で
は
判
決
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
お
二
人
の
講
師
が

講
義
を
始
め
ら
れ
た
の
は
、京
都
地
方
裁
判
所
で
、二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
三
日
に
、被
告
人
金
子 

勇
氏
敗
訴
の
判
決
が
出
た
こ
ろ
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
八
日
、
大
阪
高
等
裁
判
所
で
金
子
氏
無
罪
の
判
決
が
出
さ
れ
る
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
九
日
、
最
高
裁
判
所
は
検
察

の
上
告
を
棄
却
し
、
金
子
氏
の
無
罪
が
確
定
す
る
。
応
用
ゼ
ミ
は
、
二
〇
〇
五
年
度
に
始
ま
り
二
〇
一
一
年
度
で
終
了
し
て
い
る
の
で
、
ウ

ィ
ニ
ー
事
件
と
と
も
に
時
を
刻
ん
だ
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
金
子
勇
氏
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
六
日
、
四
二
歳
の
若
さ
で
他
界

さ
れ
た
。

　

桂
弁
護
士
は
、＂
こ
の
事
件
に
は
自
分
を
純
粋
に
ひ
き
よ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
＂、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
語
ら
れ
た
。
壇
弁
護
士
は
、
最

高
裁
判
所
で
金
子
氏
無
罪
が
確
定
し
た
直
後
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
含
む
コ
メ
ン
ト
を
ブ
ロ
グ
に
の
せ
て
い
る
。﹁
私
の
弁
護
士
と
し
て
の
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キ
ャ
リ
ア
の
多
く
は
、﹃
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
弁
護
団
事
務
局
長
﹄
の
肩
書
き
と
と
も
に
あ
っ
た
。
今
回
、
彼
の
無
罪
を
探
す
冒
険
の
旅
は
無
事
終

着
点
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
出
来
た
。
無
罪
の
為
に
闘
っ
て
き
た
日
々
、
特
に
、
自
分
の
持
て
る
全
て
を
出
し
切
っ
た
と
感
じ
た
、
高
裁
の
弁

論
で
の
あ
の
瞬
間
の
充
実
感
は
、
旅
で
得
た
私
の
貴
重
な
宝
物
で
あ
る
。
と
き
ど
き
取
り
出
し
て
は
懐
か
し
ん
で
み
た
い
と
思
う
﹂（http://

danblog.cocolog-nifty.com
/index/w

inny/

）。

　

以
下
は
、
金
子
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
あ
と
の
壇
氏
の
コ
メ
ン
ト
の
一
部
で
あ
る
。﹁
私
は
、
彼
の
た
め
に
闘
い
、
彼
の
人
生
を
変
え
る
こ

と
で
、
自
分
の
陳
腐
な
人
生
を
、
価
値
あ
る
も
の
に
出
来
た
。
今
も
彼
に
感
謝
し
て
い
る
﹂（http://danblog.cocolog-nifty.com

/index/

w
inny/

）。

　

最
後
に
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
、
医
療
過
誤
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。﹁
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
変
動
と
法
﹂
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ

の
な
か
に
医
療
過
誤
と
い
う
小
テ
ー
マ
を
ど
う
し
ず
め
た
ら
い
い
の
か
、
︱
︱
こ
れ
は
、
い
ま
で
も
私
の
宿
題
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、

私
が
こ
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
の
は
、
私
た
ち
の
法
科
大
学
院
に
嘱
託
講
師
と
し
て
き
て
お
ら
れ
た
佐
野
久
美
子
弁
護
士
（
大
阪
市
に
あ

る
﹁
佐
野
・
法
常
法
律
事
務
所
﹂
所
属
）
と
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
佐
野
氏
は
、
応
用
ゼ
ミ
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
な
か
に
存
在
で
き
た
最

後
の
年
度
で
あ
る
二
〇
一
一
年
度
の
そ
の
最
終
回
講
義
の
講
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
日
、
二
〇
一
二
年
一
月
二
〇
日
、
佐
野
氏
は
、﹁
裁
判

な
ん
か
し
た
く
な
い
﹂
と
い
う
演
題
で
、﹁
私
の
経
歴
﹂﹁
弁
護
士
と
し
て
何
を
し
て
き
た
か
﹂﹁
医
療
過
誤
事
件
を
担
当
し
て
学
ん
だ
こ
と
﹂

﹁
ま
と
め
﹂
の
大
項
目
か
ら
な
る
レ
ジ
ュ
メ
を
用
意
さ
れ
、
お
話
し
を
さ
れ
た
。﹁
ま
と
め
﹂
の
な
か
の
小
項
目
﹁（
７
）
望
ま
し
い
解
決
と

は
何
か
＝
患
者
側
が
求
め
て
い
る
も
の
は
何
か
﹂
に
は
、
次
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。﹁
患
者
側
と
医
療
側
が
協
力
を
し
て
、
当
該
ケ

ー
ス
の
場
合
に
﹃
何
が
起
こ
っ
た
の
か
﹄
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
を
し
て
、
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
真
相
が
明
ら
か
に
な
り
、
や
は

り
病
院
側
に
非
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
ら
、
謝
罪
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
、
患
者
側
の
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
賠
償
金
が
ほ

し
く
て
、
苦
し
い
裁
判
を
す
る
の
で
は
な
い
﹂。
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佐
野
氏
が
関
与
し
た
医
療
過
誤
事
件
の
ひ
と
つ
を
身
近
な
か
た
ち
で
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
は
、
高
岡
由
子
﹃
沙
彩
は
今
も
輝
い
て
︱
︱
小

児
科
病
棟
の
片
隅
に
残
さ
れ
た
命
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹄
文
芸
社
（
二
〇
一
一
年
）
で
あ
る
。
五
歳
の
少
女
の
入
院
中
の
死
を
め
ぐ
る
こ
の
事
件

の
弁
護
士
を
、
佐
野
氏
は
控
訴
審
か
ら
担
当
さ
れ
る
（
大
阪
高
等
裁
判
所
：
勝
訴
判
決
言
渡
日
平
二
〇
〇
五

成
一
七
年
四
月
二
八
日
）。
一
審
で
の
弁

護
士
は
別
人
で
、
判
決
は
敗
訴
で
あ
っ
た
（
和
歌
山
地
方
裁
判
所
：
判
決
言
渡
日
平
二
〇
〇
二

成
一
四
年
三
月
二
九
日
）。
佐
野
氏
は
、﹃
沙
彩
は
今
も

輝
い
て
﹄
中
の
﹁
寄
稿
﹂
文
﹁
高
岡
さ
ん
夫
妻
と
の
ご
縁
の
中
で
﹂
に
お
い
て
裁
判
の
経
過
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
あ
と
、﹁
裁
判
に
勝
っ
て

も
解
決
で
は
な
い
﹂
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
以
下
の
引
用
文
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
佐
野
氏
が
、
講
義
の
冒
頭
、
い
つ
も
、
受

講
生
に
対
し
て
語
り
か
け
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。﹁
控
訴
審
に
お
け
る
判
決
言
い
渡
し
で
、
逆
転
勝
訴
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
時
、
代
理

人
た
る
私
は
﹃
裁
判
に
勝
っ
た
。
沙
彩
ち
ゃ
ん
の
無
念
が
晴
ら
せ
た
﹄
と
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
喜
び
が
込
み
上
げ
て
き

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
／
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
私
に
高
岡
さ
ん
は
﹃
裁
判
に
は
勝
ち
ま
し
た
が
、
沙
彩
は
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
﹄
と

言
っ
た
の
で
あ
る
。
／
そ
の
瞬
間
、私
の
脳
裏
に
幾
つ
か
の
医
療
過
誤
裁
判
で
勝
っ
た
瞬
間
の
ご
本
人
た
ち
の
言
葉
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。

／
出
産
時
の
病
院
の
ミ
ス
で
、
重
度
の
障
害
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
若
い
母
親
は
﹃
先
生
、
裁
判
に
勝
ち
、
多
額
の
賠
償
金
を
も
ら
い
ま
す
が
、

私
と
こ
の
子
は
、
生
涯
闘
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
﹄
／
手
術
の
ミ
ス
で
、
右
腕
が
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
若
い
女
性
は
﹃
手
術
を
し

た
先
生
は
一
応
謝
っ
て
、
も
う
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
が
、
私
は
こ
れ
か
ら
一
生
、
こ
の
腕
と
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
﹄
／
そ
し
て
、
こ
の
高
岡
さ
ん
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
／
私
は
改
め
て
、
弁
護
士
は
裁
判
に
勝
て
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
に
勝
つ
こ
と
を
目
的
に
し
な
け
れ
ば
、
弁
護
士
の
仕
事
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ご
本
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
裁
判
に
勝
つ
こ
と
が
解
決
で
は
な
く
、
裁
判
に
勝
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
初
め
て
次
の

道
へ
歩
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
、
歩
み
出
し
て
ゆ
く
道
は
、
往
々
に
し
て
厳
し
い
道
で
あ
る
場
合
が
多
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
／
だ
か
ら
弁
護
士
と
し
て
ど
う
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
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い
く
の
か
わ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
依
頼
者
た
ち
が
次
の
道
に
歩
み
出
し
た
時
に
、
生
き
る
支
え
に
な
る
よ
う
な
勝
ち
方

（
場
合
に
よ
っ
て
は
負
け
方
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
﹂（
二
六
七
～

二
六
八
頁
）。
佐
野
氏
は
、
法
律
家
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
資
質
と
は
﹁
人
間
が
大
好
き
﹂
な
こ
と
だ
、
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

以
上
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
と
私
が
企
画
し
た
応
用
ゼ
ミ
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
。
そ
し
て
、
お
も
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
講
師
も
確

か
に
法
的
な
ス
キ
ル
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
講
師
の
お
話
し
の
中
心
は
む
し
ろ
リ
ー
ガ
ル 

マ
イ
ン
ド
と
い
わ
れ
る
も
の

に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
も
あ
る
い
は
奥
田
昌
道
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
法
科
大
学
院
で
の
私
の
同
僚
で
あ

っ
た
方
が
た
も
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た
そ
の
あ
と
の
こ
と
を
語
ら
れ
る
こ
と
に
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
意
義
を
み
い
だ
し
て
お

ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
科
大
学
院
の
現
状
は
横
道
に
そ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
は
、
先
ほ
ど
、
旧
植
民
地
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
収
容
さ
れ
た
人
び
と
は
い
ま
な
お
戦
争
と
と

も
に
暮
ら
す
、﹁
戦
後
﹂
と
い
う
言
葉
と
は
お
お
よ
そ
無
縁
の
人
び
と
だ
、と
い
う
印
象
を
大
槻
氏
の
お
話
し
か
ら
強
く
う
け
た
、と
述
べ
た
。

私
は
、
こ
の
印
象
は
中
村
政
則
の
い
う
﹁
貫
戦
史
﹂
と
い
う
歴
史
認
識
方
法
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
中
村
は
﹁
貫

戦
史
（T

rans-w
ar history

）
と
は
何
か
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。﹁
戦
争
は
国
際
関
係
を
大
き
く
変
え
、
国
内
の
政
治

経
済
、
社
会
構
造
に
激
変
を
も
た
ら
し
、
人
び
と
の
思
考
や
心
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
影

響
は
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
違
っ
て
銃
後
の
社
会
を
変
え
た
。
そ
の
影
響
は
戦
後
の

政
治
・
経
済
・
社
会
の
あ
り
方
や
精
神
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
従
来
の
よ
う
に
﹃
断
絶
か
連
続
か
﹄
と
い
う
二
者
択
一
の
考
え
方
を
超
え
て
、

以
上
の
よ
う
な
あ
ら
た
な
視
点
か
ら
戦
後
史
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
、
総
合
的
に
見
直
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
﹂（
中
村
政
則
﹃
戦
後
史
﹄

岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
第
一
七
刷
、
五
頁
）。

　

こ
の
視
点
を
私
な
り
に
受
け
と
め
組
み
立
て
た
講
義
が
、
同
志
社
大
学
法
科
大
学
院
で
私
が
担
当
し
て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
科
目
﹁
比
較
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法
文
化
論
Ⅰ
﹂
で
あ
る
。
こ
の
講
義
で
取
り
組
ん
だ
の
は
、﹁
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
︱
︱
二
一
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
﹂

（
平
成
一二
〇
〇
一三

年
六
月
一
二
日
。
以
下
﹁
意
見
書
﹂
と
略
記
）
が
そ
こ
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
国
民
に
求
め
て
い
る
﹁
統
治
者
（
お
上
）
と
し
て

の
政
府
観
﹂
と
は
何
か
を
日
本
の
近
現
代
史
の
な
か
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
戦
前
、
戦
後
を
跨
い
で
考
え
る
こ
と
で
あ
る
（﹁
Ⅰ　

今
般
の

司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
方
向
﹂
中
の
﹁
第
１　

二
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
の
姿
﹂http://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/sihouseido/

report/ikensyo/pdfs/iken-1.pdf　

四
頁
）。﹁
統
治
者
（
お
上
）
と
し
て
の
政
府
観
﹂
と
は
、﹁
意
見
書
﹂
に
よ
れ
ば
、
国
民
が
自
分
た
ち

を
﹁
統
治
客
体
﹂
だ
と
考
え
る
そ
の
﹁
意
識
﹂
の
こ
と
で
あ
る
（
同
四
頁
）。

　
﹁
意
見
書
﹂
の
こ
の
部
分
に
ふ
れ
た
と
き
に
お
も
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
国
民
と
は
何
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
本
国
籍
を
も
つ
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
な
ら
ば
、
政
府
を
﹁
統
治
者
（
お
上
）﹂
と
考
え
る
も
の
も
い
れ
ば
考
え
な
い
も

の
も
い
る
、
な
の
に
、﹁
国
民
﹂
と
い
う
用
語
で
多
様
な
考
え
を
も
つ
人
び
と
を
ひ
と
括
り
に
し
て
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政

府
は
ど
う
な
の
か
、
と
も
考
え
た
。
政
府
に
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
﹁
統
治
主
体
﹂
だ
、
と
い
う
意
識
は
な
い
の
か
。
仮
に
政
府
に
そ
の
意

識
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
識
か
ら
脱
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
民
へ
の
＂
大
政
奉
還
＂
を
政
府
に
ま
ず
求
め
る
の
が
順
序
な
の
で
は

な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
さ
て
お
い
て
、﹁
意
見
書
﹂
が
い
う
﹁
統
治
者
（
お
上
）﹂
と
は
何
か
は
、
司
法
制
度
改
革
も
そ
の
具
体
化
の
ひ
と
つ

で
あ
る
﹁
行
政
改
革
会
議
最
終
報
告
﹂（
以
下
﹁
最
終
報
告
﹂
と
略
記
。
平
一
九
九
七

成
九
年
一
二
月
三
日
。﹁
行
政
改
革
会
議
﹂
は
総
理
大
臣
橋
本
龍

太
郎
を
会
長
と
し
て
平
一
九
九
六

成
八
年
一
一
月
二
一
日
に
設
置
さ
れ
た
）
を
み
る
と
わ
か
る
。﹁
最
終
報
告
﹂
で
は
、﹁
国
民
の
統
治
客
体
意
識
、
行

政
へ
の
依
存
体
質
﹂
と
い
う
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、国
民
が
﹁
統
治
者
（
お
上
）﹂
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
は
﹁
行
政
﹂

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、﹁
最
終
報
告
﹂
は
、
こ
の
﹁
行
政
﹂
に
、﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
と
い
う
用
語
を
あ
て
て
い
る
（http://

w
w

w
.kantei.go.jp/jp/gyokaku/report-final/　

﹁
Ⅰ　

行
政
改
革
の
理
念
と
目
標
﹂
中
の
﹁
２
﹂）。
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﹁
意
見
書
﹂
の
い
う
﹁
統
治
者
（
お
上
）﹂
は
﹁
政
府
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、﹁
最
終
報
告
﹂
の
そ
れ
が
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
だ
け
で
あ
る

こ
と
が
気
に
な
る
。﹃
国
語
辞
典
﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
第
七
版
新
版
第
一
刷
）
に
よ
れ
ば
、﹁
政
府
﹂
と
は
、﹁
国
家
を
統
治
す
る
機

関
。
内
閣
・
中
央
官
庁
﹂
で
あ
り
、﹁
最
終
報
告
﹂
に
は
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
点
も
ま
た
お
く
こ
と
に
し
て
、﹁
最
終
報
告
﹂
の
な
か
の
、﹁
今
回
の
行
政
改
革
は
、﹃
行
政
﹄
の
改
革
で
あ
る
と
同
時
に
、

国
民
が
、
明
治
憲
法
体
制
下
に
あ
っ
て
統
治
の
客
体
と
い
う
立
場
に
慣
れ
、
戦
後
も
行
政
に
依
存
し
が
ち
で
あ
っ
た
﹃
こ
の
国
の
在
り
方
﹄

自
体
の
改
革
で
あ
り
、⋮
⋮
﹂
と
い
う
文
言
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
。﹁
最
終
報
告
﹂
は
、日
本
国
民
は
明
治
憲
法
体
制
下
に
お
い
て
﹁
統

治
の
客
体
と
い
う
立
場
に
慣
れ
﹂
て
し
ま
い
、
現
行
憲
法
体
制
に
な
っ
て
も
、
そ
の
﹁
慣
れ
﹂
が
﹁
依
存
体
質
﹂
と
な
っ
て
抜
け
て
い
な
い
、

と
い
っ
て
い
る
。

　
﹁
意
見
書
﹂
で
は
﹁
国
民
﹂
と
﹁
政
府
﹂
が
対
概
念
で
あ
り
、﹁
最
終
報
告
﹂
で
は
﹁
国
民
﹂
と
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
が
対
概
念
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、﹁
慣
れ
﹂
が
こ
の
両
者
の
関
係
の
な
か
で
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、﹁
慣
れ
﹂
の
原
因
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
両
者
の

関
係
性
の
な
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
国
民
﹂
と
い
う
一
般
的
概
念
を
使
い
、
そ
の
﹁
国
民
﹂
一
般
の
﹁
体
質
﹂、
︱
︱
﹁
国
民

性
﹂
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
︱
︱
、
な
ど
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
、
と
私
は

お
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
比
較
的
ま
と
ま
り
の
あ
る
か
た
ち
で
つ
か
ま
え
ら
れ
る
、
明
治
憲
法
体
制
下
の
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
な

い
し
﹁
政
府
﹂
と
そ
の
両
者
が
考
え
る
﹁
あ
る
べ
き
国
民
（
＝
臣
民
）
像
﹂
の
方
に
光
を
あ
て
﹁
慣
れ
﹂
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
具
体
的
に
は
、
次
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

明
治
憲
法
体
制
下
の
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂、﹁
政
府
﹂
は
、  

官
吏
服
務
紀
律
（
明
一
八
八
七

治
二
〇
年
七
月
三
〇
日
勅
令
第
三
九
号
）
第
一
条
﹁
凡
ソ

官
吏
ハ
天
皇
陛
下
及
天
皇
陛
下
ノ
政
府
ニ
対
シ
忠
順
勤
勉
ヲ
主
ト
シ
法
律
命
令
ニ
従
ヒ
各
其
職
務
ヲ
尽
ス
ヘ
シ
﹂
の
ご
と
く
、﹁
天
皇
陛
下
﹂

の
﹁
官
吏
﹂、﹁
政
府
﹂
で
あ
る
。﹁
最
終
報
告
﹂
も
﹁
天
皇
が
統
治
す
る
国
家
﹂
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
て
い
る
。
天
皇
を
含
め
て
筋
立
て
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を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
﹁
國
體
﹂
の
観
念
以
外
に
は
存
在
し
な
い
、
と
考
え
、
私
は
﹁
國
體
﹂
観
念
の
成
立
と
国
民

（
＝
臣
民
）
へ
の
教
化
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
私
は
、
教
育
の
仕
事
と
は
材
料
を
提
供
し
受
講
生
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
て
も

ら
う
こ
と
だ
、
と
お
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、﹁
國
體
﹂
の
観
念
に
つ
い
て
も
、
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
に
徹
し
た
。
幾
度
も
お
名
前
を
出

し
て
い
る
奥
村
郁
三
先
生
に
お
願
い
し
て
、﹁
告
文
﹂
や
﹁
教
育
勅
語
﹂
の
厳
密
な
読
み
方
を
受
講
生
に
伝
え
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
、ま
た
、

中
国
と
の
比
較
を
あ
る
い
は
中
国
か
ら
の
日
本
へ
の
影
響
等
々
に
つ
い
て
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
西
洋
と
の
比
較
に
も
心
が
け
た
。

　

講
義
に
お
け
る
配
置
図
の
中
心
に
は
﹁
告
文
﹂
を
お
い
た
。﹁
國
體
﹂
観
念
と
は
何
か
が
そ
こ
に
凝
縮
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

﹁
告
文
﹂
以
前
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
こ
で
の
何
が
﹁
國
體
﹂
観
念
を
構
成
す
る
あ
れ
こ
れ
の
素
材
に
な
っ
て
い
る
か
を
、﹁
告
文
﹂
以
後
の
と

こ
ろ
で
は
、
そ
の
観
念
の
普
及
の
た
め
の
材
料
や
仕
組
や
そ
れ
ら
の
変
遷
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
敗
戦
に
と
も
な
う
そ
の
観
念
の
ゆ
く
え
を

考
え
て
み
た
。

　

以
上
の
こ
と
を
基
本
の
道
筋
に
し
て
講
義
を
組
み
立
て
、
多
く
の
個
別
の
論
点
を
そ
の
な
か
に
組
み
入
れ
た
。﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
に
つ
い

て
だ
け
い
え
ば
、
第
一
に
そ
の
性
格
づ
け
を
し
て
み
た
。
そ
の
た
め
の
材
料
を
借
用
し
た
の
が
、
美
濃
部
達
吉
﹃
行
政
法
撮
要　

上
巻
﹄（
有

斐
閣
、
昭
和
八
年
。
改
定
増
補
第
四
版
）
で
あ
る
。

︻
行
政
、
行
政
組
織
に
係
る
天
皇
大
権
︼

（
１
）﹁
行
政
權
ニ
付
テ
ハ
憲
法
ハ
別
段
ノ
規
定
ヲ
爲
サ
ズ
ト
雖
モ
、
是
レ
統
治
權
ハ
天
皇
ノ
總
攬
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
別
段
ノ
規
定
ア

ル
モ
ノ
ノ
外
總
テ
天
皇
ノ
大
權
ニ
屬
ス
ル
コ
ト
ハ
言
ヲ
俟
タ
ザ
ル
ニ
因
ル
﹂（
三
頁
）。 

（
２
）﹁
國
ノ
行
政
權
ハ
天
皇
親
シ
ク
總
攬
ス
ル
所
ニ
シ
テ
原
則
ト
シ
テ
議
會
ノ
協
贊
ヲ
要
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
天
皇
ノ
下
ニ
行
政
權
ヲ

分
掌
ス
ル
機
關
ノ
組
織
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
モ
亦
原
則
ト
シ
テ
議
會
ノ
協
贊
ヲ
要
セ
ズ
、
天
皇
ノ
大
權
ニ
屬
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
ル
ル
ナ
リ
﹂
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（
二
四
一
頁
）。

︻
行
政
官
庁
︼

（
１
）﹁
官
廳
ト
ハ
天
皇
ノ
下
ニ
於
テ
國
家
ノ
意
思
ヲ
決
定
シ
外
ニ
向
ヒ
テ
之
ヲ
表
示
ス
ル
ノ
權
能
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
國
家
機
關
ヲ
謂

フ
﹂（
二
五
一
頁
）。

（
２
）﹁
官
廳
ハ
外
ニ
向
ヒ
テ
國
家
ヲ
代
表
シ
國
家
ノ
意
思
ヲ
決
定
表
示
ス
ル
ノ
權
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
卽
チ
國
家
ノ
意
思
機
關
ナ
リ
。

⋮
⋮
直
接
ニ
ハ
天
皇
ノ
機
關
タ
リ
間
接
ニ
國
家
ノ
機
關
タ
ル
ノ
ミ
、
卽
チ
國
家
ノ
間
接
機
關
ナ
リ
﹂（
二
五
一
頁
）。

︻
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
︱
︱
稟
議
を
必
要
と
す
る
所
以
︼

（
１
）﹁
行
政
官
廳
ハ
其
ノ
組
織
ヨ
リ
謂
ヘ
バ
或
ハ
獨
任
制
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
或
ハ
合
議
制
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
前
者
ハ
一
人
ノ
意
思
ガ

法
律
上
直
ニ
國
家
ノ
意
思
タ
ル
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
ヒ
、
後
者
ハ
多
數
人
ノ
意
思
ガ
多
數
決
又
ハ
其
ノ
他
ノ
一
定
ノ
方
法
ニ
依

リ
統
一
セ
ラ
レ
其
ノ
統
一
セ
ラ
レ
タ
ル
意
思
ガ
國
家
ノ
意
思
タ
ル
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
﹂﹁
行
政
官
廳
ハ
獨
任
制
ヲ
通
常
ト
ス
﹂

（
二
五
三
頁
）。

（
２
）﹁
獨
任
制
ノ
官
廳
ニ
在
リ
テ
ハ
法
律
上
ノ
決
定
權
ハ
長
官
ニ
ノ
ミ
屬
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
嚴
格
ニ
謂
ヘ
バ
長
官
ノ
ミ
ガ
官
廳

ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
モ
、
其
ノ
事
務
ヲ
補
助
ス
ル
爲
ニ
ハ
數
多
ノ
補
助
機
關
ガ
之
ニ
附
屬
シ
、
官
廳
ノ
權
能
ハ
其
ノ
補
助
ヲ

待
チ
テ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、長
官
及
補
助
機
關
ノ
全
體
ヲ
一
體
ト
シ
テ
思
考
シ
、之
ヲ
一
ノ
官
廳
ナ
リ
ト
稱
ス
ル
ヲ
妨
ゲ
ズ
。

省
、
廳
、
院
、
局
、
署
、
所
等
ノ
名
ハ
槪
ネ
其
ノ
全
體
ヲ
一
體
ト
シ
テ
指
示
ス
ル
名
稱
ナ
リ
﹂（
二
五
三
頁
）。

︻
官
吏
と
は
︼

（
１
）﹁
約
言
ス
レ
バ
、
官
吏
ト
ハ
臣
民
ト
シ
テ
ノ
義
務
ニ
基
ク
ニ
非
ズ
シ
テ
國
家
ノ
特
別
ノ
選
任
ニ
依
リ
國
家
ニ
對
シ
忠
實
ニ
無
定

量
ノ
勤
務
ニ
服
ス
ベ
キ
公
法
上
ノ
義
務
ヲ
負
フ
者
ヲ
謂
フ
﹂（
三
二
七
頁
）。
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次
に
、﹁
牧
民
官
﹂
と
い
う
用
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
の
意
識
︱
︱
天
皇
の
官
と
し
て
の
統
治
者
意
識
︱
︱
を
考

え
て
み
た
。
明
治
憲
法
体
制
下
の
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
の
中
核
は
内
務
省
で
あ
っ
た
。﹁
と
く
に
﹂
そ
の
﹁
内
務
官
僚
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
﹃
牧
民
官
﹄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
牧
民
と
い
う
言
葉
は
、
管
子
の
牧
民
篇
の
﹃
凡
そ
地
有
っ
て
民
を
牧
す
る
者
、
務
は
四
時
に

在
り
、
守
は
倉
廩
に
在
り
﹄
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
出
て
い
て
、
牧
民
官
と
は
、
古
く
は
国
王
を
い
い
、
後
に
は
地
方
長
官
を
指
し
た
。

こ
の
考
え
か
た
が
内
務
官
僚
、
と
く
に
知
事
は
じ
め
地
方
庁
に
勤
務
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
一
時
も
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
目
標
で
あ
っ
た
。
す

で
に
明
治
六
年
五
月
二
十
四
日
、
在
京
府
県
知
事
・
令
・
参
事
等
を
集
会
せ
し
め
た
際
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
勅
諭
が
で
て
い
る
。

　
　
　
　
　

地
方
勅
奏
任
官
ヲ
奨
励
セ
ラ
ル
ル
ノ
詔

朕
惟
フ
ニ
方
今
国
ノ
未
タ
開
明
セ
サ
ル
ニ
当
テ
汝
等
地
方
ノ
官
ニ
任
シ
人
民
ヲ
シ
テ
朕
カ
意
ノ
在
ル
所
ヲ
信
奉
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ヤ

其
労
劬
想
フ
ヘ
シ
夫
レ
善
ク
斯
民
ヲ
誘
導
シ
各
其
所
ニ
安
ン
セ
シ
ム
ル
固
ヨ
リ
是
牧
民
タ
ル
者
ノ
職
ニ
シ
テ
其
任
甚
重
シ
ト
云
ヘ
シ

汝
等
其
能
此
旨
ヲ
体
シ
努
力
セ
ヨ
﹂。

　

出
典
は
、
大
霞
会
編
﹃
内
務
省
史　

第
一
巻
﹄
地
方
財
務
協
会
（
昭
和
四
十
六
年
）
六
八
三
～
六
八
四
頁
で
あ
る
。
内
務
官
僚
で
あ
っ
た

片
岡
精
一
の
﹃
新
吏
衟
確
立
へ
の
衟
﹄
警
察
新
報
社
（
昭
和
二
八
年
）
に
は
、
明
治
憲
法
体
制
下
の
官
吏
の
意
識
に
関
係
し
た
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。﹁
勿
論
極
め
て
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
一
応
民
主
主
義
の
政
治
原
理
を
取
り
入
れ
た
立
憲
君
主
制
の
下
に
在
つ
た
官
吏
で
あ

つ
た
が
故
に
、
彼
等
の
地
位
は
、
明
治
以
前
に
於
け
る
公
卿
階
級
の
様
に
血
統
に
よ
つ
て
世
襲
す
る
封
建
的
身
分
関
係
で
は
な
く
、
ど
こ
ま

で
も
、
一
定
の
能
力
と
資
格
と
を
条
件
と
し
て
広
く
国
民
の
各
層
か
ら
選
ば
れ
て
採
用
せ
ら
れ
た
民
主
的
な
地
位
で
あ
つ
た
。
然
し
一
度
そ

の
地
位
に
就
い
て
了
う
と
、
治
者
と
し
て
の
立
場
を
獲
得
す
る
の
で
あ
つ
て
、
今
ま
で
の
被
治
者
と
し
て
の
立
場
と
は
全
然
逆
な
新
し
い
身
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分
を
取
得
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
地
位
に
採
用
す
る
た
め
の
手
続
に
於
て
は
多
か
れ
少
か
れ
民
主
的
で
は
あ
る
が
、
そ

の
地
位
の
持
つ
機
能
に
於
て
は
封
建
的
な
身
分
関
係
の
一
種
で
あ
つ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
此
の
地
位
に
就

く
こ
と
が
非
常
な
名
誉
で
あ
り
誇
り
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
若
き
志
あ
る
も
の
の
憧
れ
の
的
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
官
尊
民
卑
の
思
想

も
、
斯
う
し
た
官
吏
の
身
分
関
係
と
社
会
的
な
雰
囲
気
の
中
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
と
云
う
べ
く
、
官
吏
は
曽
て
は
官
員
様
と
尊
ば
れ
、
或

は
お
役
人
様
と
あ
が
め
ら
れ
て
、
堂
々
社
会
の
指
導
的
地
位
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
斯
う
し
て
官
吏
の
間
に
は
、
一
般
の

国
民
よ
り
も
一
段
高
い
特
別
の
階
級
に
属
し
て
い
る
と
云
う
思
い
上
が
つ
た
特
権
階
級
意
識
が
次
第
に
醸
成
さ
れ
た
来
た
も
の
と
云
い
得
る

で
あ
ろ
う
﹂（
一
六
頁
）。

　

明
治
憲
法
体
制
下
の
そ
う
し
た
官
吏
は
天
皇
の
官
吏
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
官
吏
道
の
理
念
の
根
本
は
、﹁
ど
こ
迄
も
、﹃
天
皇
の
大
御
心

を
自
分
の
心
と
し
て
職
務
に
当
る
﹄﹂
と
い
う
こ
と
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。﹁
然
ら
ば
天
皇
の
大
御
心
と
は
何
ぞ
や
と
云
う
問
題

に
な
る
が
、
こ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
我
が
国
古
来
の
国
体
論
に
遡
つ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
つ
て
来
る
﹂（
一
七
頁
）。

　
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
を
小
テ
ー
マ
と
す
る
話
の
最
後
に
は
、
そ
の
﹁
中
央
の
﹃
官
﹄﹂
の
、
戦
後
の
ゆ
く
え
を
追
っ
て
み
た
。

七　

お
わ
り
に

　
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
日
ご
ろ
考
え
て
い
た
こ
と
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。C

コ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

on
stitu

tion

型
と

C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
の
区
分
を
ス
ケ
ッ
チ
の
出
発
点
に
お
い
て
み
た
が
、
そ
も
そ
も
、
そ
れ
自
体
、
学
界
の
常
識
か
ら
か
け
は
な
れ
た
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
、
す
で
に
ど
な
た
か
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
さ
も
自
分
が
考
え
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
等
々
、
あ
れ
こ

れ
迷
い
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
ま
と
め
て
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
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法
学
部
で
の
私
の
講
義
科
目
の
ひ
と
つ
は
﹁
西
洋
法
史
﹂
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
科
目
で
は
、
比
較
近
代
憲
法
史
を
テ
ー
マ
に
し
て
講
じ

て
い
た
。
そ
の
際
の
構
想
が
、
本
稿
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
五
年
三
月
を
も
っ
て
退
職
す
る
私
に
は
、
本
稿
は
、

担
当
科
目
﹁
西
洋
法
史
﹂
の
﹁
総
ま
と
め
﹂
と
い
う
意
味
合
い
も
も
っ
て
い
る
。
法
学
部
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
講
義
科
目
は
﹁
西
洋
刑

事
法
史
﹂
で
あ
る
。
こ
の
科
目
の
﹁
総
ま
と
め
﹂
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
し
て
み
た
い
と
お
も
っ
て
い
る
。

　

司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
で
は
、﹁
比
較
法
文
化
論
Ⅰ
﹂﹁
応
用
ゼ
ミ
︱
︱
戦
後
日
本
に
お
け
る
社
会
変
動
と
法
﹂
を
担
当
し
た
。
特

に
応
用
ゼ
ミ
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
や
裁
判
官
だ
っ
た
か
た
を
メ
ー
ン
キ
ャ
ス
ト
に
迎
え
て
内
容
の
組
み
立
て
を
し
た
。
こ
れ
ら
講
師
の
方

が
た
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
こ
め
て
、
︱
︱
本
論
文
の
テ
ー
マ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
が
︱
︱
、
注
を
ひ
と
つ
も
う
け
て
そ
の
組

み
立
て
を
記
録
し
て
お
き
た
い）
１１５
（

。
な
お
、
記
録
内
容
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
に
確
認
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
本
稿
へ
の
掲
載
に

つ
い
て
も
各
講
師
か
ら
了
解
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

以
上
の
科
目
に
限
ら
ず
、
講
義
や
ゼ
ミ
で
出
会
っ
た
学
生
の
顔
は
い
ま
で
も
思
い
浮
か
ぶ
。
教
師
と
し
て
、
受
講
生
た
ち
に
対
す
る
教
育

責
任
を
、
私
は
果
た
し
え
た
の
か
。

　

金
子
正
史
先
生
は
、
私
が
同
志
社
大
学
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
の
教
授
も
兼
ね
て
い
た
と
き
の
同
僚
で
あ
る
。
金
子
先
生
の
ご
健

勝
と
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
し
た
い
。
同
志
社
大
学
法
学
部
、
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）、
同
志
社
大
学
、
同
志
社
の
発
展
と
、

こ
れ
ら
の
場
所
で
出
会
っ
た
素
晴
ら
し
い
方
が
た
︱
︱
同
僚
教
職
員
、
管
理
等
々
の
現
場
の
人
た
ち
、
学
生
、
書
店
や
印
刷
・
製
本
業
の
人

た
ち
︱
︱
、
同
志
社
法
学
の
編
集
、
印
刷
、
校
正
等
々
の
関
係
者
の
方
が
た
の
ご
多
幸
を
お
祈
り
し
た
い
。

（
1
）　

一
九
九
八
年
一
二
月
一
八
日
に
関
西
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
諸
報
告
は
、﹃
法
律
時
報
﹄
七
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

注
（
1
）
の
﹃
法
律
時
報
﹄
一
〇
頁
。
こ
の
考
え
方
と
全
く
逆
の
考
え
方
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
八
頁
。
一
九
八
九
年
八
月
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ

た
上
山
安
敏
﹃
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
︱
︱
精
神
分
析
運
動
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
社
会
﹄
が
岩
波
現
代
文
庫
の
一
冊
と
し
て
二
〇
一
四
年
九
月
に
再
刊
さ
れ
た
。
再
刊
本
の
な
か
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の
一
九
八
九
年
夏
付
け
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。﹁
考
え
て
み
る
と
、
今
度
の
本
は
私
の
京
都
大
学
の
退
官
の
思
い
出
と
な
る
本
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
臨

床
医
学
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
謹
厳
な
法
学
部
に
籍
を
お
き
、
し
か
も
研
究
と
教
育
の
一
体
化
を
若
い
頃
か
ら
貫
い
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
研
究
が
精
神
分
析
に
ま
で
い
っ
て
し

ま
う
と
流
石
に
頭
を
抱
え
込
ん
だ
。
毎
年
講
義
の
数
齣
は
、
こ
の
本
の
内
容
で
埋
め
た
﹂（
四
八
四
～
四
八
五
頁
）。
上
山
安
敏
は
こ
の
よ
う
に
﹁
研
究
と
教
育
の
一
体
化
﹂
の

観
点
か
ら
教
育
に
の
ぞ
ん
で
い
る
。

（
3
）　http://w

w
w

.s-abe.or.jp/w
p-content/uploads/constitutiondraft.pdf　

参
考
資
料
﹁
新
憲
法
起
草
委
員
会
・
要
綱
、
第
一
次
素
案
﹂
の
﹁
結
語
﹂
中
に
以
下
の
記
述

が
あ
る
。﹁
明
治
憲
法
（
大
日
本
帝
国
憲
法
）、
昭
和
憲
法
（
現
行
日
本
国
憲
法
）
の
歴
史
的
意
義
を
踏
ま
え
、
日
本
史
上
、
初
め
て
国
民
自
ら
主
体
的
に
憲
法
を
定
め
る
時
期

に
到
達
し
た
﹂。
自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂
の
原
文
はhttp://w

w
w

.jim
in.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

（
4
）　

宮
澤
俊
義
﹁︹
紹
介
︺
ボ
ル
ン
ハ
ク
﹃
諸
憲
法
の
系
譜
︱
︱B

ornhak, G
enealogie der V

erfassungen, 1935

﹄﹂
國
家
學
會
雜
誌
第
五
十
巻
第
六
號
（
昭
和
十
一
年
）
一

二
一
頁
。

（
5
）　

注
（
4
）
の
﹁︹
紹
介
︺﹂
一
二
二
頁
。

（
6
）　

Ｃ
・
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
著
、
山
本
浩
三
訳
﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
法
律
文
化
社
（
一
九
七
九
年
第
八
刷
）
の
﹁
目
次
﹂
参
照
。

（
7
）　

森
順
二
﹁
ボ
ル
ン
ハ
ッ
ク
﹃
憲
法
の
系
譜
︱
︱D

r. C
onrad B

ornhak, G
enealogie der V

erfassungen, 1935

﹄﹂
法
と
經
濟
第
五
巻
第
六
號
（
昭
和
十
一
年
）
一
四
〇

頁
。

（
8
）　

注
（
6
）
の
﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
一
一
六
頁
。
ボ
ル
ン
ハ
ー
ク
は
、﹁
ベ
ル
ギ
ー
の
模
範
憲
法
は
、
大
部
分
は
逐
語
的
に
プ
ロ
シ
ヤ
憲
法
に
翻
訳
さ
れ
た
﹂、
と
述
べ
て
い
る
（
同

書
一
〇
九
頁
）。
し
か
し
、
そ
の
論
証
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
）　

佐
藤
功
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
六
〇
年
二
刷
）。

（
10
）　

樋
口
陽
一
﹃
憲
法
︹
改
訂
版
︺﹄
創
文
社
（
二
〇
〇
一
年
第
二
刷
）
一
一
頁
。

（
11
）　

注
（
10
）
の
﹃
憲
法
﹄
九
～
一
〇
頁
。

（
12
）　

高
木
八
尺
、
末
延
三
次
、
宮
沢
俊
義
編
﹃
人
権
宣
言
集
﹄
岩
波
書
店
（
昭
和
四
九
年
第
二
〇
刷
）
一
一
六
頁
。
ア
メ
リ
カ
學
會
譯
編
﹃
原
典
ア
メ
リ
カ
史　

第
二
巻
︱
︱
革

命
と
建
國
︱
︱
︺﹄
岩
波
書
店
（
一
九
六
八
年
第
八
刷
）
に
よ
れ
ば
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
憲
法
案
が
人
民
投
票
で
否
決
さ
れ
た
理
由
は
、﹁
こ
の
憲
法
案
に
は
權
利
の
宣
言
を
含

ま
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
主
と
し
て
、
議
會
が
憲
法
草
案
を
起
草
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
の
觀
念
﹂、
す
な
わ
ち
、﹁
人
民
か
ら
憲
法
制
定
に
關
す
る
權
限
の
委
託

を
受
け
な
い
革
命
議
會
﹂
が
憲
法
案
を
起
草
し
そ
れ
を
人
民
投
票
に
か
け
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
）。
ア
メ
リ
カ
學
會

の
代
表
者
は
高
木
八
尺
で
あ
る
。
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（
13
）　

注
（
12
）
の
﹃
人
権
宣
言
集
﹄
一
二
〇
頁
。

（
14
）　

注
（
12
）
の
﹃
人
権
宣
言
集
﹄
一
一
四
頁
。

（
15
）　

注
（
12
）
の
﹃
人
権
宣
言
集
﹄
一
三
一
頁
。

（
16
）　

穂
積
陳
重
﹃
法
窓
夜
話
﹄
岩
波
書
店
（
一
九
八
〇
年
第
一
刷
）
一
七
八
～
一
七
九
頁
。
引
用
文
中
の
ル
ビ
＝
傍
点
は
省
略
し
て
引
用
し
て
い
る
。
渡
部
萬
藏
﹃
現
行
法
律
語

の
史
的
考
察
﹄
萬
里
閣
書
房
（
昭
和
五
年
）
二
五
八
頁
以
下
。
岩
倉
具
視
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
往
昔
我
カ
國
ニ
テ
聖
徳
太
子
ノ
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
憲
法
ノ
如
キ
ハ

尋
常
法
律
制
度
ノ
類
ニ
シ
テ
今
日
ノ
所
謂
憲
法
ト
日
ヲ
同
フ
シ
テ
語
ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
今
日
ノ
所
謂
憲
法
ハ
八
年
ノ
聖
詔
ニ
立
憲
政
體
ヲ
立
テ
ン
ト
宣
ヘ
ル
憲
法
ナ
リ
﹂
岩
倉
公

舊
蹟
保
存
會
﹃
岩
倉
公
實
記 

下
﹄
頒
布
所 

角
田
善
苗
（
昭
和
三
年
三
版
）
七
百
三
十
頁
。﹁
八
年
ノ
聖
詔
﹂
と
は
、
明
治
八
年
四
月
一
四
日
の
い
わ
ゆ
る
﹁
漸
次
立
憲
政
体
樹

立
の
詔
﹂
の
こ
と
で
、﹁
立
憲
政
體
﹂
と
は
詔
の
な
か
の
﹁
漸
次
ニ
國
家
立
憲
ノ
政
體
﹂
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

清
水
伸
﹃
獨
墺
に
於
け
る
伊
藤
博
文
の
憲
法
取
調
と
日
本
憲
法
﹄
岩
波
書
店
（
昭
和
十
四
年
）
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
﹁﹃
大
博
士
斯
丁
氏
講
義
筆
記
﹄
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹃
國
憲
﹄
と
﹃
憲
法
﹄
と
を
分
け
て
ゐ
る
。
先
づ
國
憲
の
語
源
の
説
明
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　

 

國
憲
（
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ヨ
ン
）
ノ
説
由
ツ
テ
出
ツ
ル
所
一
ナ
ラ
ス
。
其
能
ク
本
然
ノ
義
ヲ
諦
ス
ル
者
極
メ
テ
稀
レ
ナ
リ
。
國
憲
（
コ
ン
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ヨ
ン
）
ハ
拉

丁
語
ニ
シ
テ
皇
帝
ノ
聖
旨
ヲ
以
テ
設
立
ス
ル
制
度
ヲ
謂
フ
。
國
憲
ノ
古
義
詔
勅
ニ
止
マ
ル
。
大
ニ
今
義
異
ナ
リ
。
今
入
ノ
所
謂
ル
國
憲
ハ
其
義
、
理
學
及
ヒ
人
運
ノ
發
達

ニ
出
テ
、
熟
シ
テ
以
テ
法
律
（
國
典
）
ト
ナ
リ
、
結
テ
以
テ
邦
國
機
關
ノ
體
制
（
國
憲
）
ト
ナ
リ
、
爰
ニ
始
メ
テ
今
時
國
憲
ノ
義
生
ス
﹂。
⋮
⋮
。

　
　
　
﹁
然
ら
ば
﹃
大
博
士
斯
丁
氏
講
義
筆
記
﹄
に
於
け
る
﹃
憲
法
﹄
と
は
そ
も
何
で
あ
つ
た
か
。
曰
く
、

　
　
　
　

 

建
國
ノ
制
ト
ハ
邦
國
ノ
機
關
人
體
質
ヲ
有
シ
、
其
意
思
ニ
依
テ
自
ラ
其
體
制
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ヽ
謂
ナ
リ
。
建
國
ノ
制
ヲ
ル
ガ
ニ
ツ
ク
シ
ス
テ
ム

規
及
ヒ
之
ニ
關
ス
ル
分
フ
ヲ
ン
ク
シ
ョ
ン

掌
ノ
職
務
以
テ
權

義
ヲ
生
ス
。
權
義
ノ
式
様
之
ヲ
憲
法
ト
云
フ
。（
中
略
）
國
憲
中
各
機
關
ニ
關
ス
ル
特
殊
ノ
法
律
ア
リ
、
亦
タ
之
ヲ
憲
法
ト
云
フ
。
故
に
憲
法
ハ
之
ヲ
解
シ
テ
卽
チ
國
憲

ノ
一
端
ニ
屬
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
。
憲
法
ハ
諸
々
ノ
法
律
ト
之
ヲ
別
ニ
ス
。
其
類
ヲ
分
ケ
テ
之
ヲ
論
ス
レ
ハ
槪
ネ
左
ノ
如
シ
。

　
　
　

か
く
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹃
皇
室
典
範
及
び
皇
室
財
産
﹄、﹃
議
院
法
と
行
政
法
﹄
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が“C

onstitution”

に
對
し

“C
onstitutional law

s ”

と
云
つ
た
の
を
、
伊
藤
等
が
前
者
を
國
憲
と
稱
し
、
後
者
を
憲
法
と
譯
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂（
一
九
三
～
一
九
五
頁
）。

（
17
）　

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
テ
ィ
エ
著
、
深
谷 

格
訳
﹁
一
八
世
紀
に
お
け
る
憲
法
（
国
制
）
の
概
念
の
曖
昧
性
︱
︱
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
素
材
に
し
て
﹂
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
三

七
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
九
頁
以
下
。http://w

w
w

.seinan-gu.ac.jp/jura/hom
e04/pdf/3704/3704edo.pdf

で
入
手
で
き
る
。
樋
口
陽
一
﹃
比
較
憲
法 

改
訂
版
﹄



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

九
二

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

四
四
六

青
林
書
院
（
一
九
八
九
年
改
訂
版
第
六
刷
）
五
八
頁
に
、﹁
す
で
に
﹃
王
国
基
本
法
﹄
と
し
て
存
在
し
て
い
る
﹃
憲
法
﹄﹂
と
い
う
文
言
が
あ
る
。

（
18
）　

注
（
6
）
の
﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
一
九
頁
。

（
19
）　

注
（
4
）
の
﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
一
九
～
二
〇
頁
。F

udam
ental C

onstitutions of C
arolina

の
原
文
は
、http://avalon.law

.yale.edu/17th_century/nc05.asp 

で

入
手
で
き
る
。

（
20
）　

ご
教
示
を
え
た
の
は
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
日
付
メ
ー
ル
を
と
お
し
て
で
あ
る
。
憲
法
の
﹁
憲
﹂
の
原
義
に
係
る
、
奥
村
先
生
の
お
考
え
を
先
生
の
お
許
し
を
え
て
こ
こ

で
紹
介
す
る
。
奥
村
先
生
が
﹁
憲
﹂
の
原
義
を
語
る
こ
と
に
な
ら
れ
た
き
っ
か
け
は
、
六
法
の
一
つ
の
名
称
に
憲
法
と
い
う
語
が
な
ぜ
選
択
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な

理
解
が
あ
る
こ
と
を
仄
聞
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
解
と
は
＂﹁
憲
﹂
は
﹁
害
﹂
に
通
じ
て
﹁
オ
サ
エ
な
い
し
ト
メ
﹂
と
い
う
意
味
を
持
つ
ノ
リ
で
あ
る
か
ら
、
ノ
リ
の

ノ
リ
、
つ
ま
り
法
律
を
縛
る
法
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
こ
の
語
が
選
ば
れ
た
ら
し
い
＂、
で
あ
る
。
奥
村
先
生
の
ご
教
示
は
、
こ
の
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も

の
で
あ
る
。
ご
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
本
稿
﹁
六　

別
記
（
一
）﹂
と
し
て
掲
載
し
た
。
文
中
に
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
注
の
な
か
の
注
に
使
用
さ
れ

る
活
字
の
大
き
さ
で
は
小
さ
く
な
り
す
ぎ
て
読
め
な
く
な
る
こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。﹁
別
記
（
一
）﹂
中
の
傍
線
や
太
字
は
、
奥
村
先
生
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
21
）　

前
者
の
引
用
は
注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
四
頁
、
後
者
の
引
用
は
同
じ
く
七
八
頁
。

（
22
）　

野
村
敬
造
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
有
信
堂
（
昭
和
三
七
年
）
五
七
〇
、
五
七
二
頁
。

（
23
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
八
一
頁
。

（
24
）　

し
か
し
な
が
ら
、
と
、
佐
藤
功
は
注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
か
か
る
ル
イ
一
八
世
の
主
観
的
意

思
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
そ
の
王
政
復
古
的
性
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
は
こ
の
憲
法
の
実
体
は
君
主
主
権
主
義
と
国
民
主
権
主
義
と
の
妥
協
の
産
物

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
憲
法
は
、
ロ
シ
ア
・
プ
ロ
シ
ヤ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
三
国
に
よ
る
神
聖
同
盟
の
支
援
と
圧
力
と
の
下
に
成
立
し
、
ま
た
そ
こ
に
代
表
さ
れ

て
い
る
反
動
政
治
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
れ
が
大
革
命
以
前
の
ブ
ル
ボ
ン
体
制
の
復
帰
で
あ
る
と
い
う
面
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
方

二
〇
年
間
の
大
革
命
の
成
果
を
無
視
し
え
な
い
面
も
存
し
、
こ
の
二
つ
の
面
が
混
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
こ
の
シ
ャ
ル
ト
の
妥
協
的
性
格
が
生
ず
る
の
で
あ
る
﹂（
七
九
頁
）。

ル
イ
一
八
世
が
﹁
二
〇
年
間
の
大
革
命
の
成
果
を
無
視
﹂
で
き
な
か
っ
た
の
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
、
と
私
も
お
も
う
。
注
（
34
）
参
照
。

（
25
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
五
七
四
～
五
七
五
頁
。

（
26
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
五
七
三
頁
。

（
27
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
八
頁
。

（
28
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
八
頁
、
八
〇
頁
。
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比
較
憲
法
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の
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の
手
法

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

九
三

四
四
七

（
29
）﹁
フ
ラ
ン
ス
が
一
八
〇
〇
年
か
ら
一
四
年
に
至
る
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
た
た
か
っ
た
戦
争
の
総
称
﹂　

京
大
西
洋
史
辞
典
編
纂
会
編﹃
新
編 

西
洋
史
辞
典
﹄東
京
創
元
社（
昭

和
五
八
年
再
版
）
五
四
三
頁
。

（
30
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
四
頁
。

（
31
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
四
～
七
六
頁
。

（
32
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
六
頁
。

（
33
）　

浅
野
典
夫
﹃﹁
な
ぜ
？
﹂
が
わ
か
る
世
界
史
︱
︱
近
現
代
﹄
学
研
教
育
出
版
（
二
〇
一
二
年
第
二
刷
）
六
八
～
六
九
頁
。
こ
の
引
用
文
に
は
注
記
が
な
く
、
出
典
で
の
確
認

が
で
き
て
い
な
い
。
吉
原
欣
一﹃
ア
メ
リ
カ
人
の
政
治
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
（
二
〇
〇
八
年
）
九
一
頁
。

（
34
）　

注
（
24
）
で
佐
藤
功
の
指
摘
を
引
用
し
た
が
、C

シ
ャ
ル
ト

harte

型
の
モ
デ
ル
に
し
た
一
八
一
四
年
フ
ラ
ン
ス
憲
章
も
こ
の
あ
つ
れ
き
の
な
か
の
産
物
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に

モ
デ
ル
に
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
戦
争
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
へ
て
進
む
﹁
国
民
の
時
代
﹂
の
流
れ
に
真
正
面
か
ら
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
で
一
時
代
を
画
し
た
王
政
復

古
の
申
し
子
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

（
35
）　

前
川
貞
次
郎
、
望
田
幸
男
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
紀
﹄
講
談
社
（
昭
和
五
四
年
第
二
刷
）
七
四
頁
。

（
36
）　

注
（
33
）
の
﹃﹁
な
ぜ
？
﹂
が
わ
か
る
世
界
史
﹄
一
二
八
頁
。
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
発
言
を
、
私
自
身
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

（
37
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
九
二
頁
。

（
38
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
五
九
四
頁
。
以
下
の
引
用
は
、
同
九
九
頁
。
一
八
一
四
年
憲
章
の
改
正
案
を
、
八
月
七
日
、
代
議
院
は
﹁
二
一
九
対
三
三

で
可
決
し
、
貴
族
院
も
八
九
対
一
〇
で
可
決
し
た
。
⋮
⋮
。
八
月
九
日
、
両
院
は
合
同
し
た
。
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
前
で
、
新
憲
章
が
朗
読
さ
れ
た
。
オ
ル
レ
ア
ン
公
は
両
院
議

員
に
対
し
て
、﹃
余
は
す
べ
て
の
条
項
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
た
る
稱
号
に
対
し
、
留
保
も
せ
ず
、
制
限
も
せ
ず
、
こ
れ
を
受
諾
す
る
﹄
と
述
べ
た
後
、
次
の
宣
言
を
行
つ
た
。﹃
神

の
御
前
に
お
い
て
、
余
は
憲
章
を
忠
実
に
遵
守
し
、
法
に
従
い
且
つ
法
に
よ
つ
て
の
み
統
治
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
利
益
・
幸
福
・
栄
光
の
為
に
す
べ
て
を
行
う
こ
と
を
誓
う
。﹄

⋮
⋮
﹂。

（
39
）　

井
上
幸
治
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
史
（
新
版
）﹄
山
川
出
版
社
（
昭
和
五
六
年
第
二
一
刷
）
三
五
九
頁
。
以
下
は
、オ
ル
レ
ア
ン
家
の
ル
イ 

フ
ィ
リ
ッ
プ
に
つ
い
て
の
、注
（
33
）﹃﹁
な

ぜ
？
﹂
が
わ
か
る
世
界
史
﹄
の
記
述
で
あ
る
。﹁
オ
ル
レ
ア
ン
家
は
、
ル
イ
十
四
世
の
弟
か
ら
は
じ
ま
る
ブ
ル
ボ
ン
家
の
分
家
で
す
。
王
族
で
す
が
代
々
自
由
主
義
に
理
解
が

あ
り
、
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
父
親
な
ど
は
、
国
民
公
会
の
議
員
と
し
て
ル
イ
十
六
世
の
処
刑
に
賛
成
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
自
身
も
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に

属
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
当
時
は
自
分
の
屋
敷
の
庭
園
を
シ
ャ
ル
ル
十
世
を
批
判
す
る
自
由
主
義
者
た
ち
の
集
会
に
開
放
し
て
い
ま
し
た
﹂（
一
二
九
頁
）。﹃
岩
波 

西
洋
人

名
辞
典
︹
増
補
版
︺﹄
岩
波
書
店
（
一
九
八
一
年
増
補
版
第
一
刷
）
に
よ
る
と
、
七
月
革
命
下
に
で
き
た
仮
政
府
の
国
王
代
理
に
選
ば
れ
て
い
る
（
一
六
七
〇
頁
）。
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同
志
社
法
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七
巻
二
号�
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四

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法
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四
八

（
40
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
九
九
頁
。

（
41
）　

野
村
敬
造
の
指
摘
は
、
注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
一
〇
〇
頁
。
国
王
を
国
民
の
﹁
代
表
者
﹂
と
し
て
規
定
し
て
い
る
条
文
は
、﹁
第
三
篇 

公
権
力
﹂

第
二
条
第
二
項
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
組
織
は
代
表
民
主
制
で
あ
る
。
代
表
者
は
立
法
府
と
王
で
あ
る
﹂（
同
書
四
四
七
頁
）。

（
42
）　

注
（
39
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
史
﹄
三
五
八
～
三
五
九
頁
。
以
下
の
引
用
は
、
同
三
六
一
～
三
六
二
頁
。
七
月
革
命
後
の
諸
改
革
、
例
え
ば
選
挙
権
に
係
る
改
革
は
、﹁
七
月
革

命
の
実
際
の
に
な
い
手
で
あ
っ
た
小
市
民
・
労
働
者
層
が
、
新
た
に
成
立
し
た
政
治
体
制
か
ら
も
相
変
わ
ら
ず
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
王
政
復
古

末
期
か
ら
の
経
済
恐
慌
は
、
三
二
年
ま
で
持
続
し
、
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
、
小
市
民
・
労
働
者
層
は
、
共
和
主
義
革
命
の
徹
底
化
を
め
ざ
し
て
、
ひ
き
つ
づ
き
運
動
を
展

開
し
、
七
月
王
政
に
激
し
く
対
立
し
た
﹂。

（
43
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
八
頁
。

（
44
）　

森
田
安
一
編
﹃
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
﹄
山
川
出
版
社
（
二
〇
〇
四
年
一
版
二
刷
）
三
七
六
～
三
七
九
頁
。

（
45
）　

注
（
44
）
の
﹃
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
﹄
三
七
八
頁
。

（
46
）　

浜
林
正
夫
、
土
井
正
興
、
佐
々
木
隆
爾
編
﹃
世
界
の
君
主
制
﹄
大
月
書
店
（
一
九
九
〇
年
第
一
刷
）
七
七
頁
。
三
竹
直
哉
﹁
統
合
の
最
後
の
砦
︱
︱
ベ
ル
ギ
ー
の
王
制
﹂
法

学
論
集
五
九
巻（
一
九
九
九
年
）＝http://repo.kom

azaw
a-u.ac.jp/opac/repository/all/17228/K

J00000150415.pdf

三
頁
に
、以
下
の
記
述
が
あ
る
。﹁
ベ
ル
ギ
ー
は
、

独
立
革
命
後
に
選
出
さ
れ
た
制
憲
議
会
に
お
い
て
、
一
八
三
〇
年
一
一
月
、
世
襲
制
の
王
制
を
採
用
す
る
こ
と
を
正
式
に
決
定
し
た
（
賛
成
一
七
四
票
、
反
対
一
三
票
）。
制

憲
議
会
の
構
成
員
に
は
、
元
来
は
圧
倒
的
に
共
和
派
が
多
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
憲
議
会
も
暫
定
革
命
政
権
も
王
制
の
採
用
に
賛
同
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
新
生
国

家
ベ
ル
ギ
ー
が
、
当
時
の
主
要
諸
国
か
ら
承
認
を
得
や
す
く
す
る
た
め
に
は
王
制
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
（M

abille, 1992 : 

107

）﹂。

（
47
）　

淸
宮
四
郎
譯
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
有
斐
閣
（
昭
和
三
〇
年
初
版
第
一
刷
）
五
〇
～
五
一
頁
。
注
（
44
）
の
﹃
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
﹄
三
七
八
頁
。
レ
オ
ポ
ル
ド
を
国

王
に
選
出
す
る
こ
と
に
賛
成
の
票
は
一
九
六
票
中
一
五
二
票
と
の
こ
と
で
あ
る
。
注
（
46
）
の
﹁
統
合
の
最
後
の
砦
﹂
三
頁
。

（
48
）　

注
（
44
）
の
﹃
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
﹄
三
七
九
頁
。

（
49
）　

注
（
44
）
の
﹃
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
﹄
三
八
〇
頁
。

（
50
）　

注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
七
頁
。

（
51
）　

注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
四
九
頁
。

（
52
）　

注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
五
七
八
頁
、
五
九
六
頁
、
四
六
〇
頁
。
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六
七
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二
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九
五

四
四
九

（
53
）　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
二
七
頁
。
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
は
注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
四
五
四
頁
。

（
54
）　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
二
九
頁
。
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
は
注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
四
五
一
頁
。

（
55
）　

ベ
ル
ギ
ー
憲
法
は
注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
二
九
頁
。
フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
憲
法
は
注
（
22
）
の
﹃
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
﹄
四
五
一
頁
。

（
56
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
八
頁
。

（
57
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
九
四
頁
。

（
58
）　

注
（
46
）
の
﹃
世
界
の
君
主
制
﹄
七
七
～
七
八
頁
。

（
59
）　

注
（
29
）
の
﹃
新
編 
西
洋
史
辞
典
﹄
八
五
五
頁
。

（
60
）　

注
（
46
）
の
﹃
世
界
の
君
主
制
﹄
七
九
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
61
）　

注
（
46
）
の
﹁
統
合
の
最
後
の
砦
﹂
二
三
頁
。
以
下
の
引
用
も
同
二
三
頁
。﹁
国
王
が
議
会
に
対
し
、
拒
否
権
を
行
使
し
た
事
例
は
、
ベ
ル
ギ
ー
史
上
皆
無
で
は
な
い
が
、

数
度
あ
っ
た
の
み
で
あ
り
、
一
八
八
四
年
を
最
後
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
（M

olitor, 1994 : 55

）。
今
日
で
は
、
国
王
が
議
会
の
決
定
を
覆
す
こ
と
は
、
到
底
認
め
ら
れ
よ

う
が
な
か
っ
た
。
が
、
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
国
王
の
良
心
に
基
づ
く
固
い
決
意
の
前
に
、
通
常
の
手
続
き
で
は
こ
の
法
律
を
発
効
さ
せ
る
方
法
は
な
か
っ
た
。
／

結
局
、
異
例
の
処
置
と
し
て
、
憲
法
第
九
三
条
（
当
時
の
憲
法
の
八
二
条
）
の
規
程
に
あ
る
、
本
来
、
病
気
、
精
神
的
異
常
な
ど
の
場
合
を
想
定
し
た
、﹃
国
政
を
行
う
こ
と

が
不
可
能
な
状
態
﹄
に
国
王
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
事
態
は
対
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
内
閣
が
国
王
に
代
わ
っ
て
憲
法
上
の
国
王
の
権
限
を
行
使
で
き
る
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
国
王
は
﹃
三
六
時
間
﹄﹃
国
政
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
﹄
に
あ
る
こ
と
に
さ
れ
、
内
閣
が
法
案
を
裁
可
し
公
布
し
た
﹂。﹁
当
時
の
憲
法
の
八
二
条
﹂

と
は
、
注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
三
一
頁
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。﹁
國
王
が
、
國
政
を
親
ら
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
臣
が
こ
れ
を
確
認
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
兩
議
院
を
召
集
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
兩
議
院
は
、
そ
の
合
同
會
に
よ
つ
て
、
太
博
及
び
攝
政
を
任
命
す
る
﹂。

　
　
　

ち
な
み
に
、
朝
日
新
聞
朝
刊
二
〇
〇
九
年
七
月
二
七
日
の
記
事
﹁
大
公
よ
り
民
意　

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
改
憲
で
権
限
縮
小　

同
性
婚
・
中
絶
規
制
、
緩
和
議
論
加
速
へ　
︻
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
＝
井
田
香
奈
子
︼﹂
は
、﹁
欧
州
の
小
国
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
、
国
家
元
首
の
大
公
が
持
っ
て
い
た
立
法
に
か
か
わ
る
権
限
を
制
約
す
る
憲
法
改
正
が
三
月
に
実

現
し
た
﹂
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
憲
法
改
正
の
き
っ
か
け
は
、﹁
改
正
前
の
憲
法
で
は
、
法
律
の
施
行
に
は
国
会
議
決
の
三
カ
月
以
内
に
大
公
が
法
案
を
承
認
し
、
公
布
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
権
限
が
政
治
問
題
化
し
た
の
は
、
欧
州
で
三
カ
国
目
と
な
る
安
楽
死
の
合
法
化
が
実
現
す
る
見
通
し
が
高
ま
っ
た
昨
年
一
二
月
。
そ
れ
ま
で
国
会
の
判

断
を
尊
重
し
て
き
た
ア
ン
リ
大
公
（
五
四
）
が
﹃
議
会
が
安
楽
死
法
案
を
可
決
し
て
も
、
自
分
は
良
心
に
照
ら
し
て
署
名
し
な
い
﹄﹂
と
周
囲
に
漏
ら
し
、
議
論
を
呼
ん
だ
﹂

た
め
で
あ
る
と
い
う
。﹁
ア
ン
リ
大
公
は
二
〇
〇
〇
年
に
即
位
し
た
。
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
と
し
て
知
ら
れ
る
﹂
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
62
）　

瀧
井
一
博
は
、V

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
レ
ヒ
ト

erfassungsrecht

とV

フ
ェ
ア
フ
ァ
ッ
ス
ン
グ
ス
ウ
ワ
ク
ン
デ

erfassungsurkunde

を
使
い
わ
け
て
い
る
。
後
者
は
、﹁
狭
義
のV

erfassung

、
形
式
的
意
味
のV

erfassung

﹂
だ
と
い
う
。
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四
五
〇

瀧
井
一
博
﹁
伊
藤
博
文
は
日
本
の
ビ
ス
マ
ル
ク
か
？
﹂http://w

w
w

.desk.c.u-tokyo.ac.jp/dow
nload/es_9_T

akii.pdf D
ocum

ent D
ate: 2011-04-17 23:06:32

二
〇

七
頁
。﹁
形
式
的
意
味
の
憲
法
﹂
と
は
、
樋
口
陽
一
に
よ
れ
ば
、﹁
な
ん
ら
か
の
形
式
上
の
標
識
を
そ
な
え
て
い
る
﹂
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
基
準
と
な
る
標
識
の
と
り
方

は
⋮
⋮
人
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
る
﹂
が
、﹁
少
な
く
と
も
①
﹃
憲
法
﹄
と
い
う
標
題
を
つ
け
ら
れ
た
成
文
の
法
規
範
形
式
が
あ
る
か
ど
う
か
（
不
成
文
憲
法
に
対
し
て
成
文

憲
法
）、
②
ま
と
ま
っ
た
法
典
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
（
不
成
典
憲
法
に
対
し
て
成
典
憲
法
）、
③
普
通
の
法
律
よ
り
も
厳
格
な
改
正
手
続
に
従
う
一
群

の
法
規
範
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
、従
っ
て
、最
高
法
規
と
し
て
高
め
ら
れ
た
形
式
的
効
力
を
も
つ
法
規
範
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
（
軟
性
憲
法
に
対
す
る
硬
性
憲
法
、

従
っ
て
、
最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
の
存
否
）、
と
い
う
三
つ
の
次
元
が
問
題
と
な
る
﹂。
注
（
10
）
の
﹃
憲
法
︹
改
訂
版
︺﹄
六
～
七
頁
。

　
　
　

瀧
井
一
博
﹁
伊
藤
博
文
の
立
憲
デ
ザ
イ
ン
︱
︱
憲
法
と
﹃
国
の
か
た
ち
﹄﹂
外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
八
頁
以
下
。
瀧
井
一
博
﹃
伊
藤
博
文
︱
︱
知

の
政
治
家
﹄
中
公
新
書
（
二
〇
一
〇
年
）
六
八
頁
以
下
。

（
63
）　

注
（
6
）
の
﹃
憲
法
の
系
譜
﹄
一
〇
九
頁
。

（
64
）　

高
田
敏
、
初
宿
正
典
編
訳
﹃
ド
イ
ツ
憲
法
集
﹄
信
山
社
（
一
九
九
四
年
第
一
版
第
一
刷
）。
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
の
編
別
は
注
（
47
）
の
﹃
ベ
ル
ギ
ー
國
憲
法
﹄
を
参
照
。

（
65
）　

注
（
64
）
の
﹃
ド
イ
ツ
憲
法
集
﹄
五
二
頁
。

（
66
）　

注
（
63
）
の
﹃
ド
イ
ツ
憲
法
集
﹄
五
二
頁
。E

. R
. H

uber, D
okum

ente zur deutschen V
erfassungsgeschichte, B

d. 1, 1978, S. 501.

（
67
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
九
五
頁
。

（
68
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
七
六
頁
。

（
69
）　

注
（
64
）
の
﹃
ド
イ
ツ
憲
法
集
﹄
七
三
頁
。

（
70
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
一
〇
二
頁
。

（
71
）　

注
（
9
）
の
﹃
比
較
政
治
制
度
講
義
﹄
九
八
頁
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
負
う
と
こ
ろ
軍
制
改
革
が
な
け
れ
ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
軍
事
政
策
が
成
功
裡
に
実
現
で

き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
ハ
フ
ナ
ー
著
、
魚
住
昌
良
監
訳
、
川
口
由
紀
子
訳
﹃
図
説　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史
﹄
東
洋
書
林
（
二
〇
〇
〇

年
第
一
刷
）
二
四
一
頁
。

（
72
）　

栗
城
壽
夫
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
有
斐
閣
（
昭
和
四
十
年
初
版
第
一
刷
）。

（
73
）　

注
（
72
）
の
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
四
四
頁
。
バ
ー
デ
ン
大
公
国
成
立
の
い
き
さ
つ
や
、
バ
ー
デ
ン
が
立
憲
制
へ
移
行
す
る
土
壌
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
下
に

あ
っ
た
段
階
か
ら
す
で
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
憲
法
制
定
作
業
の
過
程
や
そ
こ
に
お
け
る
対
立
点
等
々
に
つ
い
て
は
、
本
書
が
詳
し
い
。

（
74
）　

注
（
72
）
の
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
六
三
、
六
六
頁
。
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（
75
）　

注
（
72
）
の
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
七
四
頁
。

（
76
）　

注
（
66
）
のE

. R
. H

uber, S. 172.
（
77
）　

注
（
66
）
のE

. R
. H

uber, S. 172.

（
78
）　

注
（
72
）
の
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
六
二
頁
。

（
79
）　

注
（
72
）
の
﹃
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
研
究
﹄
一
八
二
頁
。

（
80
）　

石
部
雅
亮
﹁
外
国
法
の
学
び
方
︱
︱
ド
イ
ツ
法　

７
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
二
九
号
（
一
九
七
四
年
）
一
五
三
頁
。

（
81
）　

藤
田
省
三
﹃［
新
編
］
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
﹄
影
書
房
（
一
九
九
六
年
）
八
三
頁
。

（
82
）　

岩
倉
公
舊
蹟
保
存
會
﹃
岩
倉
公
實
記　

中
﹄
頒
布
所　

角
田
善
苗
（
昭
和
三
年
）
六
八
十
五
頁
以
下
。

（
83
）　

注
（
81
）﹃［
新
編
］
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
﹄
八
三
～
八
四
頁
。

（
84
）　

注
（
16
）
の
﹃
岩
倉
公
實
記　

下
﹄
七
百
十
五
頁
、
七
百
十
九
頁
。﹁
具
視
憲
法
制
定
ニ
關
シ
意
見
ヲ
上
ツ
ル
事
﹂
に
は
﹁
大
綱
領
﹂
と
﹁
綱
領
﹂
が
あ
る
。
前
者
は
、﹁
憲

法
全
般
に
亙
つ
て
起
草
の
根
本
方
針
を
列
擧
し
て
ゐ
る
﹂、
後
者
は
、﹁
右
﹃
大
綱
領
﹄
を
更
に
收
約
し
て
、
そ
の
中
の
重
大
事
項
を
明
示
し
て
ゐ
る
﹂。
注
（
16
）﹃
獨
墺
に
於

け
る
伊
藤
博
文
の
憲
法
取
調
と
日
本
憲
法
﹄
一
五
五
頁
。

（
85
）　

注
（
16
）
の
﹃
岩
倉
公
實
記　

下
﹄
七
百
二
十
二
～
七
百
二
十
三
頁
。

（
86
）　

春
畝
公
追
頌
會
﹃
伊
藤
博
文
傅　

中
巻
﹄
小
松
緑
（
昭
和
一
六
年
再
版
）
三
百
十
八
頁
、
三
百
二
十
頁
。﹁
實
に
歐
洲
政
治
學
の
進
歩
、
輓
近
に
至
り
全
く
從
前
の
面
目
を

改
め
た
り
と
謂
て
可
な
る
者
有
之
、
就
中
英
と
佛
と
獨
と
三
國
に
て
學
問
上
の
理
論
、
實
際
、
兩
な
が
ら
異
殊
な
る
こ
と
に
至
て
其
細
微
を
悉
し
、
妙
味
無
窮
を
覺
へ
申
候
。

主
權
論
及
び
行
政
府
の
職
權
、
民
選
議
會
に
對
す
る
の
場
合
等
に
至
て
は
、
勿
論
旣
に
其
要
領
を
得
た
る
積
に
御
座
候
。
又
議
會
の
組
織
、
選
舉
の
方
法
、
地
方
の
組
織
、
自

治
の
體
裁
制
限
等
、
略
其
要
は
相
分
り
候
へ
共
、
政
府
各
部
内
の
機
關
よ
り
人
民
社
會
の
實
況
、
そ
の
關
係
等
、
ア
ク
チ
ユ
ワ
ル
の
ポ
リ
チ
ツ
ク
ス
を
聊
相
學
び
度
も
の
と
存

候
得
共
、
未
だ
其
場
合
に
不
到
、
何
分
着
歐
以
來
僅
に
四
箇
月
餘
に
し
て
、
此
間
獨
墺
兩
都
の
間
に
跨
り
從
學
罷
在
、
我
勉
强
力
の
達
す
る
丈
け
は
出
精
仕
候
心
得
に
御
座
候
﹂

（
三
百
十
七
～
三
百
十
八
頁
）
／
﹁
憲
法
丈
け
の
事
は
最
早
充
分
と
奉
存
候
得
共
、
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ヨ
ン
に
到
て
は
中
中
容
易
な
る
事
に
無
之
、
プ
リ
ン
シ
ツ
プ
ル
丈

け
に
て
も
相
心
得
置
度
頻
に
熱
心
罷
在
候
﹂（
三
百
二
十
頁
）。

　
　
　

佐
々
木
克
は
、﹃
伊
藤
博
文
傅 

中
巻
﹄
を
引
用
し
、
一
年
五
か
月
に
お
よ
ぶ
研
究
調
査
の
な
か
で
、
伊
藤
は
﹁
憲
法
と
議
会
と
政
治
（
行
政
）﹂
と
い
う
﹁
三
者
の
関
係
に

つ
い
て
学
ぶ
必
要
を
痛
感
﹂
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
や
、﹁
行
政
は
自
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
し
か
も
強
い
権
限
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言

葉
に
確
信
を
得
た
﹂
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
佐
々
木 

克
﹃﹁
官
僚
国
家
﹂
へ
の
道
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
（
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
、
二
〇
頁
。
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（
87
）　

注
（
62
）
の
﹃
伊
藤
博
文
﹄
六
九
頁
。﹁
伊
藤
博
文
の
立
憲
デ
ザ
イ
ン
﹂
七
二
頁
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。﹁
伊
藤
は
、
君
主
の
過
度
な
政
治
介
入
に
よ
っ
て
国
政
が
不
安
定

化
す
る
こ
と
を
忌
避
し
、
宮
中
と
い
う
非
政
治
的
空
間
を
創
出
し
て
、
そ
こ
に
天
皇
を
押
し
込
め
る
こ
と
を
画
策
し
た
の
で
あ
る
﹂。

（
88
）　
﹁
伊
藤
は
立
憲
政
治
の
根
本
は
君
主
権
の
制
限
に
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
天
皇
の
国
家
統
治
の
大
権
は
、
憲
法
の
規
定
す
る
範
囲
に
の
み
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
行
政
の

中
心
は
天
皇
で
は
な
く
、
総
理
大
臣
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
ま
し
た
﹂。
注
（
86
）
の
﹃﹁
官
僚
国
家
﹂
へ
の
道
﹄
三
二
頁
。

（
89
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
は
明
治
二
二
年
二
月
一
一
日
に
発
布
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
五
日
に
、
伊
藤
は
枢
密
院
議
長
官
舎
に
全
国
の
府
県
会
議
長
を
招
き
、
憲
法
の
制
定
に
つ
い

て
説
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、﹁
次
に
政
府
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
言
へ
ば
、
乃
ち
政
府
は
天
皇
陛
下
の
政
府
な
り
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂、
と
述
べ
て
い
る
。

注
（
86
）
の
﹃
伊
藤
博
文
傅 

中
巻
﹄
六
五
三
頁
。

（
90
）　http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1079281/98　

近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
﹁
日
本
憲
政
基
礎
史
料
﹂
第
十
九
﹁
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
﹂
一
三
八
頁
。

（
91
）　

石
橋
湛
山
﹁
行
政
改
革
の
根
本
主
義
︱
︱
中
央
集
権
か
ら
分
権
主
義
へ
（
大
正
一
三
年
九
月
六
日
号
﹃
社
説
﹄）﹂
松
尾
尊
兊
編
﹃
石
橋
湛
山
評
論
集
﹄
岩
波
書
店
（
一
九
九

五
年
第
一
九
刷
）
一
四
〇
頁
、
一
四
三
頁
。

（
92
）　
﹃
昭
和
天
皇
独
白
録
﹄
文
藝
春
秋
（
一
九
九
九
年
第
三
刷
）
一
五
九
頁
。
御
前
会
議
に
関
す
る
次
の
発
言
も
あ
る
。﹁
所い
わ
ゆ
る謂

御
前
会
議
と
い
ふ
も
の
は
、お
か
し
な
も
の
で
あ
る
。

枢
密
院
議
長
を
除
く
外
の
出
席
者
は
全
部
既
に
閣
議
又
は
連
絡
会
議
等
に
於
て
、
意
見
一
致
の
上
、
出
席
し
て
ゐ
る
の
で
、
議
案
に
対
し
反
対
意
見
を
開
陳
し
得
る
立
場
の
者

は
枢
密
院
議
長
只
一
人
で
あ
つ
て
、
多
勢
に
無
勢
、
如
何
と
も
な
し
難
い
。
／
全
く
形
式
的
な
も
の
で
、
天
皇
に
は
会
議
の
空
気
を
支
配
す
る
決
定
権
は
、
な
い
﹂（
五
六
頁
）。

天
皇
が
自
ら
裁
断
を
下
し
た
の
は
、
二
つ
だ
け
だ
と
い
う
。
一
つ
は
、﹁
庿
議
が
ま
と
ま
ら
﹂
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
求
め
に
応
じ
て
下
し
た
、
終
戦
に
係
る
裁
断
（
五
六
～

五
七
頁
）。
も
う
一
つ
は
、
昭
和
一一
九
三
六一

年
の
二
二
六
事
件
（
三
八
頁
以
下
）。

（
93
）　

注
（
92
）
の
﹃
昭
和
天
皇
独
白
録
﹄
二
四
六
頁
。
し
か
し
、＂
君
臨
は
す
る
が
統
治
し
な
い
＂
存
在
で
あ
る
昭
和
天
皇
も
、
本
文
二
三
頁
で
言
及
し
た
君
主
と
同
様
に
、
自

ら
の
意
志
、
思
想
、
信
条
を
も
つ
人
格
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
二
二
六
事
件
に
関
係
し
た
以
下
の
独
白
で
あ
る
。﹁
私
は
⋮
⋮
、
事
を
な
す
に
は
必
ず
輔ほ
ひ
つ弼

の
者

の
進
言
に
俟
ち
又
そ
の
進
言
に
逆
は
ぬ
事
に
し
た
が
、
こ
の
︹
＝
二
二
六
事
件
︺
時
と
終
戦
の
時
と
の
二
回
丈
は
積
極
的
に
自
分
の
考
を
実
行
さ
せ
た
﹂﹃
昭
和
天
皇
独
白
録
﹄

三
八
頁
。

（
94
）　

注
（
16
）
の
﹃
岩
倉
公
實
記 

下
﹄
七
百
三
十
頁
。

（
95
）　http://w

w
w

.jacar.go.jp/D
A

S/m
eta/im

age_A03033488000?T
YP

E
=

jpeg

国
立
公
文
書
館
蔵
﹃
枢
密
院
会
議
筆
記
・
一
、
憲
法
草
案
・
明
治
二
十
一
年
自
六
月
十
八

日
至
七
月
十
三
日
﹄（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
か
ら
電
子
閲
覧
可
能
、
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド A03033488000 

、
画
像
４
～
７
）。
出
典
の
と
お
り
引
用
す
る
よ
う
に
つ

と
め
た
が
、
し
か
し
、
引
用
文
は
手
書
き
で
あ
る
た
め
、
旧
字
体
の
略
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
ワ
ー
プ
ロ
で
再
現
で
き
な
い
略
字
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
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に
は
や
む
を
え
ず
正
規
の
文
字
を
□
で
括
り
使
用
し
て
い
る
。

（
96
）　

引
用
す
る
箇
所
等
々
の
情
報
を
え
た
の
は
、
田
中 

彰
﹃
岩
倉
使
節
団
﹁
米
欧
回
覧
実
記
﹂﹄
岩
波
書
店
（
二
〇
〇
二
年
）、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
：
米
欧
亜
回
覧
の
会
﹃
岩
倉
使
節
団
の
米

欧
回
覧
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。

（
97
）　

久
米
邦
武
編
、
田
中
彰
校
注
﹃
特
命
全
権
大
使 

米
欧
回
覧
実
記
﹄（
岩
波
書
店
）
第
一
巻
（
一
九
八
二
年
第
一
刷
）、
第
二
巻
（
一
九
八
三
年
第
四
刷
）、
第
三
巻
（
二
〇
〇

〇
年
第
一
三
刷
）、
第
四
巻
（
一
九
八
〇
年
第
一
刷
）、
第
五
巻
（
一
九
八
二
年
第
一
刷
）。

（
98
）　

注
（
96
）
の
﹃
岩
倉
使
節
団
﹁
米
欧
回
覧
実
記
﹂﹄
一
五
二
頁
か
ら
借
用
し
た
。

（
99
）　

三
谷
太
一
郎
﹃
政
治
制
度
と
し
て
の
陪
審
制
︱
︱
近
代
日
本
の
司
法
権
と
政
治
﹄
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。
小
見
出
の
﹁
不
平
等
条
約
下

の
（
と
く
に
治
外
法
権
下
の
）
日
本
の
現
実
﹂
は
本
書
一
〇
六
頁
か
ら
の
借
用
で
あ
る
。
江
木
の
講
演
は
、
江
木
衷
﹃
理
想
の
憲
政
﹄
有
斐
閣
（
大
正
六
年
）
一
六
～
一
一

〇
頁
。﹃
理
想
の
憲
政
﹄
所
収
の
﹁
憲
政
に
對
す
る
防
長
人
士
の
責
任
﹂
は
、大
正
六
年
三
月
、山
口
縣
法
政
會
﹃
憲
法
政
治
に
對
す
る
長
防
人
士
の
責
任
﹄（
印
刷
者
松
澤
玒
三
、

印
刷
所
同
勞
舎
活
版
所
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。﹃
理
想
の
憲
政
﹄
所
収
の
も
の
と
単
行
本
の
も
の
と
で
は
、
タ
イ
ト
ル
が
違
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
文

中
の
表
現
に
お
い
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
三
谷
に
な
ら
い
、﹃
理
想
の
憲
政
﹄
所
収
の
も
の
を
引
用
し
て
い
る
。

（
１００
）　

注
（
99
）
の
﹃
理
想
の
憲
政
﹄
三
六
頁
。

（
１０１
）　

注
（
99
）
の
﹃
理
想
の
憲
政
﹄
四
九
～
五
四
頁
。

（
１０２
）　

注
（
99
）
の
﹃
理
想
の
憲
政
﹄
五
三
頁
。

（
１０３
）　

注
（
99
）
の
﹃
政
治
制
度
と
し
て
の
陪
審
制
﹄
一
〇
七
頁
。

（
１０４
）　

注
（
99
）
の
﹃
理
想
の
憲
政
﹄
八
五
頁
、
一
〇
九
頁
。

（
１０５
）　

安
倍
晋
三
﹃
美
し
い
国
へ
﹄
文
藝
春
秋
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
１０６
）　

大
日
本
帝
国
憲
法
の
各
条
文
を
起
草
す
る
際
に
、諸
外
国
の
憲
法
を
ど
れ
ほ
ど
丁
寧
に
参
照
し
て
い
る
か
は
、清
水 

伸
﹃
明
治
憲
法
制
定
史
（
中
）﹄
原
書
房
（
昭
和
四
九
年
）

中
﹁
附
録　

明
治
憲
法
の
起
草
に
参
照
し
た
文
献
﹂（
三
二
九
頁
以
下
）
に
詳
し
い
。
残
念
な
が
ら
、
第
一
条
と
﹁
告
文
﹂
に
係
る
参
照
文
献
は
抜
け
て
い
る
。

（
１０７
）　
﹁
神
勅
﹂：﹁
⋮
⋮
。
天
照
大
神
、
乃
賜
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
八
坂
瓊
曲
玉
及
八
咫
鏡
草
薙
剱
三
種
寶
物
、
又
⋮
⋮
⋮
、
因
勅
皇
孫
曰
、﹃（
豊
）
葦
原
千
五
百
秋
之
瑞
穂
國
、

是
吾
子
孫
可
王
之
地
也
。
宜
爾
皇
孫
就
而
治
焉
。
行
矣
。
寶
祚
之
隆
、
當
與
天
壌
無
窮
者
矣
。﹄﹂

　
　
　

訳
：﹁
⋮
⋮
。
そ
こ
で
天
照
大
神
は
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
︽
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
︾
に
八
坂
瓊
曲
玉
︽
ヤ
サ
カ
ニ
ノ
マ
ガ
タ
マ
︾
及
び
八
咫
鏡
︽
ヤ

タ
ノ
カ
ガ
ミ
︾
草
薙
剱
︽
ク
サ
ナ
ギ
ノ
ツ
ル
ギ
︾
の
三
種
の
寶
物
を
賜
い
、
又
⋮
⋮
⋮
、（
天
照
大
神
が
）
皇
孫
に
勅
し
て
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
は
﹃（
豊
）
葦
原
︽
ト
ヨ
ア
シ
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憲
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四
五
四

ハ
ラ
︾
の
千
五
百
秋
︽
チ
イ
ホ
ア
キ
︾
の
瑞
穂
︽
ミ
ズ
ホ
︾
の
國
は
私
の
子
孫
が
王
た
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
宜
し
く
な
ん
じ
皇
孫
︽
ス
メ
ミ
マ
︾
よ
、
行
っ
て
治
め
よ
。
さ
あ

行
き
な
さ
い
。
宝
祚
︽
ホ
ウ
ソ
、
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
︾
が
隆
盛
で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
天
地
と
と
も
に
窮
ま
る
こ
と
が
無
い
で
あ
ろ
う
。﹄﹂

　
　
　

三
種
の
寶
物
と
は
：
一
般
に
﹁
三
種
の
神
器
﹂
と
い
い
、
皇
位
の
象
徴
・
標
識
と
し
て
歴
代
伝
承
さ
れ
た
。
神
話
の
こ
と
と
て
、
細
部
に
は
各
説
あ
る
が
、
現
在
鏡
は
伊
勢

神
宮
に
、
剱
は
熱
田
神
宮
に
、
曲
玉
は
宮
中
に
あ
り
、
曲
玉
は
天
皇
崩
御
の
直
後
に
皇
太
子
に
渡
さ
れ
、
新
天
皇
と
な
る
。

（
１０８
）　
﹁
神
道
﹂（
後
代
の
い
わ
ゆ
る
﹁
神
道
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
固
有
の
信
仰
に
加
え
て
、
中
世
以
降
の
体
系
を
持
っ
た
﹁
伊
勢
神
道
﹂﹁
吉
田
神
道
﹂
な
ど
の
﹁
神
道
﹂
各

派
と
の
総
体
を
包
括
的
に
指
し
て
い
る
事
が
多
い
。
前
記
﹁
神
の
道
﹂
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
は
な
い
）。

（
１０９
）　

明
治
一一
八
八
二五
年
八
月
一
一
日
付
岩
倉
具
視
宛
手
紙
の
な
か
の
一
文
。
注
（
86
）
の
﹃
伊
藤
博
文
傅　

中
巻
﹄
二
九
六
頁
。

（
１１０
）　
﹁
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
作
成
に
、
こ
の
憲
法
研
究
会
案
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
憲
法
学
者
の
中
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。﹃
こ
の
憲
法
研
究
会
案
と
尾
崎
行
雄
の
憲
法
懇
談
会

案
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
大
変
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
あ
ん
な
に
短
い
期
間
に
︹
＝
九
日
間
︺
草
案
を
書
き
上
げ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
し
た
よ
。

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
条
項
は
、
そ
の
ま
ま
今
の
憲
法
の
条
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
書
き
換
え
ら
れ
て
生
き
残
っ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
﹄
／
ケ
ー
デ
ィ
ス
︹
＝
チ
ャ
ー
ル
ズ
Ｌ
ケ
ー
デ
ィ
ス
陸
軍
大
佐
︺
氏
は
、
二
カ
国
語
併
記
の
草
案
を
見
な
が
ら
、
こ
れ
も
そ
う
で
す
、
こ
れ
も
そ
う
で
す
、
と
ま
っ

た
く
当
然
と
い
う
よ
う
な
口
調
で
私
に
教
え
て
く
れ
た
。
／
こ
の
憲
法
研
究
会
案
が
、
ど
う
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
？　

そ
れ
に
は
若
干
の
説
明

が
必
要
だ
ろ
う
﹂
鈴
木
昭
典
﹃
日
本
国
憲
法
を
生
ん
だ
密
室
の
九
日
間
﹄
創
元
社
（
一
九
九
五
年
）
一
五
〇
頁
。

（
１１１
）　https://w

w
w

.jim
in.jp/policy/pam

phlet/pdf/kenpou_qa.pdf

（
二
〇
一
五
年
二
月
一
七
日
現
在
）
三
七
頁
。

（
１１２
）　

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
起
き
、一
七
八
九
年
に
、﹁
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
の
宣
言
﹂
が
だ
さ
れ
る
。
こ
の
﹁
人
の
権
利
﹂
に
﹁
人
の
義
務
﹂
を
加
え
て
初
め
て
宣
言
し
た
の
が
、

一
七
九
五
年
に
だ
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
と
義
務
の
宣
言
﹂
で
あ
る
。
注
（
12
）
の
﹃
人
権
宣
言
集
﹄
一
四
八
頁
以
下
参
照
。﹁
基
本
義
務
﹂
に
つ
い

て
は
、
蘆
部
信
喜
﹃
憲
法
学
Ⅱ　

人
権
総
論
﹄
岩
波
書
店
（
一
九
九
四
年
第
一
版
第
一
刷
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

　
　
　

本
文
五
五
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
﹂
百
二
条
第
二
項
は
、﹁
天
皇
又
は
摂
政
﹂
を
﹁
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
﹂
者
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。﹁
政
治
的
権
能
を
有
し
な
い
天
皇
及
び
摂
政
に
憲
法
擁
護
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
規
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
﹂（
注
（
１１１
）
の

三
八
頁
）。
現
行
憲
法
九
九
条
が
規
定
し
て
い
る
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
者
は
、﹁
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、国
会
議
員
、裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
で
あ
る
﹂。
天
皇
の
﹁
憲

法
尊
重
擁
護
の
義
務
﹂
と
い
う
論
点
か
ら
ず
れ
る
う
え
に
、
印
象
の
域
を
一
歩
も
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
列
記
さ
れ
て
い
る
な
か
で
は
、
現
在
の
天
皇
が
そ
の
憲
法
上
の
義
務

を
も
っ
と
も
強
く
意
識
し
、
こ
の
義
務
に
忠
実
な
か
た
ち
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
皇
后
と
と
も
に
い
ま
な
お
模
索
し
続
け
て
い
る
人
で
は
な
い
か
、
と
お
も
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
二
〇
〇
九
年
一
月
七
日
付
け
毎
日
新
聞
朝
刊
記
事
﹁﹃
海
図
な
い
航
海
﹄　

新
憲
法
下
、
象
徴
の
あ
り
方
探
る
﹂（
社
会
部
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四
五
五

皇
室
担
当
記
者
・
大
久
保
和
夫
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
﹁﹃
朕
（
ち
ん
）
皇
祖
皇
宗
ノ
威
霊
ニ
頼
リ
万
世
一
系
ノ
皇
位
ヲ
継
承
シ
帝
国
統
治
ノ
大
権
ヲ
総
攬
（
そ
う
ら
ん
）
シ
以
テ
践
祚
（
せ
ん
そ
）（
皇
位
継
承
）
ノ
式
ヲ
行
ヘ
リ
﹄

　
　
　
　
﹃
日
本
国
憲
法
及
び
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
こ
に
、
皇
位
を
継
承
し
ま
し
た
﹄

　
　
　
　

 　

皇
位
を
継
い
だ
天
皇
が
初
め
て
公
式
に
首
相
ら
三
権
の
長
ら
に
会
う
﹃
即
位
後
朝
見
の
儀
﹄
に
臨
み
、
前
者
は
昭
和
天
皇
が
一
九
二
六
年
一
二
月
二
八
日
に
、
後
者
は

天
皇
陛
下
が
八
九
年
一
月
九
日
に
述
べ
た
言
葉
だ
。
同
じ
儀
式
な
が
ら
、
両
者
に
は
言
葉
だ
け
で
は
な
い
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。
明
治
憲
法
や
旧
皇
室
典
範
は
天
皇
が
定

め
た
﹃
欽
定
（
き
ん
て
い
）
法
﹄
で
、
昭
和
天
皇
の
皇
位
継
承
の
宣
言
は
天
皇
家
の
先
祖
に
誓
う
形
だ
が
、
天
皇
陛
下
は
﹃
主
権
の
存
す
る
﹄
国
民
に
対
し
て
宣
言
し
て

い
る
。

　
　
　
　

 　
﹃
海
図
の
な
い
海
を
自
ら
操
船
さ
れ
て
い
る
﹄。
天
皇
陛
下
の
側
近
と
し
て
仕
え
た
宮
内
庁
Ｏ
Ｂ
は
、
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
活
動
を
そ
う
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。
象

徴
天
皇
と
し
て
皇
位
に
就
い
た
初
め
て
の
天
皇
に
、
あ
る
べ
き
姿
の
モ
デ
ル
は
な
か
っ
た
﹂。

　
　
　

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
昭
和
天
皇
は
、﹁
国
内
外
の
政
治
情
勢
﹂
に
つ
い
て
の
内
奏
を
し
ば
し
ば
求
め
る
な
ど
、
統
治
権
の
総
攬
者
と
し
て
の
意
識
が
抜
け
き
れ
な
か
っ
た
し
、

記
者
会
見
や
国
民
と
の
会
話
の
な
か
で
、﹁
君
主
の
顔
﹂﹁
現
人
神
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
時
と
し
て
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
成
天
皇
は
、
そ
れ
と
は
違
い
、﹁
先
帝

陛
下
は
、
決
し
て
あ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
﹂
と
慨
嘆
す
る
声
が
宮
内
庁
に
出
る
ほ
ど
、﹁
平
成
流
の
国
民
と
の
触
れ
合
い
﹂
に
努
め
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
付
け
毎
日
新
聞
朝
刊
記
事
﹁
記
者
の
目　
［
天
皇
陛
下
の
二
〇
一
三
年
］﹂（
東
京
社
會
部　

真
鍋
光
之
）
は
、
葬
儀
の
見
直
し
な
ど
、﹁
国

民
と
共
に
﹂
の
集
大
成
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　

注
（
93
）
に
記
述
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共
に
、
こ
の
記
事
も
、﹁
君
主
の
時
代
﹂
か
ら
﹁
国
民
の
時
代
﹂
へ
の
過
渡
期
に
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
﹁
国
民
の
時
代
﹂
に
あ
っ
て
も
、

君
主
と
国
民
の
関
係
性
の
あ
り
か
た
の
難
し
さ
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
関
係
性
を
考
え
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
も
、

自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
﹂
は
、﹁
国
民
の
時
代
﹂
に
お
け
る
﹁
君
主
﹂
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
た
め
の
大
き
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
、
と
私
は
お
も
っ
て
い
る
。

　
　
　

梯
久
美
子
﹃
散
る
ぞ
悲
し
き
︱
︱
硫
黄
島
総
指
揮
官
・
栗
林
忠
道
﹄
新
潮
文
庫
（
平
成
二
一
年
四
刷
）
に
よ
れ
ば
、﹁
真
に
鬼き
じ
ん神

を
哭な
か

し
む
る
﹂、﹁
す
さ
ま
じ
く
も
哀
切
な

戦
い
ぶ
り
を
見
せ
た
﹂
将
兵
に
幾
重
に
も
詫
び
つ
つ
、﹁
弾
丸
尽
き
水
涸
れ
﹂
る
な
か
全
将
兵
に
最
後
の
敢
闘
を
命
じ
て
硫
黄
島
に
玉
砕
し
た
栗
林
中
将
は
総
攻
撃
を
前
に
大

本
営
に
宛
て
発
し
た
訣
別
電
報
の
最
後
に
三
首
の
句
を
添
え
た
、
と
い
う
（
本
書
七
～
一
〇
頁
）。
そ
の
う
ち
の
一
句
が
﹁
国
の
為
重
き
つ
と
め
を
果
た
し
得
で　

矢
弾
尽
き

果
て
散
る
ぞ
悲
し
き
﹂（
本
文
部
分
の
原
文
は
漢
字
＋
カ
タ
カ
ナ
、
句
読
点
な
し
。
本
書
二
六
四
頁
）
で
、
大
本
営
は
こ
の
句
中
の
﹁
悲
し
き
﹂
を
﹁
口
惜
し
﹂
に
変
え
、
他
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の
二
首
と
あ
わ
せ
て
公
表
す
る
。

　
　
　
﹁
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
二
月
、
初
め
て
硫
黄
島
の
土
を
踏
ん
だ
天
皇
は
こ
う
詠う
た

っ
た
﹂
と
い
う
（
本
書
二
八
二
頁
）。

　
　
　
　
　
﹁
精
魂
を
込
め
戦
ひ
し
人
未い
ま

だ
地
下
に
眠
り
て
島
は
悲
し
き
﹂

　
　
　

梯
は
、
こ
の
う
た
に
関
係
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
見
捨
て
ら
れ
た
島
で
、
そ
れ
で
も
何
と
か
し
て
任
務
を
全
う
し
よ
う
と
、
懸
命
に
戦
っ
た
栗
林
以
下
二
万
余

の
将
兵
た
ち
。
彼
ら
は
、
そ
の
一
人
一
人
が
ま
さ
に
﹃
精
魂
を
込
め
戦
ひ
し
人
﹄
で
あ
っ
た
。
／
こ
の
御ぎ
ょ
せ
い製
は
、
訣け
つ
べ
つ別
電
報
に
添
え
ら
れ
た
栗
林
の
辞
世
と
同
じ
﹃
悲
し
き
﹄

と
い
う
語
で
結
ば
れ
て
い
る
。
大
本
営
が
﹃
散
る
ぞ
悲
し
き
﹄
を
﹃
散
る
ぞ
口
惜
し
﹄
に
改
変
し
た
あ
の
歌
で
あ
る
。
／
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
四
九
年
の
歳

月
を
超
え
、
新
し
い
時
代
の
天
皇
は
栗
林
の
絶
唱
を
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。
死
ん
で
い
く
兵
士
た
ち
を
、
栗
林
が
﹃
悲
し
き
﹄
と
詠
っ
た
、
そ
の
同
じ
硫
黄
島
の
地
で
﹂（
二

八
二
～
二
八
三
頁
。
ル
ビ
は
全
て
出
典
に
よ
る
）。

　
　
　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
西
ド
イ
ツ
時
代
の
一
九
八
五
年
、
四
〇
回
目
の
ド
イ
ツ
降
伏
の
日
の
五
月
八
日
に
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
行
わ
れ
た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
の
演

説
を
私
に
お
も
い
だ
さ
せ
た
。
ド
イ
ツ
が
降
伏
し
た
日
の
五
月
八
日
は
＂
終
戦
祝
賀
の
日
で
は
な
く
（kein T

ag zum
 F

eiern

）、
戦
争
に
よ
っ
て
、
人
び
と
が
な
め
た
辛
酸

の
数
々
を
﹁
想
い
お
こ
す
日
（ein T

ag der E
rinnerung

）﹂
な
の
で
あ
り
ま
す
＂、
と
い
う
趣
旨
の
語
り
か
け
か
ら
、
こ
の
演
説
は
始
ま
っ
て
い
る
。﹁
自
虐
﹂
演
説
で
は
な

い
か
と
批
判
す
る
ひ
と
も
い
れ
ば
熱
烈
に
う
け
と
め
る
ひ
と
も
い
る
、
ま
た
、
時
間
と
と
も
に
国
際
社
会
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
っ
た
演
説
で
あ
る
。
演
説
の
邦
訳

の
一
つ
に
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
述
、 

永
井
清
彦
訳
﹃
荒
れ
野
の
四
〇
年
︱
︱
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
演
説
全
文
：
一
九
八
五
年
五
月
八
日
﹄
岩
波
書
店
（
一
九
八
六
年
：

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
№
55
）
が
あ
る
。

　
　
　

私
が
梯
の
作
品
を
読
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
栗
林
中
将
の
辞
世
の
句
を
め
ぐ
る
出
来
事
を
私
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
私
が
同
志
社
大
学
の
司
法
研
究
科
（
法
科
大

学
院
）
教
授
で
も
あ
っ
た
と
き
（
二
〇
〇
四
～
二
〇
一
一
年
）
の
同
僚
の
佐
藤
嘉
彦
先
生
（
刑
事
訴
訟
法
、
刑
事
実
務
担
当
）
で
あ
る
。
佐
藤
先
生
は
現
職
の
裁
判
官
の
職
を

辞
さ
れ
て
法
科
大
学
院
の
た
ち
あ
げ
に
加
わ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
尊
敬
の
念
と
親
愛
の
情
を
こ
め
て
、
佐
藤
先
生
を
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
と
お
呼
び
し
て
い
た
。

　
　
　

私
は
、
私
が
担
当
す
る
法
学
部
科
目
﹁
西
洋
刑
事
法
史
﹂
の
講
義
最
終
回
に
い
つ
も
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
お
招
き
し
、
あ
ふ
れ
る
教
養
と
豊
か
な

実
務
経
験
を
導
き
の
糸
と
し
た
﹁
日
本
近
現
代
刑
事
法
﹂
を
語
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
私
の
教
員
生
活
に
お
け
る
本
講
義
最
終
回
の
二
〇
一
四
年
七
月
二
四
日
の
授
業
に
も

き
て
い
た
だ
い
た
（
テ
ー
マ
は
﹁
わ
が
国
刑
事
司
法
の
過
去
・
現
在
・
未
来
﹂）。
お
話
の
冒
頭
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
司
法
研
修
所
入
所
が
同
期
で
ク
ラ
ス
も
同
じ
で
あ
っ
た

鬼
丸
か
お
る
最
高
裁
判
事
の
﹁
硫
黄
島
視
察
記
﹂
法
曹
七
六
五
号
（
二
〇
一
四
年
七
月
。
二
～
九
頁
）
の
最
後
の
記
述
︱
︱
栗
林
中
将
の
句
と
そ
の
書
き
換
え
の
こ
と
︱
︱
を



（　
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三

四
五
七

受
講
生
に
紹
介
し
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
。
公
表
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
の
お
許
し
を
え
て
い
る
。

　
　
　
　

 ﹁﹃
散
る
ぞ
悲
し
き
﹄
が
﹃
⋮
⋮
口
惜
し
﹄
に
改
変
さ
れ
る
と
、﹃
国
の
為
﹄
の
﹃
国
﹄
が
、
さ
さ
や
か
に
し
て
愛
お
し
い
人
々
の
営
み
と
そ
の
墳
墓
の
地
（
く
に
）
か
ら
、

戦
旗
は
た
め
く
無
機
質
な
国
家
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
守
る
べ
き
も
の
を
残
し
て
逝
く
﹃
悲
し
み
﹄
や
抗
し
が
た
い
運
命
に
対
す
る
﹃
諦
念
﹄
が
か
き
消

さ
れ
、
敵
に
一
矢
を
報
い
る
こ
と
が
叶
わ
ぬ
﹃
口
惜
し
さ
﹄、
そ
れ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
﹂。

　
　
　

佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
山
本
周
五
郎
﹁
城
中
の
霜
﹂
同
﹃
日
日
平
安
﹄
新
潮
文
庫
（
平
成
二
十
五
年
七
十
四
刷
）
の
一
節
（
三
二
～
三
四
頁
）
を
引
用
さ
れ
て
さ
ら
に
コ
メ
ン

ト
を
続
け
ら
れ
た
。﹁
栗
林
中
将
の
妻
子
は
、
遺
骨
を
抱
き
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
本
当
の
﹃
辞
世
﹄（
静
か
に
面
を
掩
っ
て
泣
く
勇
気
）
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

き
っ
と
、﹃
お
勝
手
の
隙
間
風
を
防
い
で
こ
な
か
っ
た
﹄
こ
と
を
気
遣
っ
た
雄
々
し
く
も
や
さ
し
い
夫
と
父
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
﹂。

　
　
　

わ
ず
か
二
六
歳
で
安
政
の
大
獄
に
散
っ
た
橋
本
左
内
の
処
刑
の
日
の
出
来
事
を
題
材
に
し
て
い
る
の
が
﹁
城
中
の
霜
﹂
で
あ
る
。
こ
の
題
名
は
、
左
内
の
次
の
辞
世
の
句
か

ら
と
ら
れ
て
い
る
。﹁
苦
冤
難
洗
恨
難
禁
、
俯
則
悲
傷
仰
則
吟　

／　

昨
夜
城
中
霜
始
隕
、
誰
知
松
柏
後
凋
心
﹂（
一
八
頁
）。

　
　
　

左
内
は
、
斬
首
の
た
め
、﹁
よ
い
か
と
声
を
掛
け
﹂
る
太
刀
取
り
を
振
り
返
っ
て
﹁
暫
く
待
て
﹂
と
い
い
、﹁
そ
し
て
刀
を
控
え
さ
せ
る
と
、
少
し
座
を
ず
ら
せ
、
藩
邸
の
方

を
拝
し
て
か
ら
、
両
手
で
面お
も
て

を
掩お
お

い
、
や
や
暫
く
声
を
忍
ん
で
泣
い
た
、
や
や
暫
く
、
そ
れ
か
ら
坐
り
直
し
て
、
／　

︱
︱
も
う
よ
い
、
斬
れ
﹂
と
い
う
（
三
〇
頁
）。

　
　
　

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
友
人
、
同
志
た
ち
は
、
志
士
た
る
も
の
に
あ
る
ま
じ
き
卑
怯
未
練
な
し
ぐ
さ
だ
、
と
非
難
し
、
し
ょ
せ
ん
は
医
者
の
伜
、﹁
武
士
ら
し
い
死
に
方
を
知

ら
ん
﹂
と
い
っ
て
な
じ
る
（
三
一
頁
）。
し
か
し
、
た
だ
一
人
、
左
内
を
ひ
そ
か
に
慕
う
﹁
ま
た
従い

と兄
妹こ

﹂
の
香
苗
は
、﹁
皆
さ
ま
は
泣
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
責
な
さ
い
ま
す

け
れ
ど
、
笑
っ
て
死
ぬ
者
な
ら
勇
者
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
﹂
と
切
り
出
し
、﹁
多
少
な
り
御
国
の
た
め
に
働
く
ほ
ど
の
者
が
、
其そ

の
場
に
臨
ん
で
、
命
が
惜
し
く
て
泣
く
と

思お
ぼ
し
め召

し
ま
す
か
、
⋮
⋮
未
練
で
泣
く
と
思
召
し
ま
す
か
、
⋮
⋮
強
盗
無
頼
の
下げ
せ
ん賤

で
も
笑
っ
て
死
ぬ
こ
と
は
出
来
ま
す
、
け
れ
ど
断
頭
の
刃や
い
ば

を
押
止
め
、
静
か
に
面
を
掩
っ

て
泣
く
勇
気
は
、
左
内
さ
ま
だ
か
ら
有
っ
た
の
で
す
、
⋮
⋮
御
国
を
思
っ
て
泣
い
た
と
も
申
し
ま
せ
ぬ
、
お
家
を
想お
も

っ
て
泣
い
た
と
も
申
し
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
け
れ
ど
、
わ
た

く
し
に
は
分
り
ま
す
、
卑ひ
き
ょ
う怯

で
も
未
練
で
も
な
い
、
否い

え
も
っ
と
お
立
派
な
、
本
当
の
命
を
惜
し
む
武
士
の
泪な
み
だ

だ
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
く
し
に
は
分
り
ま
す
﹂（
三
三
頁
。

引
用
で
あ
る
の
で
﹁
下
賤
﹂
と
い
う
用
語
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
）。

　
　
　

佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、
香
苗
の
語
る
左
内
に
、
栗
林
中
将
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
栗
林
中
将
の
句
を
、
そ
の
句
に
対
す
る
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
の
読
み
を
加
え
て
借
り

る
な
ら
ば
、
左
内
の
心
境
は
、﹁
く
に
の
た
め
重
き
つ
と
め
を
果
し
え
で　
﹃
苦
冤
の
霜
に
﹄
散
る
ぞ
か
な
し
き
﹂
と
な
ろ
う
か
。
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
は
、﹁
国
﹂
も
﹁
悲
し
み
﹂

も
平
仮
名
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
、
と
お
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
二
号�

一
〇
四

比
較
憲
法
史
の
一
つ
の
手
法

四
五
八

　
　
　
﹁
祖
先
の
地
﹂﹁
く
に
﹂
の
大
事
の
た
め
に
己
を
し
て
燃
焼
さ
せ
る
も
の
が
命
の
真
髄
、
命
の
な
か
の
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
命
な
ら
ぬ
政
局
の
故
に
、﹁
苦
冤
洗
い
難
く

恨む
ね
んみ

禁
じ
難
し　

／　

俯
す
れ
ば
則
ち
悲
傷
、
仰
げ
ば
則
ち
吟
ず
﹂
る
様さ
ま

の
な
か
踏
み
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
命
の
命
を
惜
し
み
愛か
な

し
み
落
と
す
泪
は
、
臆
す
る
こ
と

な
く
理
想
や
熱
い
お
も
い
に
己
を
賭
せ
る
、
勇
気
の
な
か
の
勇
気
の
あ
か
し
、
武も
の
の
ふ士
の
な
か
の
武
も
の
の
ふ士
し
か
も
て
な
い
勇
気
の
あ
か
し
で
こ
そ
あ
れ
、
卑
怯
未
練
の
し
わ
ざ
で
は

断
じ
て
な
い
、
と
、
山
本
周
五
郎
は
香
苗
に
い
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
﹁
城
中
の
霜
﹂
が
雑
誌
﹃
現
代
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
一
五
年
四
月
で
あ
る
。﹁
国
家
総
動
員
法
﹂
が
で
き
て
、﹁
戦
時
（
戦
争
ニ
準
ズ
ベ
キ
事
変
ノ
場
合
ヲ
含
ム
以

下
之
ニ
同
ジ
）
ニ
際
シ
国
防
目
的
達
成
ノ
為
﹂（
第
一
条
）
が
至
上
命
題
と
さ
れ
、人
的
﹁
資
源
﹂
と
い
う
名
前
が
人
間
の
命
に
つ
け
ら
れ
た
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

﹁
義ぎ

は
山さ
ん

嶽が
く

よ
り
も
重お
も

く
死し

は
鴻こ
う
も
う毛
よ
り
も
輕か
ろ

し
と
覺か
く
ご悟
せ
よ
﹂が
軍
人
だ
け
で
な
く
民
間
人
の﹁
覺
悟
﹂と
し
て
も
広
く
求
め
ら
れ
て
い
く
、そ
う
い
う
時
代
で
も
あ
っ
た（
出

典
は
、
い
ま
は
亡
き
、
尊
敬
す
る
、
私
の
岳
父
杉
本
博
通
の
も
の
で
あ
る
大
本
營
陸
軍
部
謹
寫
﹃
勅
諭
寫
﹄
五
頁
。
一
頁
の
表
題
は
﹁
明
治
十
五
年
陸
海
軍
人
に
賜
は
り
た
る

勅
諭
﹂。
横
八
㎝
、
縦
一
三
㎝
。
全
九
頁
。
軍
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
つ
も
い
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
手
帳
形
式
の
こ
の
﹃
勅
諭
寫
﹄
の
、
表
紙
に
ま
か
れ
た
、
濃
い
オ
リ

ー
ブ
色
か
あ
る
い
は
濃
い
う
ぐ
い
す
色
の
う
す
布
の
あ
ち
こ
ち
が
す
り
切
れ
、
岳
父
が
生
き
た
時
代
の
息
づ
か
い
を
い
ま
に
伝
え
て
い
る
）。

　
　
　
﹁
城
中
の
霜
﹂
を
解
説
し
て
、
木き
む
ら村

久く

に邇
典の
り

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
よ
ろ
ず
形
式
的
な
い
さ
ぎ
よ
さ

0

0

0

0

0

が
日
本
武
士
道
の
典
型
的
な
美
し
さ
で
あ
る
と
さ
れ
た
時
代
に
、

死
に
直
面
し
た
左
内
が
号
泣
す
る
と
い
う
＂
意
外
な
＂
態
度
を
描
い
て
い
ま
す
が
、
作
者
は
作
中
の
香
苗
に
、
そ
の
と
き
の
左
内
の
涙
こ
そ
、
中
道
に
し
て
死
な
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
武
士
の
、
本
当
に
い
の
ち
を
惜
し
む
涙
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
云
わ
せ
て
、
低
俗
な
日
本
武
士
道
の
解
釈
に
抵
抗
を
企
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
わ
の
際き
わ

ま
で
人
間
と
し
て
生
あ
る
か
ぎ
り
忠
実
に
生
抜
こ
う
と
す
る
人
生
態
度
こ
そ
、
み
て
く
れ
の
い
さ
ぎ
よ
さ
よ
り
も
は
る
か
に
た
っ
と
い
の
だ
と
、
作
者
は
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
﹂（
四
六
五
～
四
六
六
頁
。
ル
ビ
等
は
出
典
に
よ
る
）。﹁
城
中
の
霜
﹂
を
読
む
限
り
、左
内
は
﹁
号
泣
﹂
し
て
は
い
な
い
の
で
、そ
の
点
は
気
に
な
る
が
、﹁
城
中
の
霜
﹂

の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
一
つ
の
理
解
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　

昨
年
（
二
〇
一
四
年
）
の
一
二
月
一
四
日
投
票
の
衆
議
院
選
挙
の
際
、
鬼
丸
か
お
る
判
事
を
含
む
五
人
の
最
高
裁
判
事
に
対
す
る
国
民
審
査
も
実
施
さ
れ
た
。
一
二
月
一
二

日
付
け
の
毎
日
新
聞
朝
刊
は
、
有
権
者
に
情
報
提
供
を
す
る
た
め
に
行
っ
た
五
人
の
判
事
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
載
せ
て
い
る
。
調
査
項
目
の
第
一
は
、﹁
裁

判
官
と
し
て
の
心
構
え
、
求
め
ら
れ
る
資
質
と
は
﹂
で
あ
る
。
鬼
丸
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

　
　
　
　

 ﹁（
心
構
え
）
憲
法
の
精
神
に
忠
実
で
あ
り
、
証
拠
に
基
づ
く
事
実
に
謙
虚
に
向
き
合
い
、
市
民
の
目
線
を
忘
れ
ず
、
良
心
に
従
い
、
誠
実
公
正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
（
資

質
）
広
い
視
野
と
洞
察
力
。
ま
た
、
柔
軟
な
思
考
と
法
的
な
素
養
と
決
断
力
も
必
要
﹂。
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毎
日
新
聞
朝
刊
（
二
〇
一
三
年
九
月
七
日
）
は
、﹁
君
が
代
斉
唱
不
起
立
：
処
分
取
り
消
し
訴
訟　

教
員
側
の
上
告
棄
却
︱
︱
最
高
裁
／
東
京
﹂
の
見
出
し
で
、﹁
入
学
式
や

卒
業
式
で
校
長
の
命
令
に
従
わ
ず
、
君
が
代
斉
唱
時
に
起
立
し
な
か
っ
た
都
立
高
校
な
ど
の
元
教
員
ら
六
二
人
が
懲
戒
処
分
の
取
り
消
し
な
ど
を
求
め
た
訴
訟
の
上
告
審
判
決

で
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
（
鬼
丸
か
お
る
裁
判
長
）
は
六
日
、
判
例
を
踏
襲
し
﹃
命
令
は
合
憲
﹄
と
判
断
、
元
教
員
側
の
上
告
を
棄
却
し
た
﹂
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
鬼
丸
判

事
は
こ
の
判
決
に
ご
自
身
の
﹁
補
足
意
見
﹂
を
つ
け
て
い
る
、
と
佐
藤
ジ
ャ
ッ
ジ
か
ら
お
聞
き
し
、
調
べ
て
み
た
（http://w

w
w
7a.biglobe.ne.jp/~

hishobunshanokai/

hanketsu130906.pdf

）。

　
　
　

鬼
丸
判
事
は
、﹁
卒
業
式
に
お
け
る
国
歌
斉
唱
の
際
に
国
旗
に
向
か
っ
て
起
立
し
国
歌
を
斉
唱
す
る
こ
と
等
を
命
じ
た
職
務
命
令
は
、﹃
日
の
丸
﹄﹃
君
が
代
﹄
に
関
す
る
当

該
教
諭
の
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
に
由
来
す
る
行
動
と
異
な
る
外
部
的
行
為
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
面
が
あ
り
、
個
人
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
に
つ
い
て
の
間
接
的
な

制
約
と
な
り
得
る
面
の
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
も
の
で
あ
る
﹂、
と
指
摘
し
た
う
え
で
、﹁
個
人
の
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
憲
法
一
九
条
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
命
令
の
不
服
従
が
国
旗
国
歌
に
関
す
る
個
人
の
歴
史
観
や
世
界
観
に
基
づ
き
真
摯
に
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
命
令
不
服
従
に
対
す
る
不
利
益
処
分
は
、
慎
重

な
衡
量
的
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
六
点
の
配
慮
す
べ
き
事
項
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
配
慮
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
結
果
、﹁
当
該
不
利
益
処

分
を
課
す
る
こ
と
が
裁
量
権
の
濫
用
あ
る
い
は
逸
脱
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
ら
れ
の
事
情
に
配
慮
し
た
謙
抑
的
な
対
応
が
教
育
現
場
に
お
け
る
状
況
の

改
善
に
資
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂、
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
１１３
）　

私
が
こ
こ
で
あ
る
い
は
本
文
五
六
頁
で
自
由
民
主
党
﹁
日
本
国
憲
法
改
正
案
﹂
中
の
天
皇
関
係
条
項
に
注
目
す
る
の
は
、
本
稿
の
組
み
立
て
の
柱
がC

onstitution

型
か

C
harte

型
か
、
あ
る
い
は
、﹁
君
主
の
時
代
﹂
か
﹁
国
民
の
時
代
﹂
か
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
現
在
の
日
本
国
が
君
主
国
な
の
か
共
和
国
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
関

係
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
君
主
国
か
否
か
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
衆
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
﹃︹
衆
憲
資
第
一
三
号
︺
象
徴
天
皇
制
に
関
す
る
基
礎
的
資
料
︱
︱
最

高
法
規
と
し
て
の
憲
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
（
平
成
一
五
年
二
月
六
日
及
び
三
月
六
日
の
参
考
資
料
）﹄（
平
成
一
五
年
二
月
）
の
な
か
の
﹁
◎
天
皇
制
を
め
ぐ

る
国
会
に
お
け
る
議
論
﹂
の
﹁
２　

我
が
国
は
立
憲
君
主
国
か
﹂。
出
典
は
、http://w

w
w

.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/htm
l/kenpou/chosa/

shukenshi013.pdf/$F
ile/shukenshi013.pdf

（
１１４
）　

岩
谷
十
郎
﹁
明
治
時
代
の
罪
と
罰
﹂
水
林
彪
、
大
津
透
、
新
田
一
郎
、
大
藤
修
編
﹃
法
社
会
史
﹄
山
川
出
版
社
（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
、
同
﹃
明
治
日
本
の
法
解
釈
と

法
律
家
﹄
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
（
二
〇
一
二
年
）、
橋
本
誠
一
﹁
明
治
初
年
に
お
け
る
聴
訟
事
務
︱
︱
民
部
官
・
民
部
省
を
中
心
に
﹂
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
五
巻
二
・

三
・
四
号
（
二
〇
一
一
年
）、
同
﹁
静
岡
裁
判
所
の
刑
事
司
法
手
続
︱
︱
治
罪
法
施
行
以
前
の
死
罪
事
案
を
中
心
に
﹂
同
一
八
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
四
年
）、
同
﹁
下
田
区
裁

判
所
の
刑
事
司
法
手
続
︱
︱
治
罪
法
施
行
以
前
を
中
心
に
﹂
中
京
法
学
四
九
巻
三
・
四
合
併
号
（
二
〇
一
五
年
）。

（
１１５
）　

本
稿
﹁
六　

別
記
（
二
）﹂
と
し
て
掲
載
し
た
。
多
く
の
文
字
に
振
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
注
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
活
字
の
大
き
さ
で
は
小
さ
く
な
り
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す
ぎ
て
読
め
な
く
な
る
こ
と
な
ど
が
理
由
で
あ
る
。

資
料　

告　

文

皇
朕
レ
謹
ミ
畏
ミ

皇
祖

皇
宗
ノ
神
霊
ニ
誥
ケ
白
サ
ク
皇
朕
レ
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
承
継
シ
旧
図
ヲ
保
持
シ
テ
敢
テ
失
墜
ス
ル
コ
ト
無
シ
顧

ミ
ル
ニ
世
局
ノ
進
運
ニ
膺
リ
人
文
ノ
発
達
ニ
随
ヒ
宜
ク

皇
祖

皇
宗
ノ
遺
訓
ヲ
明
徴
ニ
シ
典
憲
ヲ
成
立
シ
条
章
ヲ
昭
示
シ
内
ハ
以
テ
子
孫
ノ
率
由
ス
ル
所
ト
為
シ
外
ハ
以
テ
臣
民
翼
賛
ノ
道
ヲ
広
メ
永

遠
ニ
遵
行
セ
シ
メ
益
〻
国
家
ノ
丕
基
ヲ
鞏
固
ニ
シ
八
洲
民
生
ノ
慶
福
ヲ
増
進
ス
ヘ
シ　

ニ
皇
室
典
範
及
憲
法
ヲ
制
定
ス
惟
フ
ニ
此
レ
皆

皇
祖

皇
宗
ノ
後
裔
ニ
貽
シ
タ
マ
ヘ
ル
統
治
ノ
洪
範
ヲ
紹
述
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
而
シ
テ
朕
カ
躬
ニ
逮
テ
時
ト
倶
ニ
挙
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
洵

ニ皇
祖

皇
宗
及
我
カ

皇
考
ノ
威
霊
ニ
倚
　
ス
ル
ニ
由
ラ
サ
ル
ハ
無
シ
皇
朕
レ
仰
テ

皇
祖

皇
宗
及
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一

皇
考
ノ
神
祐
ヲ
禱
リ
併
セ
テ
朕
カ
現
在
及
将
来
ニ
臣
民
ニ
率
先
シ
此
ノ
憲
章
ヲ
履
行
シ
テ
愆
ラ
サ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
誓
フ
庶
幾
ク
ハ

神
霊
此
レ
ヲ
鑒
ミ
タ
マ
へ

 

（﹃
ポ
ケ
ッ
ト
六
法　

平
成
二
六
年
版
﹄
有
斐
閣
︿
平
成
二
五
年
﹀
二
〇
頁
）




